
平成 27年度第 23回人事委員会定例会会議結果 

１ 開催日時   平成28年２月25日（木）午前９時59分 

２ 開催場所   委員室 

３ 出 席 者   委員長   熊谷 隆司 

 委 員   飛澤 重嘉 

 委 員   小原 忍 

事務局長  佐藤 新 

総括課長  坊良 英樹 

総務・任用担当課長  加藤 勝章 

 審査・給与担当課長  藤村 朗 

４ 議題 

(１) 会議の公開・非公開の決定 

会議の冒頭、協議事項１、協議事項２及び協議事項３を非公開とする旨決定 

(２) 議題 

議案第１号 条例案に対する意見について  （公開） 

協議事項１ 職の新設等に伴う格付け（給料の特別調整額等）について （非公開） 

協議事項２ へき地手当等に関する規則の一部改正について  （非公開） 

協議事項３ 不利益処分についての不服申立て（27人委（不）第２号事案）の判定方針に

ついて  （非公開） 

報告事項１ 関係労働団体からの要請について （公開） 

５ 審議の状況（結果） 

(１) 公開とした会議 

  〔議案第１号〕 

   条例案に対する意見について、決定した。 

  〔報告事項１〕 

   関係労働団体からの要請について、報告があった。 

(２) 非公開とした会議 

  〔協議事項１〕 

   職の新設等に伴う格付け（給料の特別調整額等）について、協議した。 

  〔協議事項２〕 

   へき地手当等の関する規則の一部改正について、協議した。 

  〔協議事項３〕 

   不利益処分についての不服申立て（27 人委（不）第２号事案）の判定方針について、

協議した。 

  ６ 傍聴人 なし 

岩手県人事委員会議についての問い合わせ 

岩手県盛岡市内丸10番１号 岩手県人事委員会事務局職員課 

電話  019-629-6236 

ＦＡＸ 019-629-6239 

メール DD0002＠pref.iwate.jp 



条例案に対する意見について 

  平成28年２月25日提出  岩手県人事委員会 委員長  熊谷 隆司 

１ 趣旨 

  平成28年２月岩手県議会定例会に提出された次に掲げる条例案について、岩

手県議会から地方公務員法第５条第２項の規定に基づき意見を求められたの

で、別紙のとおり回答しようとするものである。  

２ 意見を求められた条例案 

(1) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例（議案第

34 号） 

(2) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例（議案

第 35 号） 

(3) 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（議案第 36 号） 

(4) 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（議案第 37 号） 

(5) 職員等の退職管理に関する条例（議案第 38 号） 

(6) 人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例（議案

第 39 号） 

(7) 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（議案第 66

号） 

(8) 市町村立学校職員の給料の調整額に関する条例の一部を改正する条例（議

案第 67 号） 

(9) 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一

部を改正する条例（議案第 68 号） 
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人 委 職 第   号 

平成28年３月  日 

岩手県議会議長 田村 誠 様 

岩手県人事委員会 

委員長 熊谷 隆司  

条例案に対する意見について（回答） 

 平成28年２月17日付け議第248号により意見を求められた下記条例案につきまして

は、適当なものと認められます。 

 なお、議案第36号及び議案第66号の条例案中、給料の特別調整額及び管理職手当の

一部を減額する措置については、本県の諸般の情勢に鑑み行う特例的な措置であり、

やむを得ないと考えますが、特例的な減額措置は平成17年度から実施され、その期間

は長期にわたっており、本委員会としては、早期に勧告に基づく給与水準が確保され

るよう望むものであります。 

記 

議案第34号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第35号 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第36号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

議案第37号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

議案第38号 職員等の退職管理に関する条例 

議案第39号 人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例 

議案第66号 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第67号 市町村立学校職員の給料の調整額に関する条例の一部を改正する条例 

議案第68号 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

の一部を改正する条例 
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県議会２月定例会に提案される条例案に係る意見について  

１  検討の趣旨  

  平成28年２月県議会に提案された条例案について、県議会から地方公務員法第５条第２項に基づき意

見を求められたことから、検討を行うものである。 

 （議会日程） 

  平成28年２月17日 意見照会（回答期限３月１日） 

２月18日 招集 

３月22日 常任委員会 

３月24日 本会議採決 

２  意見を要する条例案  

№ 議案番号 条例名 

１ 第 34号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例

２ 第 35号 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例

３ 第 36号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

４ 第 37号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例  

５ 第 38号 職員等の退職管理に関する条例【新設】 

６ 第 39号 人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例

７ 第 66号 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例

８ 第 67号 市町村立学校職員の給料の調整額に関する条例の一部を改正する条例 

９ 第 68号 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改

正する条例 

３  条例案の検討結果  

条例名 改正内容 検討結果 検討資料 

一般職の任期付職員

の採用等に関する条

例の一部を改正する

条例 

(1) 人事委員会勧告に対応する項目【勧告】 

(H27) 公民較差に基づく改定 

・給料表の改定 

・期末手当の改定 

(H28) 給与制度の総合的見直しに基づく改定 

・給料表の改定 

・期末手当の改定 

・管理職員特別勤務手当の改定 

適当 別紙１ 

(2) 級別基準職務表の制定【地公法改正】 

一般職の任期付研究

員の採用等に関する

条例の一部を改正す

る条例 

(1) 人事委員会勧告に対応する項目【勧告】 

(H27) 公民較差に基づく改定 

・給料表の改定 

・期末手当の改定 

(H28) 給与制度の総合的見直しに基づく改定 

・給料表の改定 

・期末手当の改定 

適当 別紙２ 

(2) 級別基準職務表の制定【地公法改正】 
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条例名 改正内容 検討結果 検討資料 

一般職の職員の給与

に関する条例の一部

を改正する条例 

(1) 人事委員会勧告に対応する項目【勧告】 

(H27) 公民較差に基づく改定 

・給料表の改定 

・初任給調整手当の改定 

・期末手当及び勤勉手当の改定 

(H28) 給与制度の総合的見直しに基づく改定 

・給料表の改定 

・地域手当の改定 

・単身赴任手当の改定 

・管理職員特別勤務手当の改定 

・期末手当及び勤勉手当の改定 

適当 

別紙３ 

(2) 給料の特別調整額の減額【独自】 

(平成28年４月～平成29年３月) 
意見有 

(3) 級別基準職務表の制定【地公法改正】 適当 

職員の退職手当に関

する条例の一部を改

正する条例 

・退職手当の調整額の改定【独自】 適当 別紙４ 

職員等の退職管理に

関する条例 

・国の部課長に相当する職に就いていた再就

職者による働きかけの規制及び再就職情報

の任命権者への届出【地公法改正】 

適当 別紙５ 

人事行政の運営等の

状況の公表に関する

条例の一部を改正す

る条例 

・任命権者が知事に対し報告すべき人事行政

の運営の状況への職員の人事評価の状況並

びに退職管理の状況の追加及び職員の勤務

成績の評定の削除【地公法改正】 

適当 別紙６ 

市町村立学校職員の

給与等に関する条例

の一部を改正する条

例 

(1) 人事委員会勧告に対応する項目【勧告】 

(H27) 公民較差に基づく改定 

・給料表の改定 

・期末手当及び勤勉手当の改定 

(H28) 給与制度の総合的見直しに基づく改定 

・給料表の改定 

・期末手当及び勤勉手当の改定 

・地域手当の改定 

・単身赴任手当の改定 

・管理職員特別勤務手当の改定 

適当 

別紙７ 

(2) 管理職手当の減額【独自】 

 (平成28年４月～平成29年３月) 
意見有 

(3) 級別基準職務表の制定【地公法改正】 適当 

(4) 義務教育学校の追加【学教法改正】 適当 

市町村立学校職員の

給料の調整額に関す

る条例の一部を改正

する条例 

・義務教育学校の追加【学教法改正】 適当 別紙８ 
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条例名 改正内容 検討結果 検討資料 

義務教育諸学校等の

教育職員の給与等に

関する特別措置に関

する条例の一部を改

正する条例 

・義務教育学校の追加【学教法改正】 適当 別紙９ 

４  検討  

別紙１～９の各条例案に係る検討のとおり 

【参考】 

○地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）

（人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定）

第五条 地方公共団体は、法律に特別の定がある場合を除く外、この法律に定める根本基準に従

い、条例で、人事委員会又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に関

する事項について必要な規定を定めるものとする。但し、その条例は、この法律の精神に反す

るものであつてはならない。  

２ 第七条第一項又は第二項の規定により人事委員会を置く地方公共団体においては、前項の条

例を制定し、又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において、人事委員会の

意見を聞かなければならない。 
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別紙１ 

一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

１ 条例案の内容 

⑴ 趣旨

  ア 人事委員会勧告に基づく給料表の改定、期末手当の改定 

  イ 地方公務員法の一部改正に伴う級別基準職務表の制定 

⑵ 改正内容

ア 表１の項関係（平成27年４月１日からの給与改定） 

   (ｱ) 給料表の改定 勧告どおり 

 平成27年公民較差に基づき、給料表の改定を行うこと。 

(ｲ) 期末手当の改定 勧告どおり 

下表のとおり、期末手当の平成27年度分の支給割合を改定すること。 

現 行 平成27年度 

６月 12月 合計 ６月 12月 合計 

1.40 1.55 2.95 1.40 1.70 3.10 

  イ 表２の項関係（平成28年４月１日からの給与改定） 

   (ｱ) 給料表の改定 勧告どおり 

 給与制度の総合的見直しに係る給料表の改定を行うこと。 

   (ｲ) 期末手当の改定 勧告どおり 

下表のとおり、平成28年度分の支給割合を改定すること。 

現 行 平成27年度 平成28年度 

６月 12月 合計 ６月 12月 合計 ６月 12月 合計 

1.40 1.55 2.95 1.40 1.70 3.10 1.55 1.55 3.10 

   (ｳ) 級別基準職務表の制定 地公法改正 

地方公務員法の一部改正に基づき級別基準職務表を定めること。 

号 給 基準となるべき職務 

１ 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事す

る職務 

２ 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に

従事する職務 

３ 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業

務に従事する職務 

４ 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難

な業務に従事する職務 

５ 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難

な業務で重要なものに従事する職務 

６ 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等

を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する職務 

７ 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等

を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する職務 
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⑶ 施行日等(附則関係)

ア 表１の項関係 公布の日から施行する。 

 (ア(ｱ)は平成27年４月１日から、ア(ｲ)は同年12月１日から適用) 

イ 表２の項関係 平成28年４月１日から施行する。 

２ 条例案意見 

⑴ 人事委員会勧告に対応する項目(表１の項関係(ｱ)、(ｲ)及び表２の項関係(ｱ)、(ｲ))

措置案

 適当なものと認められます。 

      【理由】 

条例案は給料表、期末手当について、人事委員会勧告の内容に沿ったものであること。 

⑵ 級別基準職務表の制定(表２の項関係(ｳ))

措置案

 適当なものと認められます。 

【理由】 

・平成28年４月１日に施行される改正地方公務員法において、職員の職務を給料表の各等級に

分類する際の具体的な基準となる等級別基準職務表を給与に関する条例で定めることとして

おり、当該改正は法の趣旨に沿うものであると認められること。 

・改正内容は、現行の人事委員会規則(一般職の任期付職員の採用等に関する規則)を基に整備

されたものであること。 
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別紙２ 

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

１ 条例案の内容  

⑴ 趣旨

  ア 人事委員会勧告に基づく給料表の改定、期末手当の改定 

  イ 地方公務員法の一部改正に伴う級別基準職務表の制定 

⑵ 改正内容

ア 表１の項関係（平成27年４月１日からの給与改定） 

   (ｱ) 給料表の改定 勧告どおり 

平成27年公民較差に基づき、給料表の改定を行うこと。 

   (ｲ) 期末手当の改定 勧告どおり 

 下表のとおり、期末手当の平成27年度分の支給割合を改定すること。 

イ 表２の項関係（平成28年４月１日からの給与改定） 

   (ｱ) 給料表の改定 勧告どおり 

 給与制度の総合的見直しに係る給料表の改定を行うこと。 

   (ｲ) 期末手当の改定 勧告どおり 

下表のとおり、平成28年度分の支給割合を改定すること。 

   (ｳ) 級別基準職務表の制定 地公法改正 

地方公務員法の一部改正に基づき級別基準職務表を定めること。 

第１号 任期付研究員給料表号給別基準職務表 

号 給 基準となるべき職務 

１ 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に

優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき困難な研究を独

立して行う研究員の職務 

２ 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に

優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究

を独立して行う研究員の職務 

３ 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において

特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な

研究を独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき研究について

相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務 

現 行 平成27年度 

６月 12月 合計 ６月 12月 合計 

1.40 1.55 2.95 1.40 1.70 3.10 

現 行 平成27年度 平成28年度 

６月 12月 合計 ６月 12月 合計 ６月 12月 合計 

1.40 1.55 2.95 1.40 1.70 3.10 1.55 1.55 3.10 
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４ 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において

特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な

研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき

重要な研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務 

５ 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野におい

て特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難

な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づ

き重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務 

６ 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野におい

て極めて優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困

難な研究で特に重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等

に基づき特に重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務 

第２号 任期付研究員給料表号給別基準職務表 

号 給 基準となるべき職務 

１ 博士課程修了直後の者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知

識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務 

２ 博士課程修了後、特別研究員制度（特別の法律により設立された法人等によっ

て運営され、主として博士課程を修了した優れた研究者に国立試験研究機関等

において研究する機会を提供することを内容とする制度をいう。）等により数

年にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を

有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務 

３ 博士課程修了後、相当の期間にわたり研究に従事したことのある者の有する程

度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき困難な研究を独立

して行う研究員の職務 

⑶ 施行日等(附則関係)

ア 表１の項関係 公布の日から施行する。 

 (ア(ｱ)は平成27年４月１日から、ア(ｲ)は同年12月１日から適用) 

イ 表２の項関係 平成28年４月１日から施行する。 

２ 条例案意見 

⑴ 人事委員会勧告に対応する項目(表１の項関係(ｱ)、(ｲ)及び表２の項関係(ｱ)、(ｲ))

措置案

 適当なものと認められます。 

      【理由】 

条例案は給料表、期末手当について、人事委員会勧告の内容に沿ったものであること。 

⑵ 級別基準職務表の制定(表２の項関係(ｳ))

措置案

 適当なものと認められます。 

【理由】 

・平成28年４月１日に施行される改正地方公務員法において、職員の職務を給料表の各等級に

分類する際の具体的な基準となる等級別基準職務表を給与に関する条例で定めることとして

おり、当該改正は法の趣旨に沿うものであると認められること。 

・改正内容は、現行の人事委員会規則(一般職の任期付研究員の採用等に関する規則)を基に整

備されたものであること。 
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別紙３ 

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

１  条例案の内容  

⑴ 趣旨

ア 人事委員会勧告に基づく給料表の改定、諸手当の改定等 

イ 諸般の情勢に鑑みた特別調整額の減額 

ウ 地方公務員法の一部改正に伴う級別基準職務表の制定 

⑵ 改正内容

  ア 第１条関係（平成 27年４月１日からの給与改定） 

(ｱ) 給料表の改定 勧告どおり 

  平成 27年公民較差に基づき、給料表の改定を行うこと。 

   (ｲ) 諸手当の改定等 勧告どおり 

 a 初任給調整手当 

医師等に対する初任給調整手当を改定すること。 

・医師、歯科医師  412,200円→413,300円 

・医療系技術職  50,300円→ 50,500円（本県に現在該当者なし） 

b 期末手当、勤勉手当 

下表のとおり、平成 27年度分の支給割合を改定すること。 

平成 27年度 

現行 改正後 

６月 12月 計 ６月 12月 計 

一般職員 

期末 1.200 1.350 2.55 1.200 1.400 2.60 

勤勉 0.700 0.700 1.40 0.700 0.850 1.55 

合計 1.900 2.050 3.95 1.900 2.250 4.15 

特定幹部 

職  員 

期末 1.000 1.150 2.15 1.000 1.200 2.20 

勤勉 0.900 0.900 1.80 0.900 1.050 1.95 

合計 1.900 2.050 3.95 1.900 2.250 4.15 

再
任
用
職
員 

一
般
職
員 

期末 0.625 0.775 1.40 0.625 0.825 1.45 

勤勉 0.350 0.350 0.70 0.350 0.400 0.75 

合計 0.975 1.125 2.10 0.975 1.225 2.20 

特
定
幹
部 

期末 0.525 0.675 1.20 0.525 0.725 1.25 

勤勉 0.450 0.450 0.90 0.450 0.500 0.95 

合計 0.975 1.125 2.10 0.975 1.225 2.20 

イ 第２条関係(平成 28 年４月１日からの給与改定) 

   (ｱ) 給料表の改定 勧告どおり 

給与制度の総合的見直しに係る給料表の改定を行うこと。 
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   (ｲ) 諸手当の改定等 勧告どおり 

a 地域手当 

級地区分及び支給割合を次のとおり改定すること。また、医療職給料表(1)の適用を受ける 

職員について、支給割合を 100分の 15から 100分の 16に引き上げること。 

現行 改正後 

１級地 100分の18 １級地 100分の20 

２級地 100分の15 ２級地 100分の16 

３級地 100分の12 ３級地 100分の15 

４級地 100分の10 ４級地 100分の12 

５級地 100分の６ ５級地 100分の10 

６級地 100分の３ ６級地 100分の６ 

新設⇒ ７級地 100分の３ 

b 単身赴任手当 

  基礎額を 23,000円から 30,000円に引き上げること。また、職員の住居と配偶者の住居との

間の交通距離の区分に応じて加算することとされている額（加算額）の限度を 45,000円から

70,000円に引き上げること。 

○基礎額 ：23,000円 ⇒ 30,000円 

○加算額(限度額)：45,000円 ⇒ 70,000円（2,500㎞以上）

c 管理職員特別勤務手当 

  特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により平日午前零時から午前５

時までの間に勤務した場合においても支給すること。 

現  行 改正後 

 臨時・緊急の必要その他公務上必要により、 

週休日等に勤務した場合 

 臨時・緊急の必要その他公務上必要にり、 

週休日等に勤務した場合 

勤務１回につき、12,000円を超えない額 勤務１回につき、12,000円を超えない額 

新設⇒ 

 特定管理職員が災害への対処その他の臨時・

緊急の必要により、平日の午前零時～午前５時

の間に勤務した場合 

勤務１回につき、6,000円を超えない額 

d 期末手当、勤勉手当 

 下表のとおり、平成 28年度分の支給割合を改定すること。 

平成 27年度 
平成 28年度 

現行 改正後 

６月 12月 計 ６月 12月 計 ６月 12月 計 

一般職員 

期末 1.200 1.350 2.55 1.200 1.400 2.60 1.225 1.375 2.60 

勤勉 0.700 0.700 1.40 0.700 0.850 1.55 0.775 0.775 1.55 

合計 1.900 2.050 3.95 1.900 2.250 4.15 2.000 2.150 4.15 

特定幹部 期末 1.000 1.150 2.15 1.000 1.200 2.20 1.025 1.175 2.20 
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職  員 勤勉 0.900 0.900 1.80 0.900 1.050 1.95 0.975 0.975 1.95 

合計 1.900 2.050 3.95 1.900 2.250 4.15 2.000 2.150 4.15 

再
任
用
職
員 

一
般
職
員 

期末 0.625 0.775 1.40 0.625 0.825 1.45 0.650 0.800 1.45 

勤勉 0.350 0.350 0.70 0.350 0.400 0.75 0.375 0.375 0.75 

合計 0.975 1.125 2.10 0.975 1.225 2.20 1.025 1.175 2.20 

特
定
幹
部 

期末 0.525 0.675 1.20 0.525 0.725 1.25 0.550 0.700 1.25 

勤勉 0.450 0.450 0.90 0.450 0.500 0.95 0.475 0.475 0.95 

合計 0.975 1.125 2.10 0.975 1.225 2.20 1.025 1.175 2.20 

   (ｳ) 特別調整額の減額 独自 

 平成28年４月から平成29年３月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額について、

副部長級以上の職にある職員にあっては100分の10、総括課長級の職にある職員にあっては100

分の５を減じた額とすること。 

行政職８級相当
以上 行政職６・７級相当 

１種 ２種 ３種 ４種 ５種 

減額割合 
△10/100 

(現行：△15/100) 

△5/100 

(現行：△10/100) 

特別調整額

の例 

128,900 94,300 84,900 71,200 50,500 

（９級） （８級） （８級） （７級） （６級） 

代表的な職 部長 副部長、室長 参事 総括課長 課長 

（参考）減額

措置影響額 

△1.3万円 

程度 

△9千円 

程度 

△8 千円 

程度 

△4 千円 

程度 

△3 千円 

程度 

【実施期間】 平成 28年４月から平成 29年３月までの１年間 

   (ｴ) 級別基準職務表の制定 地公法改正 

地方公務員法の一部改正に基づき級別基準職務表を定めること。 

⑶ 施行日等(附則関係)

  ア 第１条関係 公布の日から施行する。 

 (ア(ｱ)及びア(ｲ)a は平成27年４月１日から、ア(ｲ)b は同年12月１日から適用) 

  イ 第２条関係 平成28年４月１日から施行する。 

級別基準職務表 

・地公法第 25条第３項により、級別基準職務表を給与条例で定めることを義務化。施行：H28.4.1 

・職員の職務を級ごとに分類する際に基準となるべき職務内容を示したもの。 

⇒ 職務給の原則（職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない）に基づき、 

制定されるもの。 

・現在、本県では、人事委員会規則で「級別標準職務表」として制定。 

  例）本県 行政職６級＝本庁又は委員会等の事務局の総括課長又は課長の職務 
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２  条例案意見  

⑴ 人事委員会勧告に対応する項目(第１条関係(ｱ)、(ｲ)及び第２条関係(ｱ)、(ｲ))

措置案

 適当なものと認められます。 

   【理由】 

条例案は給料表、初任給調整手当、期末手当、勤勉手当、地域手当、単身赴任手当、管理職特

別勤務手当及び給与制度の総合的見直しに伴う経過措置について、人事委員会勧告の内容に沿っ

たものであること。 

⑵ 給料の特別調整額の減額(第２条関係(ｳ))

  ア 検討 

   　　　　条例権者における検討状況 

・本県の諸般の情勢に鑑み、1年間の期間を区切った特例措置として実施。 

・特別職の特例減額の減額率の緩和(知事△15％⇒△10％、副知事△10％⇒5％、 

教育長△３％(新規))、高齢層職員の勤務意欲への影響、他県の動向を鑑み、減額率を緩和。 

給料の特別調整額及び管理職手当の一部を減額する措置については、本県の諸般の情勢に鑑

み行う特例的な措置であり、やむを得ないと考えます。 

しかしながら、特例的な減額措置は平成 17年度から実施され、その期間は長期にわたって

おり、本委員会としては、早期に勧告に基づく給与水準が確保されるよう望むものでありま

す。 

イ 措置案 
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⑶ 級別基準職務表の制定(第２条関係(ｴ))

ア 検討 

   (ｱ) 行政職給料表に係る級別基準職務表の内容 

職務の級 基準となるべき職務 

１級 定型的な業務を行う職務 

２級 高度の知識経験を必要とする業務を行う職務 

３級 (１) 本庁又は委員会等の事務局の主査又は主任の職務 

(２) 広域振興局又は出先機関の主査又は主任の職務 

(３) 教育機関の主査又は主任の職務 

(４) 警察本部又は警察署の係長の職務 

４級 (１) 本庁又は委員会等の事務局の主任主査又は困難な業務を行う主査の職務 

(２) 広域振興局又は出先機関の主任主査又は困難な業務を行う主査の職務 

(３) 教育機関の主任主査又は困難な業務を行う主査の職務 

(４) 警察本部又は警察署の困難な業務を行う係長の職務 

５級 (１) 本庁又は委員会等の事務局の担当課長、特命課長又は困難な業務を行う主任主査の

職務 

(２) 広域振興局又は出先機関の課長、特命課長又は困難な業務を行う主任主査の職務 

(３) 規模の小さい出先機関の長の職務 

(４) 教育機関の事務長又は困難な業務を行う主任主査の職務 

(５) 警察本部の課長補佐の職務 

６級 (１) 本庁又は委員会等の事務局の総括課長又は課長の職務 

(２) 広域振興局又は規模の大きい出先機関の部長、室長又はセンター所長の職務 

(３) 出先機関の長の職務 

(４) 教育機関の困難な業務を行う事務長の職務 

(５) 警察本部の課長の職務 

(６) 主幹又は技術主幹の職務 

７級 (１) 本庁又は委員会等の事務局の高度の知識経験を必要とする総括課長又は課長の職務 

(２) 広域振興局又は規模の大きい出先機関の高度の知識経験を必要とする部長、室長又

はセンター所長の職務 

(３) 重要な業務を所掌する出先機関の長の職務 

(４) 教育機関の高度の知識経験を必要とする困難な業務を行う事務長の職務 

(５) 警察本部の高度の知識経験を必要とする課長の職務 

８級 (１) 本庁の副部長、室長又は担当技監の職務 

(２) 委員会等の事務局の長の職務 

(３) 広域振興局の副局長又は特に重要な業務を所掌する部の長の職務 

(４) 規模の大きい出先機関の長の職務 

９級 (１) 会計管理者又は本庁の部長の職務 

(２) 特に重要な業務を所掌する委員会等の事務局の長の職務 

(３) 広域振興局の長の職務 

10級 企画理事の職務 
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(ｲ) 級別基準職務表の考え方 

 ａ 地方公務員法の考え方（総務省自治行政局公務員部長通知） 

（趣旨） 

 「能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図るため、地方公務員法第25条第４項において、

給料表には、職員の職務の複雑、困難及び責任の度に基づく等級ごとに明確な給料額の幅を

定めていなければならないこととするとともに、その運用について、議会審議等を通じて、

地方公務員給与における職務給の原則を一層徹底させようとする観点から、職員の職務を給

料表の各等級に分類する際の具体的な基準となる等級別基準職務表を給与に関する条例で定

めることとしたものであること。」 

（規定方法） 

「職務の内容を定めるにあたっては、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、職制上の

段階の標準的な職をはじめ、各等級に分類する際の基準となる具体的な職務を適切に位置づ

けること。」 

【総務省自治行政局公務員部長通知にて示された等級別基準職務表（例）】 

職務の級 基準となるべき職務 

１級 定型的な業務を行う職務 

２級 １ 主任の職務 

２ 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 

３級 係長の職務 

４級 １ 本庁又は委員会等の事務局の課長補佐の職務 

２ 地方機関の課長の職務 

５級 １ 困難な業務を行う本庁又は委員会等の事務局の課長補佐の職務 

２ 地方機関の次長の職務 

６級 １ 本庁又は委員会等の事務局の課長の職務 

２ 地方機関の長の職務 

３ 困難な業務を行う地方機関の次長の職務 

７級 １ 困難な業務を行う本庁又は委員会等の事務局の課長の職務 

２ 困難な業務を行う地方機関の長の職務 

３ 困難な業務を行う規模の大きい地方機関の次長の職務 

８級 １ 本庁の次長の職務 

２ 委員会等の事務局の長の職務 

３ 困難な業務を行う規模の大きい地方機関の長の職務 

９級 １ 本庁の部長の職務 

２ 会計管理者の職務 

３ 困難な業務を行う委員会等の事務局の長の職務 

 ｂ 条例権者の考え方 

 人事委員会規則で定めている「級別標準職務表」を基礎として、所要の整理を行うもの。 

【「級別標準職務表」からの主な見直し点】 

○ 行政職給料表

・「本庁又は委員会等の事務局」に含んでいた「警察本部」を別途規定したこと。 

・「出先機関」の考え方を整理したこと。（「広域振興局」及び「教育機関」を別途規定） 

・総務省自治行政局公務員部長通知にある「各等級に分類する際の基準となる具体的な職

務」を整理したこと。（「特命課長」、「教育機関の事務長」、「主幹又は技術主幹」、「会計

管理者」の追加） 
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○ 公安職給料表

・階級名で表記したこと。（「巡査長である巡査」、「課長である警視」等） 

○ 教育職給料表(1)、(2)

・「各等級に分類する際の基準となる具体的な職務」を整理したこと。（「指導養護教諭」、

「警察学校の副校長」の追加） 

○ 医療職給料表(1)

・「各等級に分類する際の基準となる具体的な職務」を整理したこと。（「医務主幹」、「本

庁の総括課長又は課長」、「本庁の医務担当技監」の追加） 

○ 医療職給料表(2)

・「各等級に分類する際の基準となる具体的な職務」を整理したこと。（「食肉衛生検査所

の課長」、「食肉衛生検査所の長」、「技術主幹」の追加） 

○ 医療職給料表(3)

・「各等級に分類する際の基準となる具体的な職務」を整理したこと。（「高等看護学院の

看護教員、主任看護教員、主査看護教員、副学院長」の追加） 

イ 措置案 

 適当なものと認められます。 

【理由】 

・当該改正は、地方公務員法の趣旨（総務省自治行政局公務員部長通知の内容及び（例））に沿

うものであること。 

・規定の内容は、人事委員会規則において規定している「級別標準職務表」を基に整備された

ものであること。 
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別紙４ 

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

１ 条例案の内容 

(1) 趣旨 

国の例に準じて退職手当の調整額を改定するとともに、併せて所要の整備をしようとするもの 

(2) 条例案の内容 

ア 職員の退職手当について、退職した職員の退職前の職責に応じて加算する退職手当の基礎額

を引き上げること。 

区 分 
適用職員 

（行政職給料表の例） 

調整額（月額） 

改正前 改正後 改定額 

第１号区分 10級 54,150 70,400 16,250 

第２号区分 ９級 50,000 65,000 15,000 

第３号区分 ８級 45,850 59,550 13,700 

第４号区分 ７級 41,700 54,150 12,450 

第５号区分 ６級 33,350 43,350 10,000 

第６号区分 ５級 25,000 32,500 7,500 

第７号区分 ４級 20,850 27,100 6,250 

第８号区分 ３級 16,700 21,700 5,000 

イ その他 

施行日：平成 28 年４月１日 

２ 条例案意見 

(1) 検討 

ア 国の改正状況 

給与制度の総合的見直しによる俸給月額の引下げ（平均▲２％）により、俸給月額を算定基

礎とする退職手当の基本額が減少することから、その減少分を原資として、調整額（退職前の

職責（５年分）に応じて加算されるもの）を職位による差額をより拡大するよう増額改定 

→結果として、退職手当の全体的な支給水準を維持 

   (ｱ) 調整額の改定 

区 分 国における標準的な官職 本 県 
調整額（月額） 

改正前 改正後 改定額 

第１号区分 事務次官、外局の長官 79,200 95,400 16,200 

第２号区分 局長、審議官 62,500 78,750 16,250 

第３号区分 本省重要課長 10級 54,150 70,400 16,250 

第４号区分 本省課長、管区の長 9級 50,000 65,000 15,000 

第５号区分 本省重要室長、管区部長 8級 45,850 59,550 13,700 

第６号区分 本省室長、管区重要課長 7級 41,700 54,150 12,450 

第７号区分 本省重要補佐、管区課長 6級 33,350 43,350 10,000 

第８号区分 本省補佐、管区重要補佐 5級 25,000 32,500 7,500 

第９号区分 本省重要係長、管区補佐 4級 20,850 27,100 6,250 

第 10号区分 係長 3級 16,700 21,700 5,000 

  (ｲ) その他改正 

・調整額の第 10号区分について、勤続期間 24年以下の退職者には支給しないこととしていた 

が、他の区分と同様、支給の対象とすること。 

・その他所要の整備 
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イ 他県の状況 

  平成 27年度から給与の総合的見直しを実施している 42団体中、退職手当の見直しを実施した

団体は岐阜県を除く 41団体。 

給料表 団体数 退職手当見直し状況 

水準調整 
（12 団体）山形、福島、千葉、神奈川、長野、

岐阜、愛知、鳥取、島根、岡山、山口、佐賀 

見直しせず：岐阜 

国準拠改定：岐阜以外 

独自給料

表 

（2 団体）東京、大阪 独自水準で見直し：東京 

国準拠：大阪 

勧告せず （1 団体）高知 国準拠改定 

国準拠 （27 団体）上記以外 国準拠改定 

(2) 措置案 

 適当なものと認められます。 

【理由】 

・今回の改正は、給与制度の総合的見直しにより、給料表水準の引下げとなったことから、退

職手当の全体的な支給水準を維持するため、退職手当の調整額の改定を行うものであること。 

・既に給与制度の総合的見直しを実施した多くの団体においても国準拠で改正を行っており、

他県との均衡が図られるものであること。 

参考(退職手当の調整額の概要) 

退職手当の算出方法 

退職手当＝基本額（退職時の給料の月額×支給率）＋調整額（役職に応じて５年分を加算） 

【総合的見直し前】 

基本額 調整額 

【総合的見直し後】 

基本額 (↓) 調整額 

【条例改正後】 

基本額 調整額 (↑) 

見直しによって基本額が減

少し、手当の水準が下がる。 

調整額を増額し、手当の水準

を維持する。 
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別紙５

職員等の退職管理に関する条例(新設) 

１  条例案の内容  

(1) 趣旨 

   地方公務員法の規定に基づき、職員等の退職管理に関し必要な事項を定めようとするものである。 

(2) 内容 

ア 趣旨について定めること。（第１条関係） 

イ 国の部課長に相当する職についていた再就職者による依頼等の規制について定めること。 

（第２条関係） 

ウ 再就職情報の任命権者への届出について定めること。（第３条関係） 

エ 平成 28 年４月１日から施行すること。（附則関係） 

２  条例案意見  

(1) 検討 

ア 退職管理の適正の確保 

(ｱ) 元職員による働きかけの禁止 

対象 働きかけの禁止の内容 

全職員 営利企業等に再就職した元職員（＝再就職者）は、離職前５年間に在職

していた執行機関の組織等の職員に対して、契約等事務について、離職

後２年間、離職前５年間の職務に関する働きかけを禁止。 

法定 

事項 

再就職者は、在職中に自ら決裁した契約等事務について、期限の定めな

く、職務に関する働きかけを禁止。 
〃 

地方公共団体の

内 部 組 織 の 長 

(部長級) 

再就職者のうち、離職前５年よりも前に、地方公共団体の長の直近下位

の内部組織の長等（＝部長級）に就いていた者は、離職後２年間、当該

職の職務に関する働きかけを禁止。 

〃 

国の部長又は課

長に相当する職 

(副部長級等) 

再就職者のうち、離職前５年よりも前に、国の部長又は課長に相当する

職に就いていた者（＝副部長級及び総括課長級）に対して、離職後２年

間、当該職の職務に関する働きかけを禁止。（条例で定めることが可能） 

条例 

事項 

・元職員から働きかけを受けた職員は、その旨を人事委員会に届け出（法定事項）。 

・規制に違反した元職員には、過料又は刑罰を科す。（法定事項。内容は参考２参照） 

(ｲ) 退職管理の適正を確保するための措置 

地方公共団体は、国家公務員法の退職管理に関する規定の趣旨及び職員の再就職の状況を

勘案して、退職管理の適正確保のために必要と認められる措置を講ずる。 

《国公法の退職管理の規定》 

①再就職あっせんの規制、②現職職員の求職活動の規制、③再就職状況の公表 等

(ｳ) 再就職情報の届出（条例事項） 

・再就職者に対する働きかけ規制の円滑実施及び退職管理の適正確保に必要と認められる措

置を講ずるために必要なときは、元職員に対し、条例で再就職情報の届出を義務付けるこ

とが可能。（届出義務違反に対して条例で10万円以下の過料を科すことが可能） 

(ｴ) 働きかけ規制違反に関する監視（法定事項） 

・働きかけ規制に違反する行為を行った疑いがある場合には、違反行為について任命権者が

調査を実施。 

・人事委員会は任命権者が行う調査が公正に行われるよう、調査開始から終了まで監視。 
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(ｵ) 地方独立行政法人の役職員に係る地方公務員法の適用 

・地方独立行政法人の役員・職員については地公法の退職管理に関する規定が準用・適用。 

イ 条例内容 

(ｱ) 趣旨（第１条） 

根拠法令（条項）に基づき条例を定めることを規定。 

(ｲ) 国の部課長に相当する職に就いていた再就職者による依頼等の規制（第２条） 

国の部長又は課長に相当する職に就いていた者（＝副部長級及び総括課長級）に対する働き

かけの規制。  

(ｳ) 再就職情報の任命権者への届出（第３条） 

 管理又は監督の地位にある職員（＝総括課長級以上）であった者が、離職後２年間に、営利

企業等に再就職した場合は、再就職情報を届け出ることを義務付け。（過料なし） 

(2) 措置案 

  適当なものと認められます。 

   【理由】 

（第２条 国の部課長に相当する職についていた再就職者による依頼等の規制関係） 

・再就職者による働きかけ規制の趣旨は元職員の現職職員への影響を排除することであり、

本県の組織規模を踏まえれば、一定の権限を有する総括課長級以上であった元職員は、現

職職員への影響も強いと考えられることから、部長級と同様に規制することは妥当である

こと。 

（第３条 再就職情報の任命権者への届出関係） 

・現職職員への影響が強いと考えられる総括課長級以上の職員に対し再就職情報の届出を義

務付けることは、再就職状況の公表と併せて、公務の公正性の確保及び住民の信頼の確保

につながるほか、職員の退職管理の適正化を図るための基礎となるものであることから適

当であること。 

・過料に係る地方公務員法の規定はいわゆる「できる」規定であり、本県の再就職の状況（こ

れまでも元職員からの働きかけが問題となった事案がないこと等）や他の都道府県の状況等

を勘案して過料を科さないこととしたことについて不適当とは言えないこと。 
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≪再就職者による依頼等（働きかけ）の規制のイメージ図≫

規制される期間 規制される働きかけ再就職者（主体） 現職職員（客体）離職前５年間（法による規制）離職５年より前

元一般職員

元副部長級

元総括課長級

（主幹等除く）の職員

（国の部長・課長

に相当する職）

元部長級の職員

（地方公共団体の長

の直近下位の内部

組織の長）

部長級

※執行機関単位で捉える

部長級

副部長級

総括課長級

総括課長級

一般職員

副部長級

総括課長級

条例で規制

一般職員

一般

職員

副部長級

総括課長級

条例で規制

過去５年間の職務に関

するもの

在職中に自ら決裁した契約等事務

一般職員

一般

職員

①過去５年間の職務に

関するもの

②５年よりも前の部長級

の職務に関するもの

③５年よりも前の総括課

長級等の職務に関する

もの

①過去５年間の職務に

関するもの

②５年よりも前の総括

課長級等の職務に関す

るもの

過去５年間の職務に関

するもの

自ら決裁した契約等事

務に関するもの

２年間

２年間

２年間

２年間

２年間

期限なし

再就職先に

係る契約・

処分に関す

る事務

地方公務員法の一部改正（退職管理）の概要（イメージ図）

元職員による働きかけの禁止

○ 営利企業等に再就職した元職員（＝再就職者）が、離職前５年間に在職していた執行機関の組織等の職員に対して、

再就職先に関する契約等事務（※）について、離職後２年間、離職前５年間の職務に関する働きかけを行うことを禁止。

○ 在職中のポストにより、規制される働きかけの内容が異なる。 ➢ 「長の直近下位の内部組織の長」 ＝法による規制

「国の部長又は課長に相当する職」 ＝ 条例で規制

再就職者

営利企業・非営利法人に

再就職した元職員

（例）➢ 再就職先企業との契約を有利にするよう要求・依頼

➢ 公になっていない情報を提供するよう要求・依頼

➢ 再就職先企業の処分を甘くするよう要求・依頼

➢ 再就職先企業の許認可を認めるよう要求・依頼

現職職員

（再就職者が在籍していた

執行機関の組織等の職員）

（※）

① 再就職者が在籍している営利企業等又はその子法人と、在職していた地方公共団体との間で締結され

る売買、貸借、請負、その他の契約

② 当該営利企業等やその子法人に対する処分に関する事務

①知事部局等

本庁・出先機関

（地方公営企業等を含

む。）

②警察本部、警察署

③教育委員会事務局、

学校、図書館

その他の教育機関

④議会事務局

⑤地方独立行政法人

部長級

法による

規制

副部長級

総括課長級

副部長級

総括課長級

条例で規制

退職
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別紙６  

人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例 

１  条例案の内容                                 

(1) 趣旨 

    地方公務員法の一部改正に伴い、任命権者が知事に対し報告すべき人事行政の運営の状況に職員

の人事評価の状況を加える等所要の改正をしようとするものである。 

(2) 改正 

ア 地方公務員法（昭和25年法律第261号）の一部改正に伴い、任命権者が知事に対し報告すべき

人事行政の運営の状況に職員の人事評価の状況及び退職管理の状況を加え、及び任命権者が知

事に対し報告すべき人事行政の運営の状況から職員の勤務成績の評定の状況を除くこと。（第３

条関係） 

イ その他所要の整備をすること。（第５条関係） 

ウ 施行期日等 

(ｱ) この条例は、平成28年４月１日から施行すること。（附則第１項関係） 

(ｲ) 所要の経過措置を講ずること。（附則第２項関係） 

 

２  条例案意見                                  

     措置案 

    適当なものと認められます。 

  【理由】 

地方公務員法の一部改正に基づくものであること。 

〔地方公務員法の一部改正の内容（人事行政の運営等の状況の公表に関する部分）〕 

人事評価の導入と勤務成績の評定の廃止、及び、退職管理の導入に伴う公表事項の改正 

改正前 改正後 

（人事行政の運営等の状況の公表） 

第五十八条の二 任命権者は、条例で定めると

ころにより、毎年、地方公共団体の長に対し、

職員（臨時的に任用された職員及び非常勤職

員（第二十八条の五第一項に規定する短時間

勤務の職を占める職員を除く。）を除く。）の

任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、休

業、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績

の評定並びに福祉及び利益の保護等人事行政

の運営の状況を報告しなければならない。 

２・３ （略） 

（人事行政の運営等の状況の公表） 

第五十八条の二 任命権者は、次条に規定する

もののほか、条例で定めるところにより、毎

年、地方公共団体の長に対し、職員（臨時的

に任用された職員及び非常勤職員（第二十八

条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占

める職員を除く。）を除く。）の任用、人事評

価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、

分限及び懲戒、服務、退職管理、研修並びに

福祉及び利益の保護等人事行政の運営の状況

を報告しなければならない。 

２・３ （略） 

 

参考 (人事行政の運営等の状況の公表制度の概要 )                   

 (1) 制度趣旨 

地方公共団体における人事行政の運営等の状況を住民に公表することにより、その公正性、透

明性を高めることを趣旨として、平成16年６月の地方公務員法の一部改正において新たに規定が

設けられ、平成17年４月１日から施行されたもの。 
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 （2） 公表の状況（本年度告示より） 

岩手県告示第774号 

人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年岩手県条例第22号）第６条の規定により、岩手県の人

事行政の運営等の状況について、次のように公表する。 

平成27年９月29日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

人事行政の運営等の状況の公表 

目次 

第１ 人事行政の運営状況 

１ 職員の任免及び人数の状況 

(１) 任免の状況 

(２) 人数の状況 

２ 職員の給与の状況 

(１) 人件費の状況 

(２) 職員給与費の状況 

(３) 職員の平均給料月額、平均給与月額与及び平均年齢の状況 

(４) 職員の初任給の状況 

(５) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 

(６) 一般行政職の級別職員数の状況 

(７) 昇給期間短縮の状況 

(８) 給与水準の状況 

(９) 職員の手当の状況 

(10) 特別職の報酬等の状況 

３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

(１) 勤務時間の状況 

(２) 休憩時間の状況 

(３) 週休日・祝日の状況 

(４) 休暇の状況 

４ 職員の休業の状況 

(１) 休業の状況 

(２) 部分休業の状況 

５ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

(１) 分限制度の概要及び処分の状況 

(２) 懲戒制度の概要及び処分の状況 

６ 職員の服務の状況 

７ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

(１) 研修の状況 

(２) 勤務成績の評定の状況 

８ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

(１) 安全衛生管理の状況 

(２) 職員の健康管理の状況 

(３) 職員互助団体への補助の状況 

(４) 利益の保護の状況 

第２ 岩手県人事委員会からの平成26 年度における業務の状況の報告 

１ 職員の競争試験及び選考の状況 

(１) 競争試験の 状況 

(２) 選考の状況 

２ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況 

(１) 報告の状況 

(２) 勧告の状況 

３ 職員の勤務条件に関する措置の要求の状況 

４ 職員に対する不利益な処分についての不服申立ての状況 

５ 職員からの苦情相談の状況 

以下略 
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別紙７ 

市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

１  条例案の内容                                  

 (1) 趣旨 

ア 人事委員会勧告に基づく給料表の改定、諸手当の改定等 

イ 諸般の情勢に鑑みた管理職手当の減額 

ウ 地方公務員法の一部改正に伴う級別基準職務表の制定 

 (2) 改正内容 

   ア 第１条関係（平成 27年４月１日からの給与改定） 

   (ｱ) 給料表の改定 勧告どおり 

      平成27年公民較差に基づき、給料表の改定を行うこと。  

   (ｲ) 期末手当、勤勉手当 勧告どおり 

      下表のとおり、平成27年度分の支給割合を改定すること。  

 

平成 27年度 

現行 改正後 

６月 12月 計 ６月 12月 計 

一般職員 

期末 1.200 1.350 2.55 1.200 1.400 2.60 

勤勉 0.700 0.700 1.40 0.700 0.850 1.55 

合計 1.900 2.050 3.95 1.900 2.250 4.15 

再任用 

職 員 

期末 0.625 0.775 1.40 0.625 0.825 1.45 

勤勉 0.350 0.350 0.70 0.350 0.400 0.75 

合計 0.975 1.125 2.10 0.975 1.225 2.20 

 

   イ 第２条関係(平成 28年４月１日からの給与改定) 

   (ｱ) 給料表の改定 勧告どおり 

給与制度の総合的見直しに係る給料表の改定を行うこと。 

   (ｲ) 諸手当の改定 勧告どおり 

     a 地域手当 

       級地区分及び支給割合を次のとおり改定すること。 

現行 改正後 

１級地 100分の18 １級地 100分の20 

２級地 100分の15 ２級地 100分の16 

３級地 100分の12 ３級地 100分の15 

４級地 100分の10 ４級地 100分の12 

５級地 100分の６ ５級地 100分の10 

６級地 100分の３ ６級地 100分の６ 

新設⇒ ７級地 100分の３ 

     b  単身赴任手当 

      基礎額を 23,000円から 30,000円に引き上げること。また、職員の住居と配偶者の住居との

間の交通距離の区分に応じて加算することとされている額（加算額）の限度を 45,000 円から

70,000円に引き上げること。 

      ○基礎額    ：23,000円 ⇒ 30,000円 

      ○加算額(限度額)：45,000円 ⇒ 70,000円（2,500㎞以上） 
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     c 管理職員特別勤務手当 

      特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により平日午前零時から午前５時

までの間に勤務した場合においても支給すること。 

現  行 改正後 

 臨時・緊急の必要その他公務上必要により、 

週休日等に勤務した場合 

 臨時・緊急の必要その他公務上必要にり、 

週休日等に勤務した場合 

 勤務１回につき、12,000円を超えない額  勤務１回につき、12,000円を超えない額 

新設⇒ 

 特定管理職員が災害への対処その他の臨時・

緊急の必要により、平日の午前零時～午前５時

の間に勤務した場合 

 勤務１回につき、6,000円を超えない額 

 

     d  期末手当、勤勉手当 

      下表のとおり、平成28年度分の支給割合を改定すること 

 

平成 27年度 
平成 28年度 

現行 改正後 

６月 12月 計 ６月 12月 計 ６月 12月 計 

一般職員 

期末 1.200 1.350 2.55 1.200 1.400 2.60 1.225 1.375 2.60 

勤勉 0.700 0.700 1.40 0.700 0.850 1.55 0.775 0.775 1.55 

合計 1.900 2.050 3.95 1.900 2.250 4.15 2.000 2.150 4.15 

再任用 

職 員 

期末 0.625 0.775 1.40 0.625 0.825 1.45 0.650 0.800 1.45 

勤勉 0.350 0.350 0.70 0.350 0.400 0.75 0.375 0.375 0.75 

合計 0.975 1.125 2.10 0.975 1.225 2.20 1.025 1.175 2.20 

 

   (ｳ) 管理職手当の減額 独自 

      平成28年４月から平成29年３月までの間に支給されるべき教育職給料表４級の適用を受ける

校長の管理職手当の月額について、職責に応じ100分の10又は100分の５を減じた額とすること。 

 

減額率 対象職員 備   考 

10％ 

（現行 15％） 

 

 

期末手当・勤勉手当に係る職務加算割

合について 20％加算の適用を受ける

職員 

※職務加算割合 20％ 

行政職給料表８級（副部長級相当）以

上の職と同様。 

地域の中心校のうち、より校

長の職務が特に困難であると

認められる学校で人事委員会

の承認を得て定める校長。 

○ 小学校：14校 

 盛岡市立仁王小学校 等 

○ 中学校：９校 

 盛岡市立上田中学校 等 

5％ 

（現行 10％） 

上記以外の校長の職   
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   (ｴ) 級別基準職務表の制定 地公法改正 

      地方公務員法の一部改正に基づき級別基準職務表を定めること。 

   (ｵ) 義務教育学校の追加 学教法改正 

     ・ 義務教育等教員特別手当の支給対象に義務教育学校を加えること。 

     ・ 給料表の適用対象に義務教育学校を加えること。 

 (3) 施行日等(附則関係) 

   ア 第１条関係 公布の日から施行する。 

    (ア(ｱ)は平成27年４月１日から、ア(ｲ)は同年12月１日から適用) 

   イ 第２条関係 平成28年４月１日から施行する。 

 

２ 条例案意見                                         

(1) 人事委員会報勧告に対応する項目(第１条関係(ｱ)、(ｲ)及び第２条関係(ｱ)、(ｲ)) 

    措置案 

     適当なものと認められます。 

   【理由】 

    給料表、期末手当、勤勉手当、地域手当、単身赴任手当及び管理職特別勤務手当については、人

事委員会勧告の内容に沿ったものであること。 

(2) 管理職手当の減額(第２条関係(ｳ)) 

  ア 検討 

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例における検討と同じ。 

  イ 措置案 

Ｂ案とする 

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例における措置案と同じ。) 

(3) 級別基準職務表の制定(第２条関係(ｴ)) 

ア 検討 

    (ｱ) 行政職給料表級別基準職務表の内容 

職務の級 基準となるべき職務 

１級 定型的な業務を行う職務 

２級 高度の知識経験を必要とする業務を行う職務 

３級 主査又は主任の職務 

４級 主任主査又は困難な業務を行う主査の職務 

５級 事務長又は困難な業務を行う主任主査の職務 

６級 主幹の職務 

※ 「事務長」、「主幹」 

小中学校における学校事務の共同実施の推進に伴い、共同実施グループ内の事務の進捗管理、

グループ員の指導・育成などの役割を有する一定規模の共同実施グループの総括の職責を踏ま

え、新たに職を設置するもの。処遇については県立学校事務長との均衡を考慮。 

※ 「主任」、「主査」、「主任主査」 

これまで小中学校事務職員については「事務主任（３級）」、「事務主査（４級）」、「主

任事務主査（５級）」の処遇としてきたが、学校事務の共同実施の推進に伴い、その事務執行

体制が県立学校と同様に変化してきていることを踏まえ、県立学校事務職員及び小中学校事務

職員の交流人事の推進を図るため、県立学校事務職員と同様の処遇とするもの。 
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    (ｲ) 教育職給料表級別基準職務表の内容 

職務の級 基準となるべき職務 

１級 講師、助教諭又は養護助教諭の職務 

２級 教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務 

特２級 主幹教諭、指導教諭又は指導養護教諭の職務 

３級 副校長又は教頭の職務 

４級 校長の職務 

※「指導養護教諭」 

いじめや学校不適応等の困難業務への対応等、保健室の経営力の向上が喫緊の課題となっ

ているほか、今後、養護教諭の大量退職が見込まれ、指導技術や業務ノウハウの伝承が困難

となる状況に対応するため、教諭における指導教諭と同様、優れたスキルを有する養護教諭

を、指導的役割を果たす指導養護教諭として学校に配置するもの。その処遇は指導教諭と同

様特２級とするもの。 

    (ｳ) 医療職給料表級別基準職務表の内容 

職務の級 基準となるべき職務 

１級 学校栄養職員の職務 

２級 困難な業務を行う学校栄養職員の職務 

３級 主任学校栄養職員又は特に困難な業務を行う学校栄養職員の職務 

４級 困難な業務を行う主任学校栄養職員の職務 

イ 措置案 

      適当なものと認められます。 

【理由】 

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例における検討と同じ。 

(4) 義務教育学校の追加 

   ア 検討 

    (ｱ) 義務教育学校制度の創設 

    【趣旨】 学校教育制度の多様化及び弾力化を推進するため、現行の小・中学校に加え、小学校か

ら中学校までの義務教育を一貫して行う「義務教育学校」を新たに規定。 

 現行制度下での小中一貫教育 義務教育学校 

修業年限 小学校６年、中学校３年 ９年 

設置義務 小学校、中学校ともに市町村 国公私のいずれもが設置可。小中学校に代えて設置

した場合は設置義務の履行と同等。 

教育課程 小中学校それぞれの教育目標の設

定、教育課程の編成 

９年間の教育目標の設定、９年間の系統性を確保し

た教育課程の編成（６－３制ばかりでなく、４－３

－２や５－４などの柔軟な学年の区切りも可能） 

組  織 小中学校にそれぞれ校長（２名）、

小中学校別々の教員組織 

１人の校長、一つの教員組織 

免  許 教員は所属する学校の免許を保有

すれば十分 

教員は原則小・中料免許を併有 
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    (ｲ) 本県における義務教育学校の動き 

      大槌町において平成28年４月１日から、これまで小中一貫教育を実施してきた「大槌学園」

が義務教育学校に移行する見込みであること。 

    (ｳ) 教職員給与 

      義務教育学校は、小学校及び中学校と同じ位置付けにあることから、義務教育学校に勤務す

る教員は県費負担教職員に位置付けられ、給与についても同様の処遇がなされるものであるこ

と。 

   イ 措置案 

      適当なものと認められます。 

     【理由】 

     ・当該改正は、学校教育法等の一部改正に伴う義務教育学校制度の創設に係り、当該義務教育

学校に勤務する教職員に対し給与を支給するための必要な改正であり適当と認められること。 

     ・県内においては平成28年４月１日から義務教育学校が設置される見込みであり、今回の県議

会において議決・公布される必要があること。 
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別紙８ 

市町村立学校職員の給料の調整額に関する条例の一部を改正する条例 

１ 条例案の内容 

 (1) 趣旨 

    義務教育学校において特別支援教育に直接従事することを本務とする職員に、給料の調整額を

支給しようとするもの 

 (2) 条例案の内容 

   ア 改正内容 

改正前 改正後 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

適用区分表 適用区分表 

 勤務箇所 職 員 調整数   勤務箇所 職 員 調整数  

 小学校及び中学

校 

 ［略］   小学校、中学校及

び義務教育学校 

 ［略］  

  

   イ 施行日 平成 28 年４月１日 

２ 条例案意見 

措置案 

   適当なものと認められます。 

  【理由】 

  ・当該改正は、学校教育法等の一部改正に伴う義務教育学校制度の創設に伴い、当該義務教育学校

に勤務する教職員に対し給与を支給するための必要な改正であり適当と認められること。 

  ・県内においては平成28年４月１日から義務教育学校が設置される見込みであり、今回の県議会に

おいて議決・公布される必要があること。 

参考(市町村立学校職員の給料の調整額の概要) 

 (1) 趣旨 

   職務の複雑、困難若しくは責任の度合い等の特殊性に基づき給料月額に加える調整給 

(2) 支給対象者 

  ア 特別支援学級を担当し、特別支援教育に直接従事することを本務とする職員 

  イ 障害がある児童及び生徒に対して行う当該児童及び生徒の障害に応じた特別の指導を担当し、

特別支援教育に直接従事することを本務とする職員 

(3) 支給額 

下表の調整基本額に、職の特殊性の度合いに応じた調整数（１）を乗じて得た額 

職務の級 調整基本額 

１級 8,400円 

２級 11,000円 

特２級 11,300円 

３級 
11,500円（市町村立学校職員の給与等に関する条例別表第

２の備考２に定める職員にあっては、11,800円） 

４級 12,700円 
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別紙９ 

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例 

１ 条例案の内容 

 ⑴ 趣旨 

   給与等の特例の適用対象となる教育職員に義務教育学校の教育職員を加えるもの 

 ⑵ 条例案の内容 

  ア 改正内容 

改正前 改正後 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、「義務教育諸学校

等」とは、学校教育法（昭和22年法律第26号

）に規定する小学校、中学校、高等学校又は

特別支援学校をいう。 

第２条 この条例において、「義務教育諸学校

等」とは、学校教育法（昭和22年法律第26号

）に規定する小学校、中学校、義務教育学校

、高等学校又は特別支援学校をいう。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

  イ 施行日 平成 28 年４月１日 

２ 条例案意見 

措置案 

   適当なものと認められます。 

  【理由】 

  ・当該改正は、学校教育法等の一部改正に伴う義務教育学校制度の創設に伴い、当該義務教育学校

に勤務する教職員に対し給与を支給するための必要な改正であり適当と認められること。 

  ・県内においては平成28年４月１日から義務教育学校が設置される見込みであり、今回の県議会に

おいて議決・公布される必要があること。 

参考(教育職員の給与等に関する特別措置の概要) 

⑴ 趣旨 

義務教育諸学校等の教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、時間外勤務を制限するとと

もに、時間外勤務手当を支給せずに教職調整額を支給するもの。 

⑵ 正規の勤務時間を超える勤務の制限 

教育職員については、時間外勤務を命じないものとすること。時間外勤務を命ずる場合は条例

で定める場合（以下に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要がある場

合）に限るものであること。 

ア 校外実習その他生徒の実習に関する業務 

イ 修学旅行その他学校の行事に関する業務 

ウ 職員会議（設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。）に関する業務 

エ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得な

い場合に必要な業務 

⑶ 教職調整額 

給料月額の 4パーセントに相当する教職調整額を支給 
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一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例案要綱  

 

第１ 改正の趣旨  

   岩手県人事委員会の平成 27 年 10 月 19 日付けの給与改定に関する勧告に鑑み特

定任期付職員の給料月額及び期末手当の支給割合を改定し、並びに地方公務員法

の一部改正に伴い号給別基準職務表を定めるとともに、併せて所要の整備をしよ

うとするものである。 

 

第２ 条例案の内容  

 １ 表１の項関係  

  (1) 特定任期付職員の給料月額を改定すること。（第７条関係）  

  (2) 特定任期付職員の期末手当について、平成27年度の支給割合を次のとおり改

定すること。（第９条関係）  

    12月に支給する場合について、100分の170とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 表２の項関係  

  (1) 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う

所要の整備を行うこと。（第１条関係）  

  (2) 特定任期付職員の給料月額を改定すること。（第７条第１項関係） 

  (3) 号給別基準職務表を定めること。（第７条第２項関係） 

  (4) 特定任期付職員の期末手当について、平成 28年度の支給割合を次のとおり改

定すること。（第９条関係）  

    ６月及び12月に支給する場合について、100分の155とする。 

  (5) 管理職員特別勤務手当の支給範囲の拡大に伴う所要の整理を行うこと。（第

10条関係）  

 

 ３ 施行期日等  

  (1) この条例は公布の日から施行する。ただし、２は平成28年４月１日から施行

すること。（附則第１項関係）  

  (2) １(1)は平成 27年４月１日から、１(2)は平成27年12月１日から適用すること。

（附則第２項関係）  

  (3) 所要の経過措置を講ずること。（附則第３項から附則第７項関係） 

 

現 行 平成27年度 平成28年度 

６月 12月 合計 ６月 12月 合計 ６月 12月 合計 

1.40 1.55 2.95 1.40 1.70 3.10 1.55 1.55 3.10 

. 

参考  
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一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例案要綱  

 

第１ 改正の趣旨  

   岩手県人事委員会の平成 27 年 10 月 19 日付けの給与改定に関する勧告に鑑み任

期付研究員の給料月額及び期末手当の支給割合を改定し、並びに地方公務員法の

一部改正に伴い号給別基準職務表を定めるとともに、併せて所要の整備をしよう

とするものである。  

 

第２ 条例案の内容  

 １ 表１の項関係  

  (1) 任期付研究員の給料月額を改定すること。（第５条関係） 

  (2) 任期付研究員の期末手当について、平成 27年度の支給割合を次のとおり改定

すること。（第６条関係）  

    12月に支給する場合について、100分の170とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 表２の項関係  

  (1) 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う

所要の整備を行うこと。（第１条関係）  

  (2) 任期付研究員の給料月額を改定すること。（第５条第１項及び第２項関係） 

  (3) 号給別基準職務表を定めること。（第５条第３項関係）  

  (4) 任期付研究員の期末手当について、平成 28年度の支給割合を次のとおり改定

すること。（第６条関係）  

    ６月及び12月に支給する場合について、100分の155とする。 

 

 ３ 施行期日等  

  (1) この条例は公布の日から施行する。ただし、２は平成28年４月１日から施行

すること。（附則第１項関係）  

  (2) １(1)は平成 27年４月１日から、１(2)は平成27年12月１日から適用すること。

（附則第２項関係）  

  (３) 所要の経過措置を講ずること。（附則第３項から附則第７項関係） 

 

現 行 平成27年度 平成28年度 

６月 12月 合計 ６月 12月 合計 ６月 12月 合計 

1.40 1.55 2.95 1.40 1.70 3.10 1.55 1.55 3.10 

. 

参考  
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一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案要綱  

 

第１ 改正の趣旨  

   岩手県人事委員会の平成 27 年 10 月 19 日付けの給与改定に関する勧告等に鑑み

一般職の職員の給料月額、初任給調整手当及び単身赴任手当の支給限度額、地域

手当の級地の区分及び支給割合並びに期末手当及び勤勉手当の支給割合を改定

し、並びに管理職員特別勤務手当の支給範囲を拡大するとともに、地方公務員法

の一部改正に伴い級別基準職務表を定め、諸般の情勢に鑑み管理又は監督の地位

にある職員に支給されるべき給料の特別調整額を減額する等所要の改正をしよ

うとするものである。  

 

第２ 条例案の内容  

 １ 第１条関係  

  (1) 給料表の改定 

    給料表の改定を行うこと。（別表第１～別表第５関係）  

  (2) 諸手当の改定 

   ア 初任給調整手当  

     医師等に支給される初任給調整手当の支給月額の限度額を 412,200円から

413,300円に引き上げること。（第26条の２関係）  

   イ 期末手当  

     支給割合をそれぞれ次のとおり改定すること。（第38条関係）  

  

平成 27 年度  

現行  改正後  

６月  12 月  計  6 月  12 月  計  

一 般 職 員  1.200  1.350  2.55 1.200 1.400 2.60 

特 定 幹 部 職 員  1.000  1.150  2.15 1.000 1.200 2.20 

再 任 用

職 員  

一 般 職 員  0.625  0.775  1.40 0.625 0.825 1.45 

特定幹部職員  0.525  0.675  1.20 0.525 0.725 1.25 

   ウ 勤勉手当  

     支給割合をそれぞれ次のとおり改定すること。（第39条関係） 

  

平成 27 年度  

現行  改正後  

６月  12 月  計  6 月  12 月  計  

一 般 職 員  0.700  0.700  1.40 0.700 0.850 1.55 

特 定 幹 部 職 員  0.900  0.900  1.80 0.900 1.050 1.95 

再 任 用

職 員  

一 般 職 員  0.350  0.350  0.70 0.350 0.400 0.75 

特定幹部職員  0.450  0.450  0.90 0.450 0.500 0.95 

 

 ２ 第２条関係  

  (1) 給料表の改定 

    給料表の改定を行うこと。（別表第１～別表第５関係）  

  (2) 諸手当の改定 

   ア 地域手当  

     級地区分及び支給割合を次のとおり改定すること。また、医療職給料表(1)

の適用を受ける職員について、支給割合を 100分の15から100分の16に引き上

げること。（第28条の２及び第28条の３関係） 

現行  改正後  

参考  
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１級地  100分の 18 １級地  100分の 20 

２級地  100分の 15 ２級地  100分の 16 

３級地  100分の 12 ３級地  100分の 15 

４級地  100分の 10 ４級地  100分の 12 

５級地  100分の６  ５級地  100分の 10 

６級地  100分の３  ６級地  100分の６  

新設⇒  ７級地  100分の３  

   イ 単身赴任手当 

     基礎額を23,000円から30,000円に引き上げること。また、職員の住居と配

偶者の住居との間の交通距離の区分に応じて加算することとされている額

（加算額）の限度を 45,000円から 70,000円に引き上げること。（第 29条の２

関係） 

   ウ 管理職員特別勤務手当  

     特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により平日午前

零時から午前５時までの間に勤務した場合においても支給すること。（第 34

条の２関係）  

   エ 期末手当  

     支給割合をそれぞれ次のとおり改定すること。（第 38条関係）  

    

平成 27 年度  
平成 28 年度  

現行  改正後  

６月  12 月  計  6 月  12 月  計  6 月  12 月  計  

一 般 職 員  1.200 1.350 2.55 1.200 1.400 2.60 1.225 1.375 2.60 

特 定 幹 部 職 員  1.000 1.150 2.15 1.000 1.200 2.20 1.025 1.175 2.20 

再 任 用

職 員  

一 般 職 員  0.625 0.775 1.40 0.625 0.825 1.45 0.650 0.800 1.45 

特定幹部職員  0.525 0.675 1.20 0.525 0.725 1.25 0.550 0.700 1.25 

   オ 勤勉手当  

     支給割合をそれぞれ次のとおり改定すること。（第 39条関係）  

    

平成 27 年度  
平成 28 年度  

現行  改正後  

６月  12 月  計  6 月  12 月  計  6 月  12 月  計  

一 般 職 員  0.700  0.700  1.40 0.700 0.850 1.55 0.775 0.775 1.55 

特 定 幹 部 職 員  0.900  0.900  1.80 0.900 1.050 1.95 0.975 0.975 1.95 

再 任 用

職 員  

一 般 職 員  0.350  0.350  0.70 0.350 0.400 0.75 0.375 0.375 0.75 

特定幹部職員  0.450  0.450  0.90 0.450 0.500 0.95 0.475 0.475 0.95 

  (3) 給料の特別調整額の減額  

    平成28年４月から平成29年３月までの間に支給されるべき給料の特別調整額

の月額について、副部長級以上の職にある職員にあっては 100分の 10、総括課

長級の職にある職員にあっては 100分の５を減じた額とすること。（附則第 36項

関係） 

  (4) 級別基準職務表の制定  

   ア 級別基準職務表を定めること。（第５条及び別表第６関係）  

   イ アに伴う所要の整備を行うこと。（第６条、第40条、第41条の４及び別表第

７～別表第９関係） 

  (5) その他 

   ア 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律及び行政不服

審査法の施行に伴う所要の整備を行うこと。（第１条、第 38条の３及び第 43

条の２関係）  
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   イ ２(2)ウの改正に伴う所要の整理を行うこと。（第 34条関係）  

 ３ 附則関係（施行期日等） 

  (1) この条例は、公布の日から施行する。ただし、２は平成28年４月１日から施

行すること。（附則第１項関係）  

  (2) １(1)及び(2)アは平成27年４月１日から、１(2)イ及びウは同年12月１日か

ら適用すること。（附則第２項関係） 

  (3) 所要の経過措置等を講ずること。（附則第３項から第12項関係） 

  (4) 次に掲げる条例の一部を改正すること。（附則第 13項から第15項関係） 

    ア 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正す

ること。  

    イ 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正するこ  

     と。 

    ウ 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正するこ  

     と。 
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職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案要綱 

 

第１ 改正の趣旨 

   国の例に準じて退職手当の調整額を改定するとともに、併せて所要の整

備をしようとするものである。 

 

第２ 条例案の内容 

 １ 職員の退職手当について、退職した職員の退職前の職責に応じて加算す

る退職手当の調整額を引き上げること。（第６条の４関係） 

区 分 
適用職員（行政職

給料表の例） 

調整額（月額） 

改正前 改正後 改定額 

第１号区分 10 級 54,150 70,400 16,250 

第２号区分 ９級 50,000 65,000 15,000 

第３号区分 ８級 45,850 59,550 13,700 

第４号区分 ７級 41,700 54,150 12,450 

第５号区分 ６級 33,350 43,350 10,000 

第６号区分 ５級 25,000 32,500 7,500 

第７号区分 ４級 20,850 27,100 6,250 

第８号区分 ３級 16,700 21,700 5,000 

 ２ 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴

い、所要の整備をすること（第１条関係）。 

 ３ 行政不服審査法の施行に伴い、所要の整備をすること。（第12条関係） 

 ４ その他所要の整備をすること。（第７条関係） 

 ５ 施行期日等 

(１) この条例は、平成28年４月１日から施行すること。ただし、４は、公

布の日から施行すること。（附則第１項関係） 

(２) 所要の経過措置を講ずること。（附則第２項関係） 

参考 
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職員等の退職管理に関する条例案要綱 

 

第１ 制定の趣旨 

   地方公務員法の規定に基づき、職員等の退職管理に関し必要な事項を定めようと

するものである。 

 

第２ 条例案の内容 

 １ 趣旨について定めること。（第１条関係） 

 ２ 再就職者による依頼等の規制について定めること。（第２条関係） 

 ３ 任命権者への届出について定めること。（第３条関係） 

 ４ 施行期日 

この条例は、平成28年４月１日から施行すること。（附則関係） 

参考 
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人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例案要綱 

 

第１ 改正の趣旨 

   地方公務員法の一部改正に伴い、任命権者が知事に対し報告すべき人事

行政の運営の状況に職員の人事評価の状況を加える等所要の改正をしよう

とするものである。 

 

第２ 条例案の内容 

 １ 地方公務員法（昭和25年法律第261号）の一部改正に伴い、任命権者が

知事に対し報告すべき人事行政の運営の状況に職員の人事評価の状況及び

退職管理の状況を加え、及び任命権者が知事に対し報告すべき人事行政の

運営の状況から職員の勤務成績の評定の状況を除くこと。（第３条関係） 

 ２ その他所要の整備をすること。（第５条関係） 

 ３ 施行期日等 

  (１) この条例は、平成28年４月１日から施行すること。（附則第１項関

係） 

  (２) 所要の経過措置を講ずること。（附則第２項関係） 

参考 
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市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案要綱  

 

第１ 改正の趣旨  

   岩手県人事委員会の平成 27 年 10 月 19 日付けの給与改定に関する勧告等に鑑み

市町村立学校職員の給料月額、単身赴任手当の支給限度額、地域手当の級地の区

分及び支給割合並びに期末手当及び勤勉手当の支給割合を改定し、並びに管理職

員特別勤務手当の支給範囲を拡大するとともに、地方公務員法の一部改正に伴い

級別基準職務表を定め、諸般の情勢に鑑み管理又は監督の地位にある職員に支給

されるべき管理職手当を減額する等所要の改正をしようとするものである。  

 

第２ 条例案の内容  

 １ 第１条関係  

  (1) 給料表の改定 

    給料表の改定を行うこと。（別表第１から別表第３関係） 

  (2) 期末手当の改定  

    支給割合をそれぞれ次のとおり改定すること。（第29条関係） 

  

平成 27 年度  

現行  改正後  

６月  12 月  計  6 月  12 月  計  

一 般 職 員  1.200 1.350 2.55 1.200 1.400 2.60 

再 任 用 職 員  0.625 0.775 1.40 0.625 0.825 1.45 

  (3) 勤勉手当の改定  

    支給割合をそれぞれ次のとおり改定すること。（第30条関係） 

  

平成 27 年度  

現行  改正後  

６月  12 月  計  6 月  12 月  計  

一 般 職 員  0.700 0.700 1.40 0.700 0.850 1.55 

再 任 用 職 員  0.350 0.350 0.70 0.350 0.400 0.75 

 

 ２ 第２条関係  

  (1) 給料表の改定 

   ア 給料表の改定を行うこと。（別表第１から別表第３関係）  

   イ 教育職給料表の備考に、学校の種類として新たに義務教育学校を加えるこ

と。 

   ウ 医療職給料表の備考に、学校の種類として新たに義務教育学校を加えるこ

と。 

  (2) 諸手当の改定 

   ア 地域手当  

     級地区分及び支給割合を次のとおり改定すること。（第 23条の２関係）  

現行  改正後  

１級地  100分の 18 １級地  100分の 20 

２級地  100分の 15 ２級地  100分の 16 

３級地  100分の 12 ３級地  100分の 15 

４級地  100分の 10 ４級地  100分の 12 

５級地  100分の６  ５級地  100分の 10 

６級地  100分の３  ６級地  100分の６  

新設⇒  ７級地  100分の３  

参考  
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   イ 単身赴任手当 

     基礎額を23,000円から30,000円に引き上げること。また、職員の住居と配

偶者の住居との間の交通距離の区分に応じて加算することとされている額

（加算額）の限度を 45,000円から 70,000円に引き上げること。（第 24条の２

関係） 

   ウ 管理職員特別勤務手当  

     特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により平日午前

零時から午前５時までの間に勤務した場合においても支給すること。（第 28

条の２関係）  

   エ 期末手当  

     支給割合をそれぞれ次のとおり改定すること。（第 29条関係）  

    

平成 27 年度  
平成 28 年度  

現行  改正後  

６月  12 月  計  6 月  12 月  計  6 月  12 月  計  

一 般 職 員  1.200 1.350 2.55 1.200 1.400 2.60 1.225 1.375 2.60 

再 任 用 職 員  0.625 0.775 1.40 0.625 0.825 1.45 0.650 0.800 1.45 

   オ 勤勉手当  

     支給割合をそれぞれ次のとおり改定すること。（第 30条関係）  

    

平成 27 年度  
平成 28 年度  

現行  改正後  

６月  12 月  計  6 月  12 月  計  6 月  12 月  計  

一 般 職 員  0.700 0.700 1.40 0.700 0.850 1.55 0.775 0.775 1.55 

再 任 用 職 員  0.350 0.350 0.70 0.350 0.400 0.75 0.375 0.375 0.75 

   カ 義務教育等教員特別手当  

     学校の種類として新たに義務教育学校を加えること。（第31条の２関係）  

  (3) 管理職手当の減額  

    平成28年４月から平成29年３月までの間に支給されるべき教育職給料表４級

の適用を受ける校長の管理職手当の月額について、職責に応じ 100分の 10又は

100分の５を減じた額とすること。（附則第 38項関係）  

  (4) 級別基準職務表の制定  

   ア 級別基準職務表を定めること。（第６条及び別表第４関係）  

   イ アに伴う所要の整備を行うこと。（第７条、第31条、別表第５及び別表第６

関係） 

  (5) その他 

   ア 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律並びに行政不

服審査法の施行に伴う所要の整備を行うこと。（第１条及び第 29条の３関係） 

   イ ２(2)ウに伴う所要の整理を行うこと。（第 28条関係）  

 

 ３ 附則関係（施行期日等） 

  (1) この条例は、公布の日から施行する。ただし、２は平成 28年４月１日から施

行すること。（附則第１項関係）  

  (2) １(1)は平成 27年４月１日から、１(2)及び(3)は同年12月１日から適用する

こと。（附則第２項関係） 

  (3) 所要の経過措置等を講ずること。（附則第３項から附則第12項関係）  

  (4) 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改

正すること。（附則第13項関係）  
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市町村立学校職員の給料の調整額に関する条例の一部を改正する  

条例案要綱 

 

 

第１ 改正の趣旨 

   義務教育学校において特別支援教育に直接従事することを本務とす

る職員に給料の調整額を支給しようとするものである。  

 

第２ 条例案の内容 

 １ 給料の調整を行う職に、義務教育学校において特別支援教育に直接従

事することを本務とする職員の占める職を加えること。（別表関係） 

   学校教育法等の一部を改正する法律により学校教育法の一部が改正されたこ

とに伴い、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う「義務教育学校」が

新たな学校の種類として規定され、県内においては、大槌町が平成 28年４月１日

に義務教育学校を新設する方針を決定していることから、本条例を改正し、給料

の調整を行う職に、義務教育学校において特別支援教育に直接従事することを本

務とする職員の占める職を加えるもの。 

 

 ２ 施行期日 

   この条例は、平成28年４月１日から施行すること。（附則関係） 

参考 
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義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する

条例の一部を改正する条例案要綱 

 

第１ 改正の趣旨 

   給与等の特例の適用対象となる教育職員に義務教育学校の教育職員を加

え、及び地方公務員法の一部改正に伴い所要の整備をしようとするもので

ある。 

 

第２ 条例案の内容 

 １ 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴

い、所要の整備を行うこと。（第１条関係） 

 ２ 給与等の特例の適用対象となる教育職員に義務教育学校の教育職員を加

えること。（第２条関係） 

 ３ 施行期日等 

   この条例は、平成28年４月１日から施行すること。（附則関係） 

 

参考 
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議第 2 4 8 号

平成 28年 2月 17日

岩手県人事委員会

委員長熊谷隆司様

岩手県議会議長 田村

条例案に対する意見について

今期定例会に提出される下記議案について、地方公務員法第 5条第 2項の規定に基

づき、貴委員会の意見を求めます。

記

議案第34号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例

議案第35号 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例

議案第36号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改Eする条例

議案第37号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

議案第38号職員等の退職管理に関する条例

議案第39号 人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例

議案第66号 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例

議案第67号 市町村立学校職員の給料の調整額に関する条例の一部を改正する条例

議案第68号 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

の一部を改Eする条例

担当

議会事務局議事調査課

議事管理担当 柳原

内線 6016 



議案第 347ま

一殻醸の荏期社総長誌の揺用等に関する条例の一部をと号主主する条例

一絞磯の任務付事議員の毒事期撃事に話題する条例（平成14年岩手県条例第総長手） (J)ーを喜安次のように改主寸る。

改定前 Qi!:IE後

1 （特定径湖付機長の給与に関する特例） （特定任期イ寸職員の給与に関する終審tl)

2露7条 第2条第 1項の規定lこ童基づき後燃を定めてま寒Jllされた磯良｛滋章者 多露7条 第2条第1項の竣定に3毒づき後手震を主主主ちて採用された磯員（医療

腐食費量職員又は企業局企業機長在して主義渇された毒議員を除く。以下 f特 f.J'.if:多議機長又は企業局企業機長えとして採潟t5れた磯良ぜそ除く。以下「特

2主任期付職員Jという。） Iこは、次(J)級料去費さを奇襲Jllする。 2主任期｛寸磯員Jという。） Iこ泳、どたの給料事費t:l滋｝認する。

長手絵 給料児童画 号室会 給料丹署員

円 月

1 377, 000 ヱ 378, 000 

2 426, 000 立 427,000 

的。 47吉＇000 3 480, 000 

4 542,000 4 543, 000 

日 告18,000 5 自18,000

6 722,000 日 722,000 

7 845,000 会 7 845,000 

2～5 ［略］ 2～5 ［格］

（給与条例等の務用語象外線） （給与条伊i等のi道路除外線｝

第9条 ［路］ 事事9粂 ［絡］

2 特定任期付職員i乙対する給与条例祭4条、第28条の 3 、第34粂の 2~露 2 ヰ守主主任匁待機長iこ対する給与条例芸事4糸、第28条の3、第34条の2警察

1~真及び第38条第2項の夫先主主のi綴郊については、給与条例第4粂中 f ：こ エ毛夏及び繁38条第2墳の規定の滋胤については、給与条例望~4 条中 fこ

の条伊tlJとらるのは：この灸伊j及び一般可能の任期付職員の採用等；こ話題す の言長級~J 左あるのは fこの条例及び一般臓の後期待職員の採尽号事iζ綴す

る条例｛平成14年岩手保条例主~56~号。以下 f任期｛寸職員条例j という。 る条例（王手成14年岩手県条例然56妙。以下”を長綴待機員条例j という。

〕j と、給与条例第28条の 3中「月被災Jとあるのは F職員及び伝言努付機 ) Jと、給与条例第28条の 3中 f戦災j とあるのは flll主主主及び任鶏イ寸機

ー



主主要最伊j露~7~長望号 1 項の給料表の適用を受け .Q~I総長選｛後事襲主義務iこ従事する

有議長亀アマ人務委長会の定めるものに限る。） j と、給与条例第34条の 2~喜

1緩や？以下 f終主主管理職員j j とあるのは f任期付職員条例第7条第

1宅質問〉給料章受IJ)逃尽を受ける1陰気設会主r。以下「特定管理職員jj と、

給与条例努38条第2漢字 rioo分の120J とあるのは「100分の140J と、

「盟皇金紋詰§.J と島るのは f辺霊ゑ段段!i.J とする。

3 特定任期イ寸職員に対する議会与幾重量級u~喜志費量、第28条の 2第 1 模及び書5

Z9条第2項の規定のま蓄用については、給与等条例第5条中 fこの条例J

とあるのは「この条例及び…車交織の任期付要議員の採用等に関する条例（

平成14年岩手県粂例祭56~手。以下？後期f寸耳議員条例j という。〉」と、

絵与等条例第28条の 2j高 l~度中「職員がj とあるのは f綴災｛後期付1議
員条例祭 7 粂第 l 宅買の給料裂のi薗胤を受ける職員~~主主r. ）がj と、長会

与号事粂係書事Zき条第2夜中「100分の120J とあるのは r100分のl総j とイ

f段空会金ぷおとあるのは「盟主全企些!i.J とする。

4 ［務］

員条例綴 7~長官事 1 項の給料衰の適郊を受ける綴主主｛援護費業務iこ従事する

職員？を人家~j造会の定めるものにE凝る。） Jと、象者高島条例葬i34条の2第

1緩や f以下「特定管理職員」」とあるのは f後期待機長条綴第7条第

1 後の議会~得意慢の適用を受ける職員配合tr. 以下「終定管寝耳議員j j と、

給与霊長総書室38~長第 2項中「100分の120ぃJ とあるのは r100分の140,_J

と、 f設立会会設立jとあるのは「辺2会i'2l?QJ とする。

3 特定任務付号議員iこ支守するまき与毒事条例費~5~匹、第28条の 2第 1項及び策

総糸第Z項の規定の遜尽については、葉会与等条例第5条中「この粂例j

とあるのは fこの条例及び…秀賞耳畿の後期付軍基員の採用等に関する条例（

平成14年岩手県条例第56珍6 以下？後手線付事議員条例」という。）」と、

給与等条例第28条の 2j露エ攻や r~議長室主主j とみるのは「職員（任納付職
員条例第 7条第 l~閣の給料畿のi筋照を受ける議集会会主r. ）がj と、給

与等条例第29条第 2~隠中 r100分の 120J とあるのは f100分の14引と、

f辺2念企込釦とあるのは I波立会忽立QJ とするe

4 E震各〕

21 （総隊） I ｛走塁¥Iii)

第 1~ この条例i立、主主方公共E塁手容の一連受験の任期イ寸職員の採用に関するi篤 1条 この灸綴？立、総方公共思体の一般職の任期イ寸月線療の採用に寵する

法律（平成14主手法徐第48号。以下？徐j という。）第3条損害 1項及び第

2塚、 2高 4 条、繁 5 条、第8条3喜 2て駐在rJ；こ3露 7~長築工項及び第 2攻、

土唱え子公務民法（昭和25年法律策261%）葱室長ゑ議長王室主主びiと地方公営企業

記長（昭和27塁手法律第292号）第3告条然4草案の緩定iこ基づき、務員の筏拐殺

緩めた採用及び任期を定めて採用z;れた機負担〉給与の特例に襲警し必饗な

法事主〈司王民主14等法事葬祭48号。以下 fl釦という。）質事3条第 l項及び第

2司露、事審 4~展、第 5粂、第§条第 2宅表並びに鯵 7~提訴寺 1 攻及び第 2項、

地方公務銅線｛昭和25年法律第261号〕滋主主ゑ銭立三重主主ぴに地方公営企業

法（昭和27年法律第292号）祭給条委事4療の主義主主iこ護基づき、職員の任期を

緩めた綴F目及び任期を定めて採F容された務長義の給与の特例に援し必要な

務宅建を定めるものとするc 叩 I 務績を2定めるものとする。

｛終主主任主活付磯員の給与に闘する特例） I ｛終2主任芸書付職員の給与f；：関する特例）

第7条 第Z条第1宅震の主義A:'.Iζ議五づき任期を定めて採用された総箆｛後襲警1i事7条 第2条第1壌の規定iこぶづ敬任織を定めて渓沼された総長｛護主絞

局企業職員又は企業E事会議超級災として採用された職員を除く。以下 f特｜ 潟念雲量殺員又は会雪量馬会要最月磯良として採用された職員を除く。以下 f終

定任期付税員j という。） ＇こは、 ti<の給料表を適用するu ｜ 定任綴付事議員j という。）？とは、次の給料表を適用する。

,.._, 



手号 象台 給料j者数 字予紛 紛糾tJ号室翼

Fヲ 円

1 ・ 378,000 1 374,000 

2 427,000 2 423,000 

3 480, 000 3 475,000 

4 543, 000 4 537,000 

5 618,000 5 612,000 

6 722, 000 6 715, 000 

7 845, 000 7 836,000 

2 i圭命権者は、特定任期付額義気のを子殺を、特定後続付事護室主主ま後壊する要量 12 任命権者l土、特定任湖付月後策の券幸会会、その者の専門的な知器量級臣賞又

務に応じて人事：参E整会規則＜：'.ll!~役選議i三笠主ミ決定する。 ！ は識見の度並びにその毒者が後寄評する多義務のE塁幾及び重重要の度に応じておた

定するもの止し、その淡慾の絞殺となるべき殺害事の内容はEえの主税金別基

準機務表iこ定めるとおりと十る
》

号給 基準となるべき総務

議壌の専門的な知識絞殺を省する殺がその知；

霊長経験を活用して業務iこ従議寸Q）隣豪華

2 高還の専向的な知織経験i:増干する殺がその知

言義経験を活用して思惑襲撃な総務に従事する職務

3 ヘ高度の専門書きな知機絞首覧会準干する者がその知

議室霊毒素を深海して号制こを語畿なさ韓務に従事する

遺書E

正l 特i亡者重度の毒事例会ちなお立総経験を有する者がそ

の知機経験ゑ滋F脅して号寺iこE言葉差な言語務にi造家
、

する1龍滋

Ji 絡にi潟皮の理事p~虫色な知識経験を草子守るえ者がそ

の知官級車義理最高と活用して特に困難な繁華葬で3義援

なものに従書評する職務

えムS



3～5 ［略］

｛給与条例等の適用除外線）

然g粂〔略〕

.§.. ！極めて高度の毒事F警告きな喜務総経験又は優れた識

見を有する者がその矢ol議案主義実絡を洛沼して特

に困難な業務でE重要喜な卒、 （／）；と後議守る綴号室

ヱ ｜極めて高度の率問的な童謡織毒事後又は鐙ました書道

3～5 ［賂］

見を有する若手がやの知議読経験等を活用して絡

に凶事還な議室務で絡にE重益さなものに従事する語義

重量

（給与条例等の透F語絵外線｝

第9条［略］

2 特定任期｛寸涌u語、 iこ対する給与条例第 4条、第28条の 3、第34~裂の 2j吉 12 特定任期付職員lζ対十：：；，給与条例務4条、第28条の3、第34灸のgt帯

エ項及び多喜38~長室務 2撲の士見緩の適用については、給与院条例祭 4~長 <=P rこ二
の条例j とあるのは「この条例及び一般織の任期イ寸機長えの緩潟絡に践す

る条例｛平成14毒事緩み糸条例第5€号。以下「任期付1被災灸{fdJ という。
) Jと、給与条例努128条立） 3中 f職員j とあるのは r総長主主主び任主義付職
員条例鯵7~多重工療の給料表の遼尽を受ける機関（隊機業務に従事する

職員で人家事普段会の主主主うるものに限る。｝」と、給与条例第34条の2第

l寝中「以下 f特定管理月議員j j と2ちるのは f俊英ij・f'寸職員条例第7条第

1~置のt合料畿の適照を受ける務員を会主人以下 f草寺主主号華麗議員J Jと、

長会与条例第38条第2項中 f盟主念企辺立ぃj とあるのは？辺立金豆込立」J

主、 f波立会企込QJ とあるのは「盟主ゑ役立¢とするe

3 特定後期付職員tこ対する給与等条例努~5 糸、第28粂の 2第 1 攻及び築

後条第2項の規定の適用については、給与等条例第5条や r;:::v~長f?i]J

とあるのは fとの条例及び…自党総の任期付職員の採用等に隠する粂綴｛

平成14零岩手系粂例議事録養子。以下 f任期イ寸職員条例Jという。） Jと、

給与等条例第お粂(1)2 ~事 1 綴や f職員がj とあるのは「1議員（イ延期付耳議

員条例第7条第工務の給料ぎ誌の遜mを受ける識員を含む。）がj と、象台

エ項及び第38条第2綴の士見Zをの滋粛については、絵与条約望号4余震Prこ
の条例Jとあるのは fこ：の条例及び一般磁の任鶏付総長6号室長潟絡に闘す

る条例｛王手足立14年長若手燃条例簸56号。以下 f伝湖付機E室長長伊IJJ という。

) Jと、給与粂911多喜28粂の3中「職員j とあるのは「総長重及び任務付耳議

員条例第 7~長塁審 1 療の給料畿の適用を受ける織災（飯事菜室長毒事iと従事する

務員で人考察警察委設会の主主めるものに~］！：る。） Jと、給与条例悠34条の2第

1攻<=PF以叩Ff!持主主管理号議員j Jとあるのは f任期イ寸職員条例第7条第

1 再試の給料議~（／）遜j警を受ける建議員を会む。 J;l,ア f特定管王盟職員j jと、

給与条例官事38条第2項中 flQ空会会笈み§.J とあるのは「盟E金2語.Q_J と

「辺立公段以LJ.Jとあるのは f並立ゑ笠盗塁j とする。

3 キ寺2主任期付職員に対する給与等条例祭器糸、務総長奈の2第1項及び策

総条委事2項の規定の適用についマは、患者』子等条約第5条中 fこの条例j

とあるのは fこの条例及び…般織の任期付時議員の採汚等iこ濁する条例｛

王手足立14年岩手果条例l!il弱者昔。以下 f任期イ寸職員条例j という多） j と、

給与さ事条19d第28粂の 2~喜 1 :g誌や「1織長えがJとあるのは f線長｛銭安襲fせ号議

員条例第7粂童書1裂の葬会料還をの滅F自を受ける職員を食む。

.;.. 



与毒事長益事lj第29条第2項中「迎立盆史認むとあるのは f盗塁金金並立j と、

f段空公金日立j とあるのは［設立金色立立Jとナる場

4 f書長〕

恩ぷ..＿）がj と、給与等条例第2号条第2夜中 f認立公会以込~J とあるの

は f総説主公設立Jと、 「設立金企旦L五Jとあるのは f設立ゑ匁長主j とす

る。

4 f撃各〕

（陸E事襲長毒会喜義務員給与条例等の主事ffl除外線） I ｛護霊祭主毒念翼量級発給与条例等の溺用除外線）

議事10糸 ［罪事3 lj高10粂 〔霊幻

2 特定任期付企業務長？こ対する語震後あ念繁華誘員給与条例第2条第2夜、 12 特定俊英語付企業月議員iこ主守するl!i.淡路食会長職員給与条例第2条第2夜、

議よ立金丘.£及び第16条の綴2をの号室F誌については、医療局企業職員給与糸

例第2条第2項中「及び汲月後手おj とあるのは人事事主主任期付職員淡級

事当及び退職手当j と、 Z主張築主君念書室写議員給与条例笈よ立丞~中「験。隠が

Jとみるのは「職員（一般織の（壬綴付務員の採用等iこ喜きする条例｛平成

14年岩手県条例jj!;56今）然記条第 1項の規定iこ2毒づき総書英会2主主うで採用

された悪議員会合む。）がj ど、医療局企業1議員給与条例祭16霊長や r－量生

綴の喜議員IT)給与に関する条例｛沼和28年岩手県条例芽~4苦労会） Jとあるの

は f一家主織の総幾IT)給与に関する条例j（昭和28~科書岩手詳謀議ミ例祭48今）及
び一般可能のをf:！務付議議長IT)主義尽き事iこ関する条例Jど十；.：，，

宮高10条の 2第 1 項及び第16粂の線接~IT)言語刻については、医療局企業再議長義

給与条例第2条第2項＜！＇ r1主主r:i議機祭主語j とあるのは f、特定任期f冷戦

員業績手当及び退号線司王讃j と、議室芸家主選念議室電後員給与条例笈1立ゑ役ゑ鐙1.

·~中 f職員がJ とあるのは「議議長｛ー最安機の径完~j寸職員の採用者撃に闘す

る条例（平成14伴走若手旅灸例祭56~号）第 2条第 1 嘆の設定にま毒づき後期

を定めてき果F隠された機長員合会む。苦ict豆においてi苛じ伶｝主主j と、君主要薬局

企業総長給与粂侠j穿He§長仁Pr－絞殺の職員の給与に関する条例〈緩和28

年岩手県条例2例話傍）」とあるのは「一般職の総長義の章者与に耳語する条約

｛緩和総長手滋王手際条例祭給号〕及び一般職の任期付1滋3誌の主義府毒事iこ箆す

る条例j とする。

3 附任期 付 金 鰍 員 脱 す る 念 総錦織鼠桝州第2条第2項、 la特定後綴悦楽総長関する企業局企業機附与条例制鰯2項、

滋l立ゑ佼£1主ぴ第16条の規定のi議尽については、念言葉局企業職員給与条

例議~2灸鰯 2 項中「及び返織司王言語j とあるのは人特定任期付総員業綴

及び退職手当」と、企業局企幾号被災給与語表伊j笈沼会企.£中「職員が

j とあるのは「職員（一般臓の低燃やH義主義のさ薬用毒事iこ演する条例（平成

i長年会苦手探条例第56号）第 2~長総 1 ~閣の規定に基づき任務を定めて綴F認

された総員を含主f. ）主主Jと、公幾局企業職員給与条例書写16条ギ？ー殺

事畿の曜議員の給与に衡する条例（昭和28年諸手県条例第48号） Jとあるの

は「一般磁の務員IT)~会与に滅する条例｛昭和28年岩手県条例3務総勢｝及

び一般職の任務付総災。コ主義織を撃に詩書する条例」 とする。

裁10重量IT)2 ~議 1~夏及び祭 16条IT)規定の号室F請については、企業局企業職員

給与条例然2条第2夜中 f及び遂事翼手浅j とあるのは「、特定任期付1議
長完封議総手当及び退職手当j ど、企業ぬ念員長綴主義給与条例第10条の2第1

f職員がJとあるのは「総長支｛一絞絞めをfJ襲干す磯良の採用等に隠す

る粂伊u（平成14年岩手県条例第騎手予）責務2条第1宅棄の規定に基づき任期

安定通うて採用された職員を合tl'，苦~I涯においてi潟じ白｝主むと、金書結局

念芸義務員給与条例第16条中 f…般職の職員の給与に関する条例｛総事~2話

年長若手東条係書~48｛手） Jとあるのは「一般職の職員の給与に語きする条例

｛昭和28年岩手然条例祭48努）及び一般職の任期付職員の採潟警察にE還す

えJ宅



る条例」とする。

4 ［略］ 4 ［略］

備考改正部分は、下線の部分である。

附則

（施行期日等）

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分及び附則第4項から第6項までの規定は、平成28年4月 1日から施行する。

2 この条例（表 lの項の改正部分に限る。次項において同じ。）による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例（以下「改正後の条例」という。

）第7条第 1項の規定は平成27年4月 l日から、改正後の条例第9条第2項及び第 3項の規定は同年12月 l日から適用する。

（給与の内払）

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、

改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

（一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項の規定による給料月額の切替え）

4 平成28年4月 l日（以下 I切替日」という。）の前日において一般職の任期付職員の採用等に関する条例（以下「佳期付職員条例」という。）第7条第3

項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

（給料の切替えに伴う経過措置）

5 切替日の前日から引き続き佳期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達

しないこととなるもの（人事委員会規則で定める職員を除く。）には、平成31年3月31日までの問、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支

給する。

6 前項の規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、 「給料月額と一

般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例（平成28年岩手県条例第 号）附則第5項の規定による給料の額との合計額」とする。

（人事委員会規則への委任）

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

平成28年2月18日提出

岩手県知事達増拓也

理由

岩手県人事委員会の平成27年10月19日付けの給与改定に関する勧告に鑑み特定任期付職員の給料月額及び期末手当の支給割合を改定し、並びに地方公務員法

の一部改正に伴い号給別基準職務表を定めるとともに、併せて所要の整備をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。

。、



議案第 35

－鍛織の経期付研究員の探用等に関する条例の一部を設五する条例

一般臓の任期付研究員の採用等に関する糸例（平成12年岩手県条例第62号）の一審話番どまえのように改エEするe

立主1E前 改正後

1 （給与に関する特例｝ 〔総与に言書する特例〉

宮高5条 第3条第 1号の規定iとよ争後妻襲安定量うて採沼された職員（以下「 宮高5重量 第3条第1号のま棄まさによ哲後期を2生めて採用された職員（以下 f

祭主号任期付研究員j という。）には、どたの給料表を適用する。 務 1号任期付研究員iという。｝には、次の給料表を適用する。

号給 給料足重要 号給 紛糾月額

？司 P'l 

1 長容器1000 l 401, 000 

2 461,000 2 462,000 

3 524, 00♀ 3 525, 000 

.4 606,000 4 606，予告§

5 705,000 5 705,000 

告 805,000 も 805妻 000

2 歩高3論告Z容2号の規定；こよ号径芸書を支をめで主義F自＂／！： %!, t.こ職員（以下 f第2 2 第 3~長室露 2 者？の支義主主iこよちを壬潟を定めて事長m された織鼠（以下「第 2

4争後期付研究ffe¥Jという。｝には、 5欠点〉給料淡を通量F話する。 惨｛長期fす研究員j という。） Iこは、主主の給料袋令i翻刻する。

干す給 紛糾Jj綴 手昔給 語会終Jj護貿

Pl 円

1 332,000 l 333, 000 

2 369,000 2 370, 000 

3 398，号00 3 3幸容＇000

3～5 ｛聖書3 3～S 〔書長］

｛給与条f9UO)雪量F君！徐外線〉 〈給与条例の透用除外線）

第6条 ［路〕 雪草色条 〔重喜3

、、a



OJ 

第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する給与条例第4条12 第 1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する給与条例第4条

、第34条の 2第 1項及び第38条第2項の規定の適用については、給与条｜ 、第34条の 2第 1項及び第38条第2項の規定の適用については、給与条

例第4条中「との条例Jとあるのは「この条例及び一般職の任期付研究｜ 例第4条中「この条例Jとあるのは「この条例及び一般職の任期付研究

員の採用等に関する条例（平成12年岩手県条例第62号。以下「任期付研｜ 員の採用等に関する条例（平成12年岩手県条例第62号。以下「任期付研

究員条例Jという。）」と、給与条例第34条の 2第 1項中「以下「特定｜ 究員条例Jという。）」と、給与条例第34条の 2第 1項中「以下「特定

管理職員J」とあるのは「任期付研究員条例第3条第1号の規定により｜ 管理職員」」とあるのは「任期付研究員条例第3条第1号の規定により

任期を定めて採用された職員を含む。以下「特定管理職員JJと、給与｜ 任期を定めて採用された職員を含む。以下「特定管理職員JJと、給与

条例第38条第 2項中「100分の120」とあるのは「100分の140」と、 「辺立｜ 条例第38条第2項中「100分の120」 Jとあるのは「100分の140,_J と、

盆~」とあるのは「旦2全企1§.§.J とする。 ｜ 「盟E金金込山とあるのは「盟E金笠立QJ とする。

（趣旨） ｜ （趣旨）

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関i第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関

する法律（平成12年法律第51号。以下「法Jという。）第2条第3号、｜ する法律（平成12年法律第51号。以下「法Jという。）第2条第3号、

第3条第1項、第5条第1項及び第6条並びに地方公務員法（昭和25年｜ 第3条第1項、第5条第1項及び第6条並びに地方公務員法（昭和25年

法律第261号）筆担金鍾企互の規定に基づき、公設試験研究機関の研究業｜ 法律第261号）室主主会室五亙の規定に基づき、公設試験研究機関の研究業

務に従事する職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用｜ 務に従事する職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用

された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関し必要な事項を定める｜ された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関し必要な事項を定める

ものとする。 ｜ ものとする。

（給与に関する特例） ｜ （給与に関する特例）

第5条 第3条第 1号の規定により任期を定めて採用された職員（以下「｜第5条 第3条第1号の規定により任期を定めて採用された職員（以下「

第1号任期付研究員」という。）には、次の給料表を適用する。 ｜ 第1号任期付研究員」という。）には、次の給料表を適用する。

給 ｜ 給料月額 I I I 号給 ｜ 給料月額号

2 

2 

出
世
叫

円

2 

3 

4 

1 

5 

円

組」旦2

坐主盟E
§2.§.,_盟立

盟主盟E
ZQQ,_辺2

2 

3 

4 

1 

5 



I 6 I 踏必QI I 6 I 盟議QI
2 第3条第2手予の支援窓』こより任期唱と1定めて祭尽きれた機嫌（以下「第2

妻子任期付研究要員Jという。〕には、次の給料表を波形ナるα

2 3事3条第2号の嫌疑によ号径毅を緩めて採用された1議員〈以下 f第2

4号法主還付研究災Jという。） ；こは、またの産会第tま置をi麗胤ずるの

空手 紛 I 給料月護費

Pl 

1 I 滋み主主主

2 I 授ら.QQQ

3 I 設Q,_QQQ

3 任命権者は、第li号後手努付研究jl_；＆.び綴2号任期付研究重量の号給を、 13

その考が従楽する研究業務に.r;tじて人毒事委員会規員IJでま主主ちる墓準tこ従ーい

決定する争

号綴 寸一一一一 鱗月額

内

1 I ．益弘処立

Z I 鐙＆盟主主

3 I 銭込乏主主

伝4話機革まは、書籍 1.；任期付研究員及び策立をま伝期付研究鼠の湾建議会を、

その者の知識絞殺毒事のJj[並びにそのヰ智治宝在監察する研究楽器普段閤盤ゑQ塁

盗2星笠に応じてまたた？るものとし、ぞの決定の議室怒となるべ主盤蓮fl2

内容は次の吟紛糾主義滋職務委？とま定めるとおりとする“

( 1) 言語工会後期付賓室員塾経幾多事会別基準職務還を

惨事告 2主主要となるべi;:職務

.1.. 路島をの理事t号車きな知語審議襲撃長会有し主研究紫綬毒事
により当該研究分発において特に優れた研究

=if と喜悪きちられてい~務がそのま号機経験者事？こ基

づ童図重量生級事室3量級点して行2研究震設の男幾重警
2 高産の害事内約な女塁数経験室主有しs研究重量鐙毒事

により議官憲研究分野において特に儀れた研究

者と認められている者がそのお程綴経験等に議

づまE寺寺；こ閤警監な研究会総3立して行主研究議の

幾重装

3 絡におEまの等霊的な知訴事経験を有しb 級事記3設

議費等によ号当言葉惨事記念野において特に｛絞れた；

1手究者と認められている者がその知機経験等

に基づ~絡にE目線な研究をま虫正之して行 2研究

、。



仰 4

0 

畿の総務又はそのタ世話機議議重量等に基づ~務究に

ついて殺さきの範囲にわたち認空襲、指導等を行

う磯後

ヰ寺iこ高度の毒手民的な知事義経験告と有し忌護持究書提

定資事事によ号 ~ii楽研究会聖子において特に絞れた

研究者と事態められている殺がその知総綴数等

；こ主主づ~絡に濁菱重な研究で重喜喜なま主のを独JI

してff2研究震の総務又はその知器義経験毒事iこ

書長づき重重要喜怒研究について綴滋のfil'1i鴎にわた

り急時盤、指誇卒者事を行主税務

よ主 緩めて芸誌店駐の専門約な知織経験毛主権し、研究

芸誌緩毒事iとより当該級事E分野において特に主要れ

' た研究者と認められてい2著告がその知識経験

毒事iと装づき終に綴翼建な研列で霊主主要なおの告と独

立して172研究員の号議議室xBまその勉君務総数等

に基づき言葉姿な研究について広範陸自にわた空

統括ぉ首瑚後絡を行211!務
,.§. 緩めて頚度の等明言さな知機緩験を存し、研究

書韓菜室毒事iこより巡惣研究分野において緩めて怨

、 れた研究者皆と忽められている考がその知選華経

数等l乙2基づき草寺；こ濁遺産な研究で終iこま議委なあ

のをZ車交して行主研究員の職務3えはその女塁線

経験者事｝こ2毒づき終にE重要な務要望についてa;:議室
協にわた雪量記長幸、言電整等をキ？う総務

(2) 雲蓉2-l号任期政滋祭主量給料表並惨給jjlj基準総務審緊

！ 豆島 ｜ 蝉となるべき職務 I 
ム i 博士線総修了蕊後の殺の有する終皮の尊p~iiiil 



な交霊議室議義理業を査する者が主出雲室主事務室主重量i乙議づ！

き研究家独立して行う研究長設の総務

博士銀稼修γi私特別務空室長量的還を（特別の法

律により談会＜！まもた主主人等によって運営され

3 主として襲撃並士宮巣事霊安修了した骨量htと務究者

にE塁立繁華室長資究機器調書事において研究寸~機会

をま器供することを内滋とする斜度をい2.) 
毒事により数年にわた号高若者t:！こ従事したことの

ある者の有する程変の考察内的な知識経験を者

する者金qlj霊室長芸懇経験に議長づ愛研究を独立し

て行う級事¥;j設の磯逐

_g_噂 告事土言累怒修て了後通自目当の綴 r.~にわたち研究に

祭主要したことのみる革まの有する滋運営の専門的

な知識経験を平ぎする革まが当該知織経験に基づ

~凶縫な研究を2患なして行主研究員の職務

4～6 〔絡J 14～6 ［絡］

（給与条例の適用除外線〕 I ｛給与条例の適用除外等｝

第B粂｛絡； i第6条［賂〕

2 3喜1努後期付研究員及び童書2空手後務付研究員に主オナ0給与条例苦言4費量12 第 1 号徒主務付喜寿究員及び童書 2秒後期待研究員に対守る給与条例第 4~長

、第34条の 2~寝 1 項及び第認識主総 2嘆の規定の適用については、給与条｜ 、第34条の2：務1攻及び第38条第2考案の主義主主の適用については、給与条

例第4 条中「こ二 （！）~長線j とあるのは「こニの条例及び一議定戦の任期付研究； 例祭4条中「：この条例Jとあるのは？との条例及び一般臓の｛実務付研究

員の採用等に療する条例（平成12年先岩手主義条例第62号。以下 f任期付続iS議の採用等に関する条約｛平成12長手法学胤条例第62号。以下 ftξ綴付研

究室主条例j という，） J K、給与条例祭34粂の 2第1攻中 f以下 f務定i究鼠条例Jという。） J と、給与条例第34~長（！） 2 第 1 夜中 f以下 f特定

守苦王護軍違反jj とあるのは f後期付務究員条例第3条第1号の主義獲によ雪 i管若型機長支jJとあるのは「任期イ寸研究員条例祭3条第1号の規定により

俊英請書ど:ti:めて採用された綴録会合む。以下 f特定管怒事議員jj と、給与｜ 任務省と2定めて採用された職長亀役会む。以下 f移ヱ在宅野草護職員」 j と、主義与

条例声高38灸第2項<Fr並立ゑ食店主」Jとあるのは f盟主全企必立んJc、i条例主事総長控室事2夜中「辺立公ゑぷみ.l?_Jとあるのは「波立念企謹むと、 r 

「設立会ゑ込QJとあるのは「波立公G江釦とするa I 認辺主企~J とあるのは「怨立念会店長J leする。

叫

叫



i桝改定部分は、下級の部分である。

附 j'llj

（主義行書耳目等）

1 この条例；立、公布の旨から施行ナミ5。ただし、表2の宅資の詰女王豆昔話草分及びF付則主席4項から第5夜祭での規定は、平成総長f-4）ヲ1畏から絡行寸る。

2 この条例〈造法 l の項の改正部分に員長~。次項において問じ。） iによる放浪後の一般織の任予務付続安芸員の採用等iζ関する条例（以下 f後1Et去の条例Jという

。）第 5~援策 l宅翼及び第 2項の先見1在は平成27年 4YI 1 聞から、改I主後の条例案~6条第 2演の規定は関手12f! 1告からi盗用するe

（給与の内払〉

3 詩文:n:後の条例の規定を道義燃する場合においては、この条例による改正前の一般織の伝言務付務究員の採胤絡に隣十る条約の綴震に2基づいて支給された殺与は

、君主1E後の条例の規定による産会主手の内払とみなす。

（一総裁の佳湖付研究員の採用等f::I認する条例第5条第4ヰ認の先発迄による給料Jl綴の切篠え｝

4 ‘平成2溶主F・4 月 1 問（以下 I切替涜 J という。｝の宣言B において｝綾殺の後綴付高野究員の採用等iと泌する条例（以下 i"f.f:~務付研究員条例j という。）第5条

綴4項の規定による給料月擦を受けていた総員のき号事幸おにおける給料月額i土、人毒事委員会規則で1住める。

｛給料の切替えに伴う議室i急措援）

5 WJ務担の露骨関から引き憲章きi湾…の給料畿の適用役受付る事議員で、その還まの受ける給料Jl震覧会主ぬβにおいて受けていた給料足綴に途しないこととなるもの｛

人事委主造会綴郊で定める織E設をと徐く。｝；こは、不成31停 3Jl 31日家て？の筒、給料月鎖のほか、その差額に割自ぎきする綴を給料として災給する。

6 前演の綴主主による給料噴1:3た給される磯震にlilJずる任期付研究員謀長官dj事5条第5項の士見燃の適用については、関電車中「給料Jl綴jとあるのは、 f給料月額と

一般織の任期付研究員Q)J:薬m等に関する条例の…華客を改正する条例〈平成.28年岩手然条例第 号）附則君事お宅援の緩主主による給料の綴との合計善要j とする。

｛人議：委員会規郎への会後）

7 総員三第3項から書官穏なでに主主めるもののほか、この条例の線千？に鑓し必粟な戦後i立、人事委員会主思刻で定める。

平成28年2Jl 18悶古島出

岩手県知事選増拓品

理自

主若手鉄人事委員会の平成27~手lOJH吉田付けの給与改定iこ思量する勧告皆iこ緩み任期イ寸研究災の給料月額及び期米手当の支給製会宏君主主駐し、並びに地方公務災主去の
一務改漢に伴い号給別表主務総務岩壁を定めるとともに、併せてE持基警の警護官撃をしようとするものである。これが、ここの条例案をま量的ずる霊童自である。

..... 
rv 



議案第 36号

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第1条 一般職の職演の給与に関する条例（昭和28年岩手県条例第48号）の一部を次のように改正する。

改正前 改正後

（初任給調整手当） （初任給調整手当）

第26条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に｜第26条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に

掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るも

のにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっ

ては採用の日から15年以内、第4号に掲げる職に係るものにあっては採用

の日から 5年以内の期間、採用の日（第1号及び第2号に掲げる職に係る

ものにあっては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日）から

1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

( 1) 医療職給料表（ 1 ）の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の

補充が困難であると認、められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額

弘辺担

( 2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠

員の補充が困難であると認められる職（前号に掲げる職を除くロ）で人

事委員会規則で定めるもの月額旦」盟E
( 3）・（4) ［略］

2 • 3 ［略］

（期末手当）

第38条［略］

掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るも

のにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっ

ては採用の日から15年以内、第4号に掲げる職に係るものにあっては採用

の日から 5年以内の期間、採用の日（第1号及び第2号に掲げる職に係る

ものにあっては、採用後人事委員会規則で定める期聞を経過した日）から

l年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

( 1) 医療職給料表（ 1 ）の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の

補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額

ill.,_辺Qf'l_

( 2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かっ、採用による欠

員の補充が困難であると認められる職（前号に掲げる職を除く。）で人

事委員会規則で定めるもの月額盟」旦E
( 3）・（4) ［略］

2・3 ［略］

（期末手当）

第38条［略］

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、 6月に支給する場合においては100I 2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、 6月に支給する場合においては100

分の120、12月に支給する場合においては旦E盆笠illを乗じて得た額（行政｜ 分の120、 12月に支給する場合においては旦E盆~を乗じて得た額（行政

職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに｜ 職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに

－ 
w 



j湾表以外の各給料運更のi歯周を受ける総長重でその職務の複雑、関難及び予言後i悶表以外の会給料書置の主題郊を受ける機具でその滋違憲の複雑：、 E議後及び業後

のSC君事会まごこれに絡を接するもの（これらの務主義のうち、人芸評喜善良会規則で活：：I’の度理事がこれに殺さきするもの｛これらの耳議員のうち、人毛葬祭奥余規郊で2主

める1議員を徐く。第39条において「特定幸李総総長主j という。｝にあっては

、8月に支給する場合においては100分の100、12.!Hζ災給する援会におい

ては並立公忽斗主を乗じて得た額） tこ、選！；！罪告以前6後月以内の期附におけ

るその務の在職期悶の次の各号に捻げる区分iと~じ、当該各与をに定めるおj

合を費電じて得た額とする。

( 1）～（4) ［喜善］

3 3専任用機長重lと対する前療の規定のi議郊については、問渓中 r100分の120J

とあるのは r100分の62.5J 左、 「設立会笠1;lliJとある。のは f足立ゑ忽立」J

と、 r100分のlOOJ とあるのは行∞分の52.SJ と、 flQQ念食主主Jとある

のは f辺2盆2笠,jJとするお

4～6 ｛聖書］

める綴捻を除く。第39条において f特定事李総職員Jという。〉にあっては

、6JJ；こ支車脅する場合においては100分の100、12月に3配給する券会におい

ては旦E念役活立を乗じて手軽？と額｝に、選~~韓日以前寺言語月以内の3総務におけ

るその者の在職員耳澱の次の各号に掲げる区分iこ応じ、さき該各－！§・に定める苦手j

合を乗じて得た額とする。

( 1）～（ 4) ［際］

3 事主任用職員にまきする前項(1)主義援の遼F患については、湾淡ゆ「100分の120.,_

j どあるのは fJOO分の告2.5-'-J I::' f殺さ盆~J とあるのは「辺立金!Q

盤，＿§＿Jど、 r100分のlOOJ とあるのは r100分の52.5J と、 f設立企2主主主

j どあるのは flQQゑ~玄j とするG
4～6 ［賂］

（勤勉手滋〉 I ｛動議室手当）
務3詰条 ［目的 I~高39条 ［話各3
2 g易会議手当の額は、数霊童手当主義主筆者震に、任命事援唱すが人事委霊室長量規則で定め12 勤数手当の額；立、勤勉手当基礎綴iこ、任命権者が人事委員会主晃燃で定め

る毒~~撃に従って '.d'::める割合を然じて得た綴と十る。この場合において、任

命中盤者が支給する勤勉手話誌の草案の、その者iζ所属する次の各号iこ主義げる機

主義の区分ごとの総額f立、それぞれき皇室主各~・に掲げる養護配達塁えではならない

島

( 1) 前墳の毅員のうち蒋伝汚職主主以外の職金主 主語該職員の総支室手当主義謀議

室翼に当該職員がそれぞれその護基準毘現司祭 0長選詰し、意きしくは失職し、文

は死亡した1総長誌にあっては、退職し、意をしくは失磯し、又i立死IごしたR

E見在。まえ宅震において問じ。〉において受けるべきを先幾手当（／）見事費及びこ

れに対する慾滋手当の月額の合計審議を加算した警護に辺立金金1Q（終定幹部

機5還にあヮては、波皇金金型）会重軽むて得た綴の総額

(2) 総墳の耳目t燃のうち再｛受用機鼠i当芸家事事録用職員の総量生手当義磯者躍に

る議室襲に従って定義ちる叡合を乗じて得た額とナる。このき警合において、後

命事義務が支給する勤勉手当の綴の、その者；こ滋廃する次の差是主去に掲げ、r.,職

の区分ごとの総額は、それぞれ当該若手傍に掲げる綴設超えではならない

。
( 1) 寄守宅箆の職員のうた昇任用職災以外の務員 当該職員。〉級車主手当2事総
額iとさきま重綴員がそれぞれそ(1)~義主韓日現在｛汲織し、若しくは失殺し、 :!Z

I立死亡した総長遣にあっては、送機し、五習しくは失磯し、主主は死亡した箆

宅建在。 E先月買において！認じ。）におい℃受けるパき老夫委警察当の月綴及びこ

れに対する地域手当のj喜重要の合計者覧会加算した綴iこ並立盆皇室主（特定幹部

職員にあっては、政盟公金盟主〉会主義じて得た毒薬の主主、額

(2) 節税の1議長支のうち再任｝普勝，j¥ 当該事事保F自職員(1)豊富勉学当基礎護震に

ー品



旦E会~五｛粉主主事李総務uミにあっては、盟主ゑ2主主｝ を湾奇じて得た績の総

額

3～5 〔割引

備考改正部分；ま、下線の義自分マある。

刻表委主主から刻表多喜志議で苦！：l':1zのように改める。

語lj議室喜1 行政綴給料奇襲｛重野 5~持関係）

号蒸気 職務の級 1 級 2 議員 3 主主 4長 意義
の区

分 4き給 給料月額 窓会事ト月護翼 給料jヲ額 給料月額、

pj IT.I pj F可
1 139,400 i毒事穿400 226, 100 264,900 

2 140,500 1事l,2寺号 228,000 267, 000 

3 141, 700 193,00む 22吉，900 269,000 

4 142,800 194,800 231, 700 271, 100 

5 143，号00 196,400 233,400 273,000 

告 145, 000 198,200 235,300 275, 100 

7 146, 100 200,000 237,200 277,200 

8 147,200 201,800 23宮，000 27号，300

寺写径

用車室 号 148,300 203,400 240, 700 281, 400 

員QI, 10 149,700 205,200 24~，吾容合 283,500 

タトの 11 151,000 207,0むG 244,400 285, 600 i 

職員 12 152,300 208,800 246, 30号 287, 700 

13 153,600 21吾妻400 247，ヨ00 289,800 

14 155, 100 212,300 249,800 291,900 

15 156,600 214, 200 251,600 294,000 

16 158,200 216,100 253,400 296, 100 

17 159,500 217,800 255,000 298,000 

18 161,000 219, 700 257,000 300, 100 

19 162,500 221. 600 259，司00 302, 200 

20 164,000 223,500 261,000 304,300 

盟主全企主主｛終主主総務事務，ji主にあっては、迫立盆2.§Q) を主義じて機首こ襲躍のま在

宅重

3～5 ｛聖書〕

5 君主 日 級 7 若島． 話 ，宅産 § 量産 10 級

給料j守縦 給料月額 給料月綴 給料月警察 絵料月額 給料月綴

内 円 p:j pj 門 内
292,000 323,000 368,200 414,600 466,000 529,900 
294,300 325,300 370,800 417, 100 469, 100 532，ヨ自由
296,600 327，告9号 373,400 419,600 472,200 536, 100 
2宮S，宮00 32哲，号00 376,000 422, 100 475,300 53乳300

301,0号§ 332,200 378, 100 424,000 478, 100 542,4金司
303,300 334,300 380,600 426, 300 481,200 544,800 
305,600 336,500 383, 100 428,50号 4喜久300 547多 300
307,900 338, 700 385,600 430, 700 487,40告 54宕，800

310, 100 340,800 388,200 432,800 490,200 552,200 

312,400 343, 000 i 390，宮00 434，吉00 益吉3,300 554, 100 
314, 700 345,200 393,600 437,000 496,300 555,900 
317,000 347,400 3宮6,300 439,2む8 499,400 557,800 

319, 200 349,400 3容器，700 440,900 502, 000 55自，600
321,400 351,500 401, 000; 442,800 504, 400 i 561, 100 
323,600 353,600 403, 300 444,800 506,600 562,600 

325,800 355, 700 405, 700 446,800 509,000 563，呈号号

327,8吾容 357,500 407,600 448, 700 511, 300 565,300 
329,900 359会500 409,600 450,500 512, 800 566,500 

332,00告 361,500 411, 500 452, 30合 514,300 567, 700 
334,000 363,400 413,400 454, 100 515, 70号 568,900 

.... 
U司



-0¥ 
21 165,400 225,20母 262，寺号。 306,200 336, l告さ 365,500 415,000 455, 900 570, 100 

22 168, 100 227, 100 264,800 308,300 338,200 367,400 416, 800_ 457,400 518,400 

23 170, 700 229, 000 266, 700 310,400 340,300 3告9,400 418, 700 458,900 519,900 

24 173,30告 230,900 268, 500 312, 500 342,400 371, 4告G 420, 700 460, 400 521,400 

25 176, 000 232,500 270,500 314,4QO 343,900 373,300 422,500 461, 700 522，告00

2吾 177, 700 234,300 272,400 316, 500 345，告00 375,300 424,0号G 462,900 523, 70号

27 17宮， 400 236,000 274,300 318,600 347，告00 377,300 425,600 464, 100 524，吉00

28 181, 100 237,800 276,200 320, 700 34宮， 900 379,300 427,200 465,200 526, 100 

29 182,600 23告， 100 277杢 900 322, 700 351, 600 380，号00 428,800 466, 20註 527, 200 

30 184,400 24合， 600 279,800 324, 800 353,500 382, 700 430, 100 4-06, 900 528, JOO 

31 186,200 242,100 281, 700 326, 900 355,400 384,500 431. 400 467, 700 52告＇000

32 187,800 243,600 283,600 329, 000 357,300 386, 200 432, 700 468,400 52宮，90告

33 189,400 244,900 285,300 330,600 35吉， 200 388,000 433，哲00 469, 100 530,700 

34 190彦事00 246,400 287,200 332,600 361, 000 38告， 400 435,200 46喜多900 531,600 

35 192,4告告 247,900 289,100 334, 700 362, 800 3吉1,000 436,500 470,60告 532,500 

36 24号， 500 291,000 336,8合合 364,500 3吉2,600 437, 700 471, 400 533,200 

37 195ァ200 250,80号 292, 700 338, 700 366, 000 394,000 438，吾容合 472,200 534, 100 

38 196, 500 252,400 294,500 340, 700 367, 300 395,200 43脅， 700 472,900 535,000 

3吉 1吾7-,800 254, 000 2号6,300 342, 700 36語，700 396,400 440,400 473, 700 535，君。。

40 199, 1古合 255,600 298,1合合 344, 700 370, l号§ 3き7,600 441,100 長74,500 536,800 

41 200,300 257, 000 299,800 346, 600 371, 600 398, 700 441, 700 475,300 537, 700 

42 201,600 258,40吉 301,500 348, 500 372,500 3哲9,900 442,400 476,000 

43 202,900 259, 800 303,200 350,400 373, 600 401, 100 長生3,10註 476,800 

.44 お04,200 261,200 304,900 352, 300 374, 700 402,300 443,8寺号 477,400 

45 205,400 262, 300 306,300 353,800 375,400 403,000 444,600 478,200 

46 206, 700 263, 700 308,000 355,300 376, 300 403, 7昌吉 445,400 

47 208,000 265, 100 309, 700 356,800 377,200 404, 40号 446, 100 

48 209,300 311, 400 358, 30告 405, 100 446,900 



49 210,300 267,800 

50 211, 400 269,000 

51 212,500 270,300 

52 213,600 271, 600 

、53 214,800 272, 700 

54 215,800 273,800 

55 216,800 275, 100 

56 217,800 276,400 

57 218,600 277,400 

58 219,600 278,500 

59 220,500 279,600 

60 221, 500 280, 700 

61 222,200 281,900 

62 223,200 282,900 

63 224,200 283,900 

64 225,200 284,900 

65 225,800 285, 700 

66 226,800 286,600 

67 227,800 287,500 

68 228,900 288,400 

69 229, 700 289,400 

70 230, 500 290,200 

71 231,300 291,000 

72 232, 100 291,800 

73 232, 900 292,600 

74 233, 600 293, 100 

75 234,300 293,600 

76 235, 000 294, 100 

77 235,600 294,200 

312,600 360, 000 379, 100 

314,200 360, 700 379,900 

315,800 361,900 380, 700 

317,400 362,900 381,500 

319,100 363, 800 382,200 

320, 700 364,900 382,900 

322,300 365,900 383,600 

323,900 367,000 384,300 

325,400 367,900 384, 700 

326,600 368,600 385,300 

327,800 369,300 386,000 

329,000 370,000 386, 700 

329,800 370,500 387,000 

330, 700 371,100 387, 700 

331,500 371, 800 388, 200 

332,300 372, 500 388, 700 

333,200 372, 700 389, 200 

333,600 373,400 389, 700 

334,400 374, 100 390,200 

335, 200 374,800 390, 700 

336,000 375, 100 391, 100 

336, 700 375, 600 391,600 

337,400 376,300 392,300 

338,100 376,800 392, 80（〕

338,600 377,100 393, 100 

339,200 377,600 393,800 

339,800 378,300 394,500 

340,400 378,800 395,000 

340, 700 379,200 395,400 

405, 700 

406, 300 

407,000 

407, 700 

408,300 

409,000 

409, 700 

410, 200 

410,800 

411, 300 

411, 800 

412,400 

412,900 

413,600 

414, 200 

414,800 

415, 100 

415, 700 

416,400 

416,900 

417,400 

418, 100 

418,800 

419,500 

420,000 

420, 700 

421,400 

422, 100 

422,600 

447,500 

448,200 

449,000 

449,800 

450,400 

451,200 

452,000 

452,600 

453, 200 

454,000 

454,800 

455,600 

456,200 

ー、4



ー00 

78 236,400 294,600 341, 200 379,600 396, 100 

79 237,200 294,800 341,600 380,200 396,800 

80 238,000 295,200 342, 100 380, 600 397,500 

日1 238, 700 295,400 342,500 381, 100 398,000 

82 239,400 295,500 343,000 381, 700 398,700 

83 240, 100 295, 900 343, 500 382, 300 399,400 

84 240,800 296,200 344,000 382, 700 400, 100 

85 241, 400 296,500 344,300 383,300 400,600 

86 242, 100 296,800 344, 600 383,900 401,300 

87 242,800 297, 100 345, 100 384,500 402,000 

88 243,500 297,500 345, 400 385, 100 402, 700 

89 244, 100 297,800 345,600 385,800 403, 200 

90 244, 600 29.8, 200 345, 900 386,400 

91 245, 100 298,600 346,400 387,000 

92 245, 600 299,000 346, 700 387,600 

93 245,900 299, 100 346,900 388,300 

94 299,300 347,200 

日5 299, 700 347, 700 

96 300, 100 348,000 

97 300; 300 348, 100 

98 300,600 348,600 

99 301, 000 349, 100 

100 301,400 349,400 

101 301, 600 349, 700 

102 301,900 350,100 

103 302,300 350,500 

104 302,600 350, 900 

105 302,800 351,400 



106 303, 100 351,800 

107 303,500 352, 200 

10自 303,80む 352，吾00

109 304,000 353, 1合告

110 304,400 353,500 

111 3告4,800 353, 900 

112 305, 10会 354,200 

113 305,200 354, 700 

114 305,500 

115 305,800 

116 306,200 

117 306,400 

118 306,600 

11骨 306, 700 

120 306,800 

121 306, 900 

122 307，告告§

123 307,3告。

124 307,600 

125 308,000 

手写伝
思考後 185,800 213,400 257,600 277,800 293,200 31告， 100 361, 600 395,400 

員

備若君 ；このき賛？立、長江の給料淡の日費用を受けないざ住ての磯貝に適用ずる。ただし、第42条に規定する職員会霊長く。

別表然2 公安綴給料還を〔言質5粂関係）

警豊h職務の級 j). 絞 I 2 級 I a 級 I 4 級 I 5 級 I e 級 I 7 絞

;}"'"/ 給 ｜ 給料月額 ！ 総務月額 ｜ 給料刃綴 I 給料月額 ｜ 給料月額 I 給料繍 ｜ 給料月額

袴忽i I 月i 用i 円！ 将！ 河l p:i I fil 

岳47,500

8 級

絵務月額

子主

529,500 

ー品、。



~コJ 

F喜月議 1 161, 900 177,500 204, 1号号 243,800 294,500 322,300 351,600 387,4吾容 429, 500 

主主主i 2 163,600 17仏300 206, l寺号 245,600 296, 800 324,600 353, 900 3草書， 60号 431,400 

タもの 3 165, 400 181, 100 208, 100 247,400 299, 100 326,900 356, 200 3告l，詰号号 433,300 

事議長主 4 167, 100 182,900 210, 100 249,200 301,400 329,200 358,500 3告3,800 435,200 

5 168茅 600 184, 800 212, 100 251, 100 303,300 331,600 360,600 395, 700 436,60告

自 170, 500 187, 100 214, 100 '253, 000 305,600 333,800 362,800 397, 700 438彦 300

7 172,3寺号 189, 400 216, 100 254, 900 307,900 336, 100 365,000 399, 700 439，容00

8 174,200 191, 700 217,900 25日， 600 310,200 338,400 367,200 401,400 441, 500 

9 175，宮00 1号3,900 220,000 258, 100 312,300 340;300 369, 100 403,300 443, 100 

10 177,600 196, 500 221, 800 260,000 314,600 342,600 371,3告G 405,300 444,800 

11 179,300 199,000 223,600 261, 700 316,900 344,900 373,500 407,40自 446, 500 

12 181,000 201,500 225署長00 2.63, 500 319,200 347,200 375, 70合 409,500 448,200 

13 182,900 203,900 227, 30吾 265,200 321,300 349,300 377, 900 l 411, 2合§ 449,300 

14 185,000 205, 700 22宮，200 .266要800 323,600 351, 500 380, 100 413,3合号 450,900 

15 187,100 207,600 231, ioo 268,400 325，君。。 353, 700 382,300 415,400 452, 700 

16 l8弘200 209,300 233,000 269,900 328,200 355, 900 384,500 417,50古 454,500 

17 1告1,400 211, 200 234,500 271,200 33合， 100 358,000 386,200 419,300 456, 100 

18 193,80告 213, 1割合 236,300 273,100 332,400 360,100 388,200 421,000 457,900 

19 1号6,200 215,000 238, 100 274, 900 334,600 362,200 390, 300 i 422, 700 459, 700 

20 198,600 216, 700 239, 900 276, 700 336,900 3話4,30号 392,300 424,400 461,500 

21 201, 100 218,400 241, 700 278, 100 339,000 366,500 3喜久200 426, 100 463, 100 

22 202,9白9 ・220,2在吉 243, 200 280,000 341, 100 368,500 3幸喜多300 427,700 464,900 

23 204, 700 222,000 244, 700 281，自00 343,200 370,600 398,400 42吉＇200 466,600 

24 206, 500 223,800 246,000 283，話00 345, 300 372, 700 400,50告 430,800 468,400 

25 208,400 225, 500 247,300 285,300 347, 100 374, 500 402, 1白告 432,000 4吾容，800

26 210,200 227,200 248,900 287,500 349,200 376,600 404,20守 433,400 471, 100 

27 212,000 228,900 250,500 28仏？寺号 351,300 378, 700 406,300 435,000 472,600 

28 213,'600 230,600 252, 100 2告l，号00 353,400 380,800 408,400 436,600 473,8寺号

2官 215,500 232,000 253,500 294, 200 355,600 382, 700 410, 000 437，官。。 475,000 



30 217,300 233,800 254,900 296,200 

31 219, 100 235,600 256,400 298,200 
32 220,900 237,400 257,900 300,200 

33 222,600 239,000 259, 100 302, 100 
34 224,300 240,600 260,600 304,000 
35 226, 00（〕 242, 200 262,000 305,900 
36 227, 700 243, 600 263,500 307,800 

37 229, 100 一244,900 264,600 309,600 
38 230,900 246,400 266, 100 311, 500 
39 232, 700 247,900 267,600 313,400 
40 234,500 249,400 269,000 315,300 

41 236, 100 250,900 270,200 317, 200 

42 237,600 252,300 271, 900 319, LOO 
43 239, 100 253,800 273,600 321, 00（〕

44 240,400 255, 300 275,200 322,900 

45 241, 700 256,500 276, 700 324,800 
46 243,000 258,000 278,400 326, 700 
47 244,300 259,400 280, 100 328,600 
48 245,600 260,900 281,800 330, 500 

49 246, 700 262,000 283,600 331,900 
50 248, 100 263,500 285, 300 333,500 

51 249,600 265, 000, 287,000 335,200 

52 250,900 266,500 288, 700 336,900 

53 252, 100 267,600 290,000 338,600 

54 253,600 269,000 291,800 340,4QO 
55 255,000 270, 700 293,600 342;200 

56 256,500 272,300 295,400 344,000 

57 257,600 273, 700 297, 00'0 345,200 
58 258,900 275,400 298,800 346,900 

357, 700 384,800 411, 800 
359,800 386,900 413,500 

361,900 389,000 415, 200 

363, 500 390,900 417, 000 
365,600 393, 0（〕｛） 418,500 
367,600 395, 100 420, 100 
369, 700 397, 100 421, 700 

371, 700 398, 800 422, 700 
373,800 400, 300 424,200 
375, 900 401, 700 425, 700 
378,000 403, 100 427,200 

380,000 404,300 428,800 
382, 100 405,400 430,100 
384,200 406,400 431, 400 
386,300 407,400 432, 700 

388,000 408,600 433, 500 
389, 700 409,800 434,300 
391,400 411, 000 435, 100 
393, 100 412, 200 435,900 

394,500 413,500 436,400 
395,500 414, 300 437,200 
396,500 415, 100 438,000 
397, 500 415,900 438,800 

398,800 416,400 439,300 

399,900 417,100 440,000 
401, 100 417,800 440, 700 
402,300 418,400 441, 300 

403,600 418,900 441,900 
404,400 419, 300 442,500 

439,600 

441,300 

443,000 

444, 100 

445,800 

447,500 

449, 100 

450,500 

451, 200 

451,900 

452,600 

453, 000 

453, 600 

454,300 

454,900 

455, 700 

456,400 
457,000 

457, 700 

458, 400 

459,000 

459, 700 

460,400 

461, 100 

461,800 

462, 500 
463,000 

463, 700 

464,300 

475, 700 

476,400 

477, 100 

477, 600 

478,400 

479, 100 

479,900 

480,500 

481,200 

482, 000 

482,800 

483,400 

484,200 

485, 000 

485,600 

486, 200 

トJ
~ 



同

59 260,200 277, 100 300,600 348,600 405,200 419,900 443,000 465,000 

60 261,500 278,800 302,400 350,300 406,000 420,500 443,600 465, 700 

61 262,800 280,400 304,000 352,000 406,200 421,000 444,200 466,400 

62 264, 000 282,000 305,800 353, 700 406,900 421,600 444,800 

63 265,400 283,600 307,600 355,400 407,600 422,000 445,300 

64 266,800 285,200 309,400 357, 100 408,300 422,400 445,900 

65 268,200 286, 600 310, 800 358,800 408,600 422,800 446,400 

66 269,500 288, 100 312,500 360,400 409,300 423, 400 447,000 

67 270,900 289, 600 314,200 362,000 410,000 423,800 447,600 

68 272,300 291, 100 315,900 363,600 410, 700 424,300 447,900 

69 273, 500 292, 700 317, 500 364,900 411, 100 424,800 448,600 

70 274,900 294,300 319, 000 366,300 411, 600 425,300 449,200 

71 276,300 295, .900 320,500 367,600 412,200 425,900 449,800 

72 277,700 297,500 322,000 369,000 412,600 426,500 450,400 

73 279,000 298,900 322,900 370,300 413,000 426,900 451,000 

74 280,400 300, 200 324,600 371,400 413,400 427,500 451,600 

75 281,800 301, 700 326,300 372, 800 414,000 428, 100 452,200 

76 283,200 303,200 328,000 374, 100 414,500 428,400 452,800 

77 284,400 304,300 329,800 375,400 415,000 428,900 453,500 

78 285,600 305,800 331,500 376,600 415,500 429,500 

79 286,800 307,300 333, lOQ 377,800 416, 100 430, 100 

80 288, 000 308,800 334,800 379,000 416,600 430, 700 

81 289, 300 310,300 336;500 380,300 417,000 431, 200 

82 290,400 311, 700 338,200 381, 500 417,600 431, 800 

83 291, 700 313, 100 339,900 382, 700 418,200 432,400 

84 293,000 314,500 341,600 383, 900 418, 500 433,000 

85 294,200 315, 700 343, 100 385,000 419,000 433,600 

86 295,400 317, 200 344,600 385, 600 419, 600 434, 200 

87 296,600 318, 700 346, 100 386,000 420,200 434;800 



88 297, 800 I 320,200 

89 299,000 321, 700 

90 300,200 323,200 

91 301, 400 324, 700 

92 302,600 326,200 

93 303,400 327,500 

94 304, 700 328,900 

95 306,000 330,300 

96 307,300 331, 700 

97 308,400 332, 900 

98 309,600 334,200 

99 310,800 335,500 

100 312,000 336, 800 

101 313,200 338,200 

102 314,300 339, 100 

103 315,400 340,300 

104 316, 500 341,500 

105 317, 300 342,600 

106 317,900 343, 700 

107 318, 500 344,800 

108 319,200 345,900 

109 319, 700 347, 100 

110 320, 100 348, 100 

111 320, 700 349, 100 

112 321, 300 350, 100 

113 322, 100 351,000 

114 322,800 351,800 

115 323, 500 352,800 

116 324,300 353, 800 

347,600 386,600 

348,900 387, 200 

350, 100 387, 800 

351,400 388,400 

352,800 389,000 

354,200 389,300 

355, 700 389, 700 

357,200 390,300 

358, 700 390, 700 

359, 900 391, 000 

361, 100 391, 400 

362,200 392,000 

363,400 392,500 

364,600 392,900 

365, 700 393,400 

366,800 394,000 

368,000 394, 500 

369,200 394,800 

369,800 395,300 

370,400 395,800 

371, 000 396, 100 

371, 600 396,400 

372,000 396,900 

372, 600 397,400 

373, 000 397,900 

373, 300 398,200 

373, 700 398, 700 

374,300 399, 200 

374,800 399, 700 

420, 700 

421,300 

421, 900 

422,500 

423, 100 

423, 700 

424,300 

424,900 

425,500 

426, 100 

435,400 

436,000 

N 
w 



ト.rt匙

117 324,900 375,&00 400, 100 

118 325, 700 355,300 375, 700 400,600 

119 326,500 355,900 376,300 401, 100 

120 327,300 356,500 376,800 401,600 

121 327, 900 356,800 376,900 品，02,000 

122 328,200 357, 100 377, 500 402,50号

123 328, 700 357,600 378, 100 403，在00

124 329,200 357,900 378,500 403,500 

125 32号，500 358,300 37＇宮，00註 403,900 

126 358穿 700 37虫，500

127 35ゑ2守9 380,000 

128 359,600 380, 500 

129 360,000 380,800 

130 360,400 381, 300 

131 360,800 3吉1,800

132 361,200 382, 300 

133 3告1,400 382, 600 

134 361,9註号 383, 100 

135 362,400 383,500 

136 362, 700 384,000 

137 363,000 384,300 

13事 363,400 384,800 

139 363,900 385, 300 

140 364,4吾告 385ま 800

141 364, 700 386, 100 

142 365,200 

143 365, 700 

l•レ主 36吾，200



145 366,500 

再任

用職｜ I 239, 400 I 251, ioo I 255, 400 I 291, 500 
員

備考 この表は、警察官で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第3 教育職給料表（第5条関係）

ア教育職給料表（ 1) 

職員 職務の級 1 
の区

級

分 号 給 給料月額

円

1 152,900 

2 154,400 

3 155, 900 

4 157, 400 

5 159, 100 
日 161, 000 

7 162,800 

8 164,600 
再任

用職 9 166, 400 

員以 10 168,500 

外の 11 170,500 

職員 12 172,500 

13 174, 500 

14 176, 700 

15 178,900 

16 181, 100 

17 183,400 

18 。186,000

19 188,500 

20 191, 000 

2 級

給料月額

円

197, 200 

198,900 

200,400 

202, 100 

203, 900 

205, 600 

207, 300 

208,800 

210,600 

212,500 

214,400 

216,300 

218,000 

220,000 

222,000 

224,000 

225,900 
228,600 

231,300 

234, 000 

308,800 323, 200 347, 300 

特 2級 3 級

給料月額 給料月額

円 円
257,900 333,800 
260, 700 336, 100 
263,500 338,400 
266,300 ・340, 700 

268,900 343,000 

271, 600 345,300 
274,200 347,600 
276,800 349,900 

279,400 352, 100 
282, 100 354,300 

284,800 356,500 
287,500 358, 700 

290, 000 360,900 
292,500 362,900 
295,200 364,800 
297,900 366,900 

300,600 368, 700 
303, 300 370, 700 
306,000 372, 700 

308,700 374, 700 

383, 100 415,400 

4 級

給料月額

円

423,600 

425,400 

427,200 

429,000 

430,500 

432, 100 

434,000 

435,900 

437, 700 

439,500 

441,400 

443,300 

445,000 

446,900 

448,800 

450, 700 

452,300 

454,000 

455, 700 

457,400 

N 
U可
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21 193, 500 236,800 311, 400 376,600 459，合00

22 1告5,200 239, 700 314, 100 378茅 600 460,800 

23 196，告00 242,600 316,60号 380,600 462, 700 

24 198, 600 246,300 319, 300 382,400 464,400 

26 200, 100 247，告00 322,000 383, 800 466, 100 

26 201, 800 250, 700 324, 400 385, 700 467,800 

27 203,5号奇 253,500 326,800 387，吾00 469,400 

28 205,000 25告書 300 329,200 38官＇500 471, 100 

29 206,500 25自， 100 331,600 391,400 472，幸吉在

30 208, 200 261,700 333,500 393,400 474, 500 

31 20宮，哲00 264,300 335, 700 395，長DO 476, 100 

32 211, 600 266，守合意 337,900 397,400 477, 800 

33 213, 200 269,300 340, 100 399, 100 479,5合§

34 215,000 271, 900 342,300 400,800 480,500 

35 216,80号 274,400 344,500 402,500 481, 500 

3邑 218,600 276,900 346, 700 404,300 482,300 

37 22告多 100 279,400 348多幸告§ 405,500 483,40告

38 221，吉号号 2$1, 800 351, 1むG 407,000 

39 223, 700 2喜久400 353,300 408,40合

40 225, 500 287,000 '355, 500 409,900 

41 227,400 zag, 500 357,500 411, 600 

42 229,200 292, 100 359，百君。 413,000 

43 231. 000 294,600 361, 700 414, 400 

44 232,600 297, 100 363,SOO 416,000 

45 234,300 299,400 365,900 417,500 

46 236,00哲 301,90む 368,000 418,800 

47 237, 700 304,400 370,000 420,400 

48 239,400 307, 100 372, 100 422,000 



4古 241,000 309,600 

50 242, 700 312,100 

51 244,400 314, 6むむ

52 246, 100 317, 100 

53 247,500 31告， 5号G

54 249,000 321, 700 

55 250,600 323倉吉00
55 252,300 326,100 

57 253,800 328, 200 

58 255,2註5 330,400 

59 256,8む住 332,600 

60 25器＇400 334, 700! 

61 259,8むG 336,900 

62 261金 400 339, 100 

63 263,000 341, 300 

64 264, 500 343, 500 

65 266, 000 345,500 

66 267, 700 347, 700 

67 269,300 349,900 

68 271,000 352, 100 

69 272,500 354, 100 

70 274，合00 356,200 

71 275,500 358,300 

72 277,000 360,400 

73 278, 100 362, 200 

74 27事， 500 364, lQO 

75 280,900 366, 100 

76 282,300 368,000 

？？ 283, 700 370,000 

375, 700 

377, 7告9

379, 700 

381象 700

383,500 

385,300 

387, 100 

388,400 

3宮0,100 

3脅し800

3号3,500 

3号6,200

3事7,600

3事8,900

400,300 
401,600 

403,000 

404,400 

405, 700 

407塑000

408,400 

409多昌寺号

411, 100 

412,500 

413，宮00

415,300 

416,500 

423, 700 

425, 100 

426, 700 

428,300 

429,900 I牛

431,400 

433,000 
434,600 

436, 100 

437,500 

438,800 

440,200 

441,800 

443,200 

444, 700 

446, 100 

447,800 

44吉＇300
450, 700 

452,300 

453，号00

455,300 

456,900 

長58,500

460,000 

461,000 

462,000 

462,800 

・i63, 600 

""' 、、J
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78 28弘幸00 371, 700 417,800 

79 286, 100 373,400 419, 100 

80 287,300 375,100 420,500 

81 288,600 376,400 420,900 

82 289，日00 377，君。。 422,200 

83 2吉1,000 379,400 423,400 

84 2百2,200 380，告00 424, 700 

So 2き3,300 382,000 425，告00

86 2告4,500 383，必告 427, 1自G

87 295, 700 384,800 428,300 

88 2宮6,900 3話6,200 429,400 

8告 2宮8,100 387,500 430, 500 

90 299,300 388,800 431,500 

91 300,500 3寺号， 100 432,500 

吉2 301, 7告。 3宮1,4号G 433,500 

官3 302, 500 3事2,600 434,500 

事4 303,500 393, 800 435,60告

95 304,700 395, 100 436,600 

96 305，告。。 396,400 437, 700 

吉守 306，語00 397,800 438,600 

98 308, 000 398, 800 43宮.300 

99 309, 100 3幸吉， 900 440, 100 

100 310, 200 401, 000 440, 700 

101 311, 100 401, 900 441, 500 

102 312,200 402，号00 442, 100 

103 313,300 404,0告告 442, 700 

104 314, 400 405, 100 443,300 

105 315,000 405, 700 443,800 

1号も 315,90母 406, 700 444,400 



107 

10：色 317, 500 

109 318, 400 

110 318, 700 

111 319,200 

112 319, 700 

113 320,300 

114 320,600 

115 321, 10合

116 321,600 

117 322,200 

118 322, 700 

11宮 323,200 

120 323, 700 

121 324,200 

122 324, 600 

123 325, 100 

124 325,600 

125 326,200 

126 326,400 

127 326,600 

128 326,900 

129 327, 200 

130 327,500 

131 327,800 
132 32札 100

133 328,300 

134 328, 400 

135 328, 500 

408, 700 

40宮， 4001
410, 300 

411,2金容

411，喜00

412,500 

413, 100 

413, 700 

414,300 

414, 900 

415, 700 

416,200 

417, 000 

417, 600 

417, 900 

418, 40告

418, 700 

419, 100 

419,600 

42.0,100 

420,600 

421,000 

421, 500 

422,000 
422,50古

422，幸容。

423,400 

423，号00

445,000 

445歩 600

446,200 

N 、D
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136 328,600 424,400 

137 328,800 424,800 

138 329,000 
139 329,300 

140 329,GOO 

141 329,800 

142 329,900 

143 330,200 

144 330,400 

145 330, 700 

146 330, 900 

147 331,200 

148 331, 500 

149 331, 700 

150 331,900 

151 332, 200 

152 332,500 

153 332, 700 

再任
用職 234,000 277,500 306,800 335,400 421,200 

員

備考1 との表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長、副校長、教頭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教

論、助教諭、実習助手その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額l士、この表の額に7,700円をそ

れぞれ加算した額とする。

イ 教育職給料表（ 2) 

員
区

臓

の

分

職務の級

号給

1 級

給料月額

2 級

給料月額

特2級

給料月額

3 級

給料月額

4 級

給料月額



P3 円 内 j弓 内
1 153, 100 169,000 258, 100 289,800 413,200 

2 154,600 171, 100 260, 900 292,900 414, 700 

3 156, 100 173, 200 263, 700 2宮6,000 416, 200 

4 157,600 175, 400 266,500 29告， 100 417, 700 

5 159, 300 177, 400 269,100 301,800 41き， 000
邑 161,200 179,600 271, 800 304,590 420, 500 
7 163,000 181,800 274,400 307,600 422, 100 

8 164,800 184,000 277, 000 310, 700 423, 700 

9 166,600 186, 300 27吉＇600 313, 70む 425,100 
10 168, 700 18告＇100 282,300 316,600 426, 500 

11 170, 700 191,800 285,000 319, 500 427, 900 
12 、 172, 700 194, 500 287, 700 322,400 42仏300

手寺径
13 174, 700 1吉7,400 2宮0,200 325,000 430, 600 

湾総

員&1-
14 176,900 1事9,100 292, 700 327, 300 432,000 

外（］）
15 179, 100 200,6告§ 295,400 329,400 433,400 

月穣員
16 181, 300 202,300 298, 100 331, 700 434多 800

17 183,600 204, 100 300,800 334,000 435，宮00

18 186,2告。 205,800 3註3蓑 500 336,300 437, 100 

19 188, 700 207,500 306,200 338,600 438,200 

20 1号1多 200 209, 000 308，君む号 34弘幸00 439,400 

21 1昏3,7寺号 210, 800 311, 600 343,2号§ 440,500 

22 1詰5,4号告 212, 700 314,300 345,5号告 441,800 

23 197, 100 214,600 316,800 347，き§§ 443, 100 

24 198ヲ800 216,500 319,500 350, 100 444,400 

25 200, 300 218, 2号9 322,200 352, 300 44吾，700

26 201, 900 220,200 324,600 354,200 447, 0寺号

27 2日3,500 222, 200 327,000 356, 100 44喜， 20号

2告 204, 900 224, 2むC 32菩， 400 358,000 449,50号

w 



札，，

N 

2.9 206,600 226ε100 331,800 359,900 450,800 

3号 208,300 228, 800 333, 700 361,800 451,900 

31 210,000 231,500 335,900 363,400 453,100 

32 211, 700 234,200 338, iOO 365,30号 454,300 

33 213,200 237,000 340, 300 367, 100 455,500 

34 214，告00 239，守00 342,400 368, 700 456, 400 

35 215, 600 242,800 344,500 370,500 457,300 

36 218,300 245,500 346,600 372,300 458,000 

37 21雪， 700 248, 100 348, 700 374,200 458,900 

38 221, 400 250,900 350, 700 375,800 

39 223, 100 253, 700 352, 700 377,400 

40 224,800 256,500 354, 700 37告， 00号

41 226,600 25事，300 356,500 380,200 

42 228,400 261，寄金吾 358,300 381, 700 

43 230,200 264,500 360, 100 383,200 

44 231,800 267, 100 3告1,900 384, 700 

45 233, 700 269,500 3告3,700 386,300 

46 235,400 272, 100 3喜5,4告号 387,900 

47 237, 100 274,600 3告7,100 389, 500 

48 238,800 277, 100 3悲喜＇700 391,100 

49 240,500 279, 600 370,000 392,400 

50 242,20合 282, 000 37l, 600 393，註00

51 243,900 284,600 373,300 3塁5,4号号

52 245,400 287, 200 375,000 3古品，曾00

53 246, 700 28容， 700 376,500 398, 100 

54 248,400 292,300 378,000 399,400 

55 250, 000 294,80註 379,500 400,500 

56 251, 700 297,300 381,000 401, 700 

57 253,000 299,600 382,500 403,000 



58 254, 500 

59 256, 000 

60 257,500 

61 258,900 

62 260,400 

63 261,900 

64 263,300 

65 264,600 

66 266,200 

67 267,800 

68 269,300 

69 271, 000 

70 272,500 

71 274,000 

72 275,500 

73 276,600 

74 277,900 
75 279,200 

76 280,500 

77 281,900 

78 283, 100 

79 284,300 

80 285,500 

81 286,800 

82 287,800 

83 289,000 

84 290,200 

85 291, 100 

86 292, 100 

302, 100 383,900 

304,600 385,300 

307,300 386, 700 

309,600 387,600 

312, 100 388,800 

314,600 390,000 

317, 100 391,200 

319,500 392,300 

321, 700 393,500 

323,900 394,500 

326, 100 395,600 

328,400 396,800 

330, 600 397, 700 

332,800 398,800 

334,900 400,000 

337, 100 401, 100 

339,300 402,200 
341, 500 403,300 

343, 700 404,400 

345,600 404,900 

347,500 405,900 

349,400 406,900 

351,300 407,900 

353, 100 408, 700 

354,900 409,300 

356, 700 409, 900 

358,500 410, 500 

359,900 411, 100 
361,600 411, 900 

404,200 

405, 500 

406,800 

408, 100 

409,100 

410,500 

411, 900 

413, 100 

414,200 

415,400 

416, 600 

417, 600 

418,800 

420,000 

421,200 

422,000 

422,800 

423,600 

424,400 

424,900 

425, 700 

426, 300 

426,900 

427, 700 

428,200 

428,600 

429,300 

430,000 
430,300 

w 
w 
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87 293, 100 363,300 412,600 430,800 

88 294, 100 364, 900 413,300 431, 500 

89 295,200 366,200 413,900 432,20告

90 296, 100 367,5むG 414, 600 432, 700 

91 297,000 368,900 415, 100 433,400 

92 297,900 370, 300 415,8む§ 433, 700 

93 298, 400 371, 800 416,300 434,200 

94 2号事， 200 373, 100 416,800 

95 300, 000 374,400 417,500 

96 300,800 375, 700 418,200 

97 301,500 376, 700 418, 700 

98 302,.300 377, 700 419,200 

99 303, 100 37宰，700 419,800 

100 303,900 37号， 700 420, 100 

101 304,800 38仏800 420,600 

102 305, 300 381, 800 421,200 

103 305, 800 382,800 421,80合

104 306,300 383, 800 422,300 

105 3号6,5意。 384,500 422, 70号

106 30告，告00 385,400 423,300 

107 307,2寺号 386,300 423, 900 

108 307,500 387, 300 424,400 

109 307, 700 388,200 424,900 

110 307, 900 389,2泊G

111 308,2.00j 3吾容，200

112 308,500 391,200 

113 308, 700 391,8申告

lH 308,900 392, 700 

115 309, 100 393, 600 



。116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

309,400 

309, 700 

309,900 

310,200 

310,500 

310,600 

310, 700 

311, 000 

311, 300 

311, 500 

394,500 

395,200 

396,000 

396,800 

397, 600 

398, 100 

398,900 

399, 500 

400, 100 

400, 800 

401,500 

401,800 

402,400 

403, 100 

403,600 

404,200 

404, 700 

405,000 

405,600 

406,200 

406,400 

406,800 

407,400 

408,000 

408,600 

409,000 

409,600 

410,200 

410,800 

w 
U可



145 411,200 
14!品 411, 800 

147 412, 400 

148 413, 000 

14.9 413多 400

手苓径

F苦1議 225,200 274, 200 301,800 328, 600 411, 000 
；議

在韓識を1 この表は、中学校及びこれにま捧ずるちので人事委員会のま旨ヱをするものに勤務する校長、副校長、教室菜、 2駐車李数寄議、鐙i等教諭、教諭、養設教諭

、助教諭その他の総長で人豪華震災会綴綴でま主めるものに適用する。

2 この王室め適用を受ける選議長義のうち、その総務の級が3級である職E設で人芸評番号員会走塁異ljで定めるものの給料j守護翼は、；このまをの額に7,500丹をそ

れぞれ方言採した費震とする。

別者安3露4 務究機給料事室〈第5条務係｝

lfiU竜 機器蓄の議員 工 級 2 級 3 毒患 4 級 5 言ゑ
の長主

王争 者会 議会 給料月額 給料j司書室 議会事十j守護費 給料月額 議会初見護菱

内 F宅 内 F宅 円

1 139,600 189, 100 278,600 334,800 394,500 

2 140,700 191象600 281,400 337,000 397,400 

3 141，冒00 1き4,00む 284,200 33事，20告 400,300 

4 143,000 196,400 287, 000 341,400 403,100 

再任
5 144, 100 198,900 28ヨ，400 343,400 405,300 

Jll J敵
員以

日 145,400 201,200 2ヨ2,000 345,500 408, 100 

外の
7 146, 700 203,500 2吉4,800 347,600 410，宮司む

職員
8 148,000 205, 7自O 2告7,600 349, 700 413,6語。

9 149; 100 207,800 300,200 351, 800 416,300 

10 150, 800 210,100 303,000 353, 900 419, 100 

11 152, 400 212, 400 305,800 356,000 421，吉00

12 154, 000 214, 70告 308,600 358, 100 424, 700 l 

も，，c、



13 155,500 216,900 

14 157,400 219,300 

15 159, 300 221, 700 

16 161,300 224, 100 

17 163, 100 226,300 
18 165,300 229, 100 

19 167, 500 232,000 
20 169,600 234,900 

21 171,800 237,600 

22 174,200 240,400 
23 176, 500 243,200 

24 178,800 246,000 

25 180,900 248, 700 
26 183,000 251,400 

27 185, 100 254, 100 

28 187,200 256,800 

29 189,200 259,600 

30 191,000 262,000 

31 192,800 264,400 

32 194,400 266,800 

33 196,200 268,800 

34 198, 100 271,300 

35 200,000 273, 700 

36 201,900 276, 100 

37 203,600 278, 100 

38 205,500 280, 000 

39 207,400 281, 900 

40 209,300 283,800 

41 211, 100 285,300 

311, 200 360,200 
314,000 362, 100 
316,600 363,900 
319,400 365,900 

322,000 367, 800 
324, 300 369,600 
326,600 371,600 
328,900 373,600 

331, 300 375,300 

333,200 377,300 
335,200 379,300 
337,300 381, 100 

339,500 382, 700 
341,400 384,400 

343,300 386,300 
345,200 388,200 

346,500 390, 100 
348,200 392, 100 
349,900 394, 100 

351, 600 396, 100 

353,000 397, 700 

354,500 399,500 

356,000 401, 100 

357, 500 402,900 

358,900 404,200 
360,300 405, 700 

361, 700 407, 100 

363, 100 408,500 

364,000 409,900 

427,400 

430,200 

433, 000 

435,800 

438, 300 

440,900 

443,500 

446, 100 

448, 700 

451,300 

453, 900 

456,500 

458, 700 

461,000 

463,600 

466,100 

468,60& 
471,20 

473,800 

476,400 

478, 700 

481,200 

483, 700 

486,200 

488,500 
491,000 

493,300 

495,800 

498,000 

w 、J
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42 213,000 286,600 365,200 411, 30♀ 500, 300 

43 214, 900 287，号00 366,500 '412, 80合 502,400 

44 216,800 289,200 367,700 414,400 504, 700 

45 218, 700 290, 200 368, 900 415,800 506, 600 

46 220, 700 291妻 500 370, 100. 417, 100 508,200 

47 222, 700 292,800 371, 400 418, 700 509,800 

48 224,600 294, 100 372, 700 420,300 5Il, 300 

49 226,400 295,500 373,800 421,600 513,000 

50 228,300 2事6,800 375, 100 423, 100 514, 500 

51 230,300 298, 100 376,400 424,600 515,900 

52 232,300 29告，200 377, 700 42ゑ100. 517, 400 

53 234,100 3合告，400 378,400 427,500 51話＇600

54 236, 100 301,500 379,400 428,900 51昔， 800

55 238,100 302,80告 380,400 430,300 521, 000 

56 239, 900 304, 1告5 381,400 431, 700 522,200 

f:,7 241,600 305,200 382,300 432, 700 523,200 

58 243,100 306,400 383, 100 433,900 524,200 

5告 244,500 307,600 383,800 435, 300 525,20自

品。 246，号00 308,800 384, 50合 436,500 52自，200

61 247,30告 309,900 385, 100 437 .• 200 527,300 

62 248, 70告 311, 000 385,800 438,1む合 528,200 

63 250, 100 312, 100 386, 700 43号， 100 529, 100 

64 251,500 313,200 387,600 440，号告§ 529,800 

65 252,600 314,200 388,300 440,900 530, 700 

66 254,000 315,3会告 389, 100 441,8告告 531,600 

67 255,400 316, 4自書 3昌吉， 900 44.2,600 532,500 

68 256,800 317,500 390, 700 443,500 533,4告自

69 258,100 318,500 391, 30告 444, 100 534,400 

70 259, 600 319,600 392,000 444,900 535,300 



71 261, 100 320, 700 

72 262,600 321,800 

73 264,000 322,600 

74 265,400 323, 700 

75 266,800 324,800 

76 268,200 325,900 

77 269,300 327,000 

78 270,400 328, 000 

79 271, 700 329,000 

80 273, 000 3.30, 000 

81 274, 400 331, 100 

82 275, 700 331,900 

83 277,000 332,600 

84 278,300 333,400 

85 279,500 334,000 

86 280,600 334, 500 

87 281,900 335,000 

88 283,200 335,500 

89 284, 100 335,800 

90 285,300 336,300 

91 286,500 336,800 

92 287, 700 337, 300 

93 288,800 337,600 

94 289, 800 338,000 

95 290,800 338,500 

96 291,800 339,000 

97 292,400 339, 600 

98 293,300 339,900 

99 294,200 340,400 

392, 700 445,800 

393,400 446, 700 

394, 100 447,400 

394, 700 

395,400 

396, 100 

396,800 

397,400 

397,900 

398,400 

398,900 

399,600 

400, 100 

400,600 

401, 100 

401,600 

402, 300 

403,000 

403,400 

403,900 

404, 600 

405,300 

405, 700 

536, 200 

537, 100 

538, 100 

w 、。



100 295, 100 340,900 

101 2幸容， 000 341,400 

102 296, 700 341,900 

103 297,400 342,400 

104 298,100 342,900 

105 298,900 343,400 

106 君事9,400 34乳700

107 2容量， 900 344,200 

108 300,400 344, 700 

109 300,600 345, 100 

110 301,000 345,400 
？， 

111 301, 300 345,900 

112 301,600 34B,200 

113 301,800 346, 600 

114 302, 100 346,900 

115 3号2,400 347,400 

116 302, 700 347, 700 

117 303,000 348,200 

118 303,400 348,500 

11事 303, 80告 349.000 

120 304, 200 349, 300 

121 304, 500 34宮， 70告

事Z径
用機 215, 700 261, 200 ♀86，事00 330, 100 38宮，告00

ijfl 

告露呈雪 この器提i立、試験研究機綴春季で人芸評議主主主会のま智買をするものに勤務し、試験研究又i主務笈研究業務に従事する職員で人選務委員会会霊員ljで定めるものに遡

F持する。

~J表祭日 医総裁絵料表｛第5条関係）

ア箆；：~聖職給料表(1)

お



職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円
1 242,800 328,200 394,900 470,400 
2 245,300 331,300 397,800 472, 700 
3 247,800 334,400 400, 700 475, 000 
4 250,300 337, 500 403,600 477,300 

5 252,500 340,300 406, 300 479,600 
6 256,300 343,600 409, 100 481,800 
7 260, 100 346,900 411, 900 4.84, 000 
8 263,900 350, 200 414, 700 486, 200 

9 267,500 353, 100 417, 300 488, 100 
10 271,500 356, 300 420, 000 490,200 
11 275,500 359, 500 4.22, 700 4日2,300
12 279,500 362, 700 425,400 494,400 

13 283,200 365, 800 427,900 496,500 
14 287,200 369,500 430,400 498,600 
15 291,200 373, 000 432, 700 500, 700 

16 295,200 376, 700 435,200 502,800 

17 299,000 380, 300 437,300 504,900 

18 302,600 382,900 439, 700 506,900 

19 306,200 385, 700 442, 100 508,900 

20 309,800 388,500 444, 500 510,900 

21 313,500 391, 400 446,400 512, 700 

22 317, 300 394,000 448,800 514,400 

23 321,000 396, 600 451, 200 516,300 

24 324, 700 399,200 453, 400 518,200 

25 328,300 401,600 455, 500 519,900 

26 331,000 403,900 457,800 521, 700 

""" ~ 





56 386,200 460, 100 

57 387,200 461,300 

58 388, 100 462,300 

59 38_8, 800 463, 300 

60 389, 700 464, 300 

61 390,400 465,000 
62 390, 900 465, 700 

63 391,400 466,400 
64 391,900 467, 100 

65 392,200 467,800 

66 468,500 

67 469, 200 

68 469,900 

69 470,400 

70 471, 100 

71 471,800 

72 472, 500 

73 472,800 
74 473, 300 

75 474,000 

76 474, 700 

77 475,000 

78 475,600 

79 476,200 

80 476,600 

81 477,200 

82 477,600 

83 478,000 

84 478,400 

511, 600 

512,600 

513, 300 

514, 000 

514, 700 

515,600 

516,300 

517, 200 

517,900 

518,800 

519, 700 

520,200 

521, 100 

522, 000 

522, 700 

523,600 

524,500 

525, 300 

526, 200 

527, 100 

527,600 

528,400 

529, 300 

530, 200 

531, 100 

531,900 

532,800 

533, 700 

534,600 

561, 700 

562, 600 

563, 500 

564,400 

564,900 

565, 800 

566, 700 

567,600 

568, 500 

569, 400 

""" w 



4よ；.‘ 

86 535,400 

86 479, 300 536, 300 

87 47丸7号む 537,200 

88 480,200 538, 100 

89 48仏70合 538,900 
宮古 481, 300 

91 481, 900 

92 482, 300 

93 482,800 

94 482,900 

吉5 483,500 

告6 484, 100 

意1 I I 434, 600 

翁考 この重苦？立、事長事選所等iこ畿務する医師及び歯科医阪で人事委員会主車禁止で定めるものに適用する。

イ 緩療機給料畿は〉

総長 総務担〉業主 1 毒差 2 級 3 級 4 議長 6 事邑 6 級 7 書量
の区

分 総 給料jヨ重要 給料湾総 給料月額 給料足委譲 給料j号室葉 給料月総 給料j主要案

F守 F'l 円 子守 円 F'l 円

1 144,300 182,200 217, 200 245, 300 282, 700 331, 100 377, 00。
2 145, 700; 183,800 218, 800 246, 900 284,9告G 333,200 379, 700 

3 147, 1む合 186, 400 220,400 248,500 287, 100 335,400 382,400 

宅専任 4 148,60む 187, 000 222,000 250, 100 28告， 30告 337,600 385, 100 

F話機
民主L 6 149, 700 188, 500 ♀23, 600 251,500 291,500 .33事， 600 387,500 

タト(J) 6 151,500 190, 100 225,300 253, 100 293, 700 341,800 3色合＇200

車室長 7 153,200 191, 700 227,00告 254,600 295, 900 344,000 3事2，号00

8 154，自00 193, 100 228, 700 256,200 298, 100 346,200 3き5,600

告 15伝吾00 194,700 230,200 257, 500 ' 300,200 348,200 3き7,80奇

10 158,300 196,400 232,000 258, 900 302,400 350,400 400,100 



11 160,000 197,900 233, 600 
12 161,800 199,600 235, 300 

13 163,300 201,200 237, 100 

14 165,200 202,800 238, 700 

15 167,200 204,400 240, 300 

16 169, 100 206,000 241, 900 

17 171,000 207,400 243,300 

18 172, 900 209, 100 244,900 
19 174, 600 210, 800 246,400 

20 176,500 212,500 248,000 

21 178, 400 214,000 249,500 

22 179, 900 215,600 250,900 

23 181,400 217,200 252,400 

24 182,900 218,800 253,900 

25 184,500 220,200 255,200 
26 186,000 221,800 256,900 
27 187,500 223,400 258,600 
28 188, 800 225,000 260, 300 

29 190,400 226,600 262,000 

30 191, 700 228,300 263,800 

31 193,000 230,000 265,600 

32 194,300 231, 700 267,400 

33 195, 700 233, 300 268,900 

34 197, 100 234,900 270, 700 

35 198, 500 236,400 272, 500 

36 199,900 238,000 274, 300 

37 200, 900 239,400 275, 800 

38 202,200 241,000 277, 500 

39 203, 500 242,600 279,200 

260,400 304,600 
261, 900 306,800 

263,200 308,900 
265, 100 311, 000 

267 .• 000 313, 100 

268,800 315, 200 

270,500 317, 400 

272,400 319,500 
274,300 321,600 

276,200 323, 700 

278, 000 325,500 
279,900 327, 500 

281, 800 329,500 
283, 700 331, 500 

285,500 333, 500 

287, 400 335, 500 

289,300 337,500 

291, 200 339, 500 

293, 200 341, 100 

295, 100 342,900 
297,000 344, 700 

298,900 346, 500 

3UO, 700 348, 300 

302,500 350,200 

304,300 352, 100 
306, 100 354, 000 

307, 600 355, 100 

309,300 356, 800 

311, 000 358, 500 

352,600 

354, 800 

356,400 

358,400 

360,400 

362,400 

364,400 

366,500 

368,500 

370,600 

372,300 

374, 400 

376,500 

378,600 

380, 100 

381,900 

383, 700 

385, 500 

387, 300 

388,800 

390,500 

392,200 

393,500 

394,800 

396, 100 

397,400 

398,500 

399, 700 

400,800 

402,300 

404,600 

406, 700 

408, 700 

410,800 

413,000 

414, 700 

416, 700 

418,800 

420,900 

422, 700 

424,300 

425,900 

427,500 

429,000 

430, 300 

431,600 

432,900 

434, 100 

435, 200 

436,300 

437, 300 

438, 500 

439, 700 

441, 000 
442,200 

443,500 

444,300 

445,000 

.j:>. 
u、
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40 204,800 244,200 280,900 312, 700 360,200 402,000 445;800 

41 206,000 245,500 282,600 314,500 361,400 402,800 446,400 

42 207,200 2H, ooo 284,300 316, 200 362,600 403,600 447,iOO 

43 208,400 248,500 286,000 317,900 363,800 404,400 447,900 

44 209,600 250, 000 287, 700 319,600 365,000 405,200 448, 700 

45 210, 700 251, 400 289,400 320, 700 366,200 405,500 449, 300 

46 211, 800 253,000 291, 100 322, 200 367,000 406,200 450, 100 

47 212,900 254,600 292,800 323, 700 368,200 406,900 450,900 

48 214, 000 256,200 294,500 325,300 369, 300 407,600 451,500 

49 215, 100 257,800 295, 700 32fr, 800 370,400 408,200 452, 100 

50 216, 100 259,200 297,300 328, 100 371, 400 408,900 452,900 

51 217, 100 260,600 298,900 329,400 372,400 409,600 453, 700 

52 218, 100 262,000 300, 500 330, 700 373,400 410, 100 454,500 

53 218,900 263, 100 301,900 331, 800 374,200 410, 700 455, 100 

54 219,900 264,500 303,400 332,800 375, 100 411, 200 

55 220,800 265,900 304,900 333,900 376,000 411, 700 

56 221,800 267,300 306,400 335, 0（〕O 376,900 412,300 

57 222,600 268,400 307, 700 335,500 377, 500・ 412,800 

58 223,500 269, 700 309,000 336,400 378,300 413, 500 

59 224,400 271,000 310, 300 337,200 379, 100 414, 100 

60 225,300 272,300 311, 700 338, 100 379,900 414,800 

61 226,200 273,400 313,000 338,900 380,300 415, 100 

62 227,200 274,500 314, 300 339,100 381, 000 415,600 

63 228,200 275,800 315,600 339,800 381, 700 416,300 

64 229,300 277, 100 316,900 340,500 382,400 417,000 

65 230,000 278, 100 318,300 341, 100 382,900 417,300 

66 230,900 279,200 319, 100 341,800 383,500 

67 231,800 280,300 319,900 342, 500 384, 200 

68 232, 700 281,400 320, 700 343,200 384,800 



69 233,400 282, 500 
70 233,900 283,6寺号

71 234, 600 284, 700 
72 235,300 285,800 

73 235,900 286, 700 

74 236, 700 287,400 
75 237,500 288, 100 

76 238,300 288,900 

77 238，事00 289, 700' 
78 23哲， 500 2吉0,300 i 

79 240, 100 290，号在容

80 240, 700 2号1,500

81 241, 000 292,200 

82 241, 400 292, 700 

83 241, 800 293,200 

84 242,200 293,600 

8る 242,500 293,800 

86 294,.000 
87 2自4,200
日B 294,400 

日9 294,800 
90 295妻000

91 295,200 
gz 295, 40号

93 295,800 
94 295,900 
95 296, 100 

96 296,400 

321, 300. 

322,000 344,500 

322, 700 344，官。。
323,300 345,200 

324, 100 345,300 

324,200 345,900 

324，器00 346,400 

325,400 347,000 

326,000 347,500 
326, 500 348,000 

327,000 348, 500' 
327,500 349,000 

328, 100 349, 300 

328，巷号号 349,600 

329, 100 350,000 
329,600 350多300

330, 100 35仏語告告

330, 5.00 351, 100 
330, 600 351,40号

331,000 351, 700 

331, 400 352, 100 

331,800 352, 300 

33Z, ZOO 352, 700 

332,600 353,000 

332，註00 353, 400 

333, 100 353,600 

333,500 354,000 

333,800 354,300 

385,300 

385,800 

386,300 

386,800 

387,400 

387, 700 

388,300 

388，君。G

389,400 

389,800 

390,400 

391,00告

391,50む

392, 100 

392, 700 

393,300 

394を000

394,600 

395,200 

395,800 

3告6,500

品、J



お

告7 2吉弘800 334,00告 354,600 

告S 297,100 334,300 355,000 
事官 297,400 334,600 355,400 

100 297, 700 334,900 355多 800

101 298, 0告。 335, 100 356,300 

102 298,100 335,2告G 1356, 700 

103 2号8,400 335,400 357, 100 

104 298, 700 335,500 357,500 

105 299,000 335,600 358, 0告号

106 335, 700 

107 336, 100 

108 336, 300 

109 336,5号G

110 336, 900 

Ill 337, 300 

112 337, 700' 

113 337，官00

干専f五
汚職 '186, 800 213, 500 245, 700 259,300 285,500 327, 000 370,000 

員

告書考 この運査は、保健所等iこ重義務ずる楽刻師、栄幾てとその争患の事議員で人者葬祭険会規員ljでZ主めるを，<7J Iこ適用する。

ク 疫療職給料章受（3)

職員 職務の議量 1 級 2 重量 3 主主 4 級 5 軽量 § 費量
のiz:

給料月額 紛料月額 給料fl護翼 給料月綴 給料月徽 給料j守護医
£/' 号車雪

事災後
民 F号 内 子守 F号 P'l 

1 157, 700 185, 100 233,30む 258,300 288,6註§ 334, 300 
湾総

2 159, 100 187,200 235妻 l告C 259,500 2吉0,600 336,500 
員以

3 160,600 189,300 236,900 260,800 292,600 338, 700 
外の

職員
4 162,000 191,400 238, 700 262, 100 2冒4,600 340，吉00



5 163,400 193, 50合 240,300 

も 164,900 195, 700 241,800 

7 !66, 400 198,000 243, 300 

8 167,90号 200,300 244,600 

9 169,200 202, 70合 245,800 

10 170,900 204, 100 247,200 

11 172, 5告。 205,500 248, 400 

12 174, 10号 206,900 24号，800

13 175,600 208,300 251, 100 

14 177,600 209,800 252,400 

15 179,600 211, 300 253, 700 

16 181, 6古9 212,4告告 255,00告

17 183,800 213, 800 256,000 

18 185葬900 215,300 257,400 

19 188, 0む号 216,800 258多 700

20 190, 100 218,3告む 260,000 

21 192,200 219, 700 261, 000 

22 194,4号告 221,400 262,400 

23 196,6寺号 223, 10合 2各3,800

24 198,800 224,80告 265, 200 

25 200, 900 226, 100 266,500 

26 202妻 200 227,800 268, 100 

27 203,500 22宮， 500 26告，60む

28 204,800 231, 200 271, 200 

29 206,000 233,000 272,800 

30 2む7,100 234,500 274, 400 

31 208,400 236,0号§ 276，母号号

32 209, 500 237,300 277, GOO 

33 21告，喜00 238, 600 219, 200 I 

263,200 296, 400 

264,600 2吉8,300
265, 700 300, 200 

267, 100 302, 100 

268,500 304,100 

26自身600 306，告号§

271, 200 307，宮00

272,800 30仏800

274,20告 311, 400 

275,800 313,200 

277,400 315,000 

27ゑ000 316,800 

280,600 318, 700 

282, 100 320,400 

283,600 322,100 

285, 100 323,800 

286, 700 325,300 
288,300 326，自00
289,900 328, 500 
291,300 330, 100 

292, 700 331, 800 

294,500 333,300 

2事6,300 334, 700 

298,10号 336,300 

299, 700 337,600 

301, 400 339,100 

3註3多 100 3長0,600
304,800 342, 100 

306, soo I 343, soo I 

343, 100 

345,300 

347,500 

349, 700 

351,300 

353,300 

355,300 

357,300 

359警 500

361,600 

363, 700 

365, 800 

367, 70告

369,800 

371,900 

374,000 

375,800 
377,90号

380,000 
382, 100 

'384, 100 

385,800 

387, 700 

389,600 

3宮1,3.00 
393, 100 

395,000 
396,900 

398,6合号

品、s



E、＂；、

34 212, 100 240,000 280, 700 307,900 345,400 400,300 

35 213,400 241, 400 282,200 309,500 347, 000 402, 100 

36 214, 700 242,800 283, 500 311, 100 348,600 403,9自告

37 216,100 2＜従， 100 285, 100 312,500 350,300 405,500 

38 217,500 245,400 286,400 314,100 351, 900 407,300 

39 218，吾容告 246, 700 287，容器§ 315, 700 353,500 40骨， 100

40 220,3告。 248,000 289,400 317,300 355, LOO 410,900 

41 221, 300 249,000 291,000 318,900 356,300 412,200 

42 222, 70容 250,300 292,600 320,400 357, 800 413，告。。

43 224多 10自 251,500 294,200 321, 700 359,300 415,600 

44 225,500 252, 800 2事5,800 323,200 360, 800 417,200 

45 226,900 253,800 297,200 324,300 361,800 418,600 

46 228,400 255,2吾号 298, 700 325, 700 362,900 420警 200

47 229，事00 256,600 30仏200 327, 100 3苔久400 421, 70む

48 231,200 258,000 301, 700 328,600 365, 700 423, 200 

49 232,300 259,000 302, 900 329，告00 367,000 424,800 

50 233, 700 260,500 304,300 331,300 368,40む 426,200 

51 235, 100 261，容。。 305, 700 332,600 369,800 427,600 

52 236,500 263,300 3自7,100 334,00告 371, 200 429, 1会合

53 237,800 264, 800 308,600 335,400 372, 700 生30,500 

54 239, 100 266, 400 310,000 33告，800 373,900 432,000 

55 24寺＇400 268,000 311, 400 338,200 375,100 433, 400 

’56 241, 700 26自， 500 312,800 339, GOO 376, 30告 434,800 

57 242,900 271, 100 313,800 340, 5号告 377,400 435,900 

58 244,200 272, 700 315, 100 341,800 37宰，400 436,800 

59 245,4色S 274,300 316, 400 343, 000 379,400 437, 700 

60 246, 700 275，告00 317,800 344, 30告 380,400 438, 400 

告1 247, 700 277, 300 319，告00 345, 500 381,000 439,300 

62 249,000 278,800 320, 300 346,300 381,800 440,200 



告3 250, 300 ! 280,300 321,600 347, 600 382,600 441, 100 
64 251,600 281, 800 322, 900 348，寺号奇 383,400 442,000 

65 252, 400 2事3,400 324,200 350,000 384, 200 442,900 
66 253, .700 284，喜志G 325,500 351,200 384, 900 443, 700 
67 255,100 286,400 326,800 352,400 385, 700 444,500 
68 256, 500 287,900 32器， 100 も 353,500 386,400 445,300 

喜吉 257，草00 289,200 328，告。。 354,500 387, 100 446, 100 
70 258,900 2司自， 700 330,000 355,600 387, 700 

71 260,200 292, 200 331, 100 356,100 388,400 
72 261,500 2告3,700 332,000 357,800 388,900 

73 262,900 2告4,8日）0 333, 100 358, 100 389,600 
74 264, 200 296,200 333, 800 35苦， 200 390, 000 

75 265,500 297, 600 335,000 360,300 390,600 
76 266, 800 2事9,000 336,200 361, 400 391, 000 

77 267, 700 I 300,400 337,300 361,900 3幸1,400 
78 268, 900 301, 700 338き500 362, 700 392,000 

7吉 270,200 303, 000 339, 7号号 363,500 392,600 

80 271, 500 304, 300 340,900 364, 300 393, 000 

81 272,600 305, 100 341,900 364, 900 393, 500 

82 273, 700. 306,300 343,000 365,400 394, 100 

83 274,800 3合7,500 344, 100 366,000 3号ふ 700

84 275, 900 308,800 345,200 366,500 395,300 

85 276,800 309,600 346, 1むG 367, 100 395,800 

86 277, 700 310,800 347, 100 367,600 396,400 

87 278,800 312, 000 348,000 368,20自 397,000 

88 27吉， 900 313,200 349,000 368, 700 397,600 

89 280,800 314,400 350, 100 369, 100 398,DQO 

告9 281,800 315,600 350，告00 369,600 398,500 

91 282,800 316,800 .351, 700 370,200 399, 100 

U望





121 

122 300，事00

123 301,300 

124 301,700 

145 301, 900 

126 302,000 
127 302,400 

128 302,800 

129 3註3,000

130 3合3,200

131 303,60吉

132 304,000 

133 304,200 

134 304,400 

135 304, 800 

136 305,000 

137 305,200 

138 305,500 

139 305,900 

140 306, 100 

141 306,300 

142 30喜多7寺号

143 307, 100 

144 307,400 

145 307,500 

146 307, 700 

147 307, 900 

l吾吉 308,300 

331,500 

331,700 

331，昔日。

332, 100 

332, 300 I 
332, 600 

333,0詰9

333, 100 

333,200 

333,600 

334,000 

334,200 

334,500 

334, 900 

335, 300 

335,700 

336,000 

336, 400 

336,800 

337,200 

337,500 

337,900 

338,300 

338, 700 

33百，000

339, 400 

339,800 

340,200 

365, 700 

366,20号

366, 700 

3品7,200 

367才 600

..,, 
VJ 



149 308,500 340,500 
150 308, 700 340,900 

151 309,000 341,300 
152 309,300 341, 700 

153 309, 700 342, 000 
154 309,800 

155 310, 00（〕

156 310,300 

157 310, 600 

158 310,900 

159 311, 200 

160 311, 500 

161 311, 900 

162 312,200 

163 312,500 

164 312,800 

165 313,200 

166 313,500 

167 313,800 

168 314, 100 

169 314, 500 

再任

用職 233,200 257, 800 265,100 275, 500 292, 600 330,400 

員

備考 この表は、保健所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

第2条一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

改E前 改正後

（趣旨〕 ｜ （趣旨）

第 1条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法Jとい｜第1条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「J去」とい

v可
.j::. 



う。）箆役会笈ゑ翠及び地方公営企業主等の空＞＇ 1勤務係iこ院する法待（昭和27

年法律第28告をき〉隊員5第5磁のま覧請ぎにより準汚される地方公営企業主まく総事詩

27長手法律第292~ま）第38条第4項の緩2をにより、別に1在めるものを徐き、－

素変革量の職員（第43~駐の 21こ規定するま支昔話機員等を！捻〈段以下線条を除き「

理議員j という。）の給与に潟し必要な場客様主立びに同条に線総ナる技能職員

う。〉釜2生ゑ銭ゑ蕊及び員生方会食if.~義毒事の労働関係に自選する法律｛泌総27

4手法律第289~ま）鮒長lj~喜 5 疫の土建'.ii:により準局されるi議会公鴬企業法（昭和

27年法律第292妻子｝然38条第4項の規定によ号、芸誌に'.ii:めるものを除き、一

般臓の耳議員｛第43~院の 2 fと規定するま支昔話機長等を徐く。以下関条を除き f

殺気j という。）の給与に関し必要な芸評宅業主主びに同条に規定するま主総務員

毒事の給与の種類及び蓬殺害と定めるものとする。 I 毒事の給与の種類及び義務殺笈めるものとする。

（紛料章受毒事） I ｛給料淡号事）
第5条 ｛襲警3 ！第5条 ［世襲；

2 ［絡J I ? ［略〕

3 織員の職務l立、その複雑、芸富豪華及び賞任の度にさ毒づき給料表に定める機Is 磯員の総務は、その複雑、慰霊量殺ぴ索後の震に基づ哲給料表iこ定める機

務の級に分類するものとし、その分類の主基準となるべき緩獲担主主職務の内

耳撃は、人事委員会長翠!Illで定める。

｛初千妄葬会、昇害事、手手絵空事）

第 6~染 ［書芸〕

務の重量に分類するものとし、その分類のさ在主障となるべき革連緩め内容は、 M
遺賢繁6fこ定めるとおりと守る。

（初任給、昇格、昇給毒事｝

第日糸 ［襲名〕

2 1議長義の機務の級は、議官後（／）意義員の職務の級ごとの定数の室主話室内で、かっ12 1議殺の審議き蓄の級は、吉町吸の職員の磯喜善の意義ごとの定数の範鹿内で、かっ

、入者詩書H議会主晃県立の定める祭主務iこ従い決定するφ ｜ 、型議議怠為法人事委員会主見長誌の定める基準に従い決定するe

3～11 ［路〕 13～11 ［絡］

（地域手当〉 I 〔地域手当）

多喜28粂の2 ［賂］ I 詩~28条の 2 3き〕

2 1患繊手当のj司縦は、給料、給料の特例記暗殺額及び主主著護学さきの月額の合計 12 全世域手当の沼署翼｝立、給料、給料の特務総喜重重責及び扶養学~の月額の合計

護襲』と、次の各号iこ主義；ずるえ主主主手当の級I也の区分に応じて、さ話君主唱を号に定め

る審Jj合告と若者じて得た畿とする。

( 1) 1裏表波注空会設.lii

( 2) 2道産主主 日立会£212

( 3) 3議員会議 辺E会Q)j1

(4) 4級地政2公金i立

( 5) 5級地法皇念企fl_

議護iこ、まえの各号iこt告げる地域手当 （／）主主総の IZ'.分iこ応じて、 lli~産各号に定め

る務会:a:祭じて得た額とt-7.i.

( 1) 1車産地 辺空会会主主

(2) 2議長持主 民空全企よ立

(3) 3級綴袋空会2主E

(4) 4義是主主 lQQ2油 11

(5) 5級地 政日生色忽主主

えA
V1 



I （前例叫 i ( 6) 6鱗山
｜ ｛？｝ 7級封h 100分の3

3 ［賂〕， I3 r絡3
気28条の3 医療機給料表（ 1 ）の遠浅を~ける磯良には、前条の主義まをiとより I~事28条の 3 E主療機給料表｛工〉の適用を受けるi隊員iこは、総長良の規定により

この請もの規定による地提案手当の支給割合以上の文章者観念による地域手当誌を！ この霊長の規定による地域手当の支給刻合以上の支給割合による生態域手当役

支給される場合を霊長寺、当分の誇号、前条の主主定にかかわらず、給料、給料

の特別言揮さ菱重要及びまた緩手当の月額の合計額に並立ゑ会主主安乗じて得夫こ月額の

地域学Z[iを支給する。

（主装身赴任手掛

第29請もの2 ［絡］

2 )jj＿身赴任手さきのJj額は、怨ぷ笠旦（人署革委員会規則守主主めるところによ

り事李総した職員の住居と総偶者の主主震との簡のき芝送路線（以下殺に「交滋

窓際j という。）が人察委員会規則で定める距離以上'"t'ある1被災にあって

は、その綴l乙、笠A段flを超えない範閣内で交j議Ila離の区うまに応じて人事

委員会主義郎で定める綴を.:IJD事事した猿〉とする。

3・4 ［路3
（：＠＇密室手滋）

護憲34条 ［書記

文申告されるま務会を除毒、当分の問、言言灸の規定にかかわらず、給料、給料

の特別調援護露l!zび放後手当のj奇襲読の合計義震に辺盟会m呈を乗じて得たj守護震の

地域手き援を支給する。

｛単身赴任手滋〉

第29~長の 2 ［絡3
2 単身長去後手当の月菱重は、設d包皐｛人選革委員長誉士晃郊で定めるところによ

哲算定した職員の俊居と混然活の主主，堅？との関の交通E互蓄量〈以下時まに f主主遠

距総j という。）が人務委員会土産員せで定める語義援以上である機嫌にあって

は、その客室iζ、担ιQ.QQl豆を超えない総E室内守交通綴畿の区分に~じて人署員？
委員会規則で定める綴を加害撃した額）と十る。

3・4 ［絡］

〔犠臼語王手~）

第34議長 ［賂］

2 言在宅震の勤務は、書IJ2条、次条第l円買及び第35条の勤務には含まれないも 12 前壌の議事務は、約2条、次条第工宅薬及び隻ゑ護法立ぶ務35粂の幸裁選撃には

のとすーる。 会まれないものとする。

｛管理職員特別勤務手当〉 ｛す豪華塁悪童員特別室主務手務）

書籍34条の2 然26条築工項に土認定ナる織にある務長支（以下 f終定管理職員JI j事34条の2 3喜26条第1療に殺1在十る磯にある職員｛以下「特定管返事通気J

という。｝が蛾時又は雪量殺の必要その総の公選告の透震の必要によ号勤務時

総等条例第 3条第 l 宅賞、負~4 粂及び第 5粂の去最定lとま毒づく週休日又は祝日

記訟による体関等若しくは年来年始の休日空事に勤務した場合4士、当該職員に

？士、管護霊~議員特別勤務手当事と交給する。

という。）が綴雲寺又は緊長誌の必要その後の公務め運営の必議事によワ議事務雲寺

間等粂~J第 3 ;l{<;~震工夜、費電4条及び翼~5 条の主党主主に基づく i塁手本関又は祝商

法による針＇ s毒事若しくは年末年生命の休お毒事（次項において「遊休5号事iと

己主ιLIと勤務した場合l立、ぎ話君主職員には、号警王護職員特別懇Ii事手当歌文絵

する。

U1 o、



2 空警王室再議長特定詰勤務手当の綴は注育古城の規定による勤務 1室主につ誉議

12主♀OOF号を超えない総殴内において人議議員会競塁ljで定める重要とする議 1と
だし， I湾設の規定による勤務に従療する時間等安考慮して人妻葬祭祭会緩衝j

で緩める勤務にあっては注その鎖iと100分のl吾容易を乗じて隻た客室とするa

之 官官 2宅援に去最ま草するもののほか、管翌主総員特飢餓著書手当の支給に関し必要

な率宅資f立、人繁華室長造会主主員I]で定める。

｛綴求手当｝

第38条 ｛襲各3

2 主努E左手さきの護誌は、英語オミ手当基礎額に、 6月iこ支給する議会においては並立

分の120、12月i二支給十る場合においては100分の140夜祭じてき尋た審議（行政

機給料表の適期を受ける1総長でその磯務の級が 7級以上であるもの並びに

照表以外の各給料授の主題筋合受ける殺員でその殺著書の主義孝襲、閣総2えび潔｛壬

の度等がこれに相当するもの｛これらの磯良のうち、人率委長主会主見良リで:11:

める職員を除く e 第39条において f終主主事李錦絵員Jという。）にあ唱では

、6Jj lと支給する場合においてはぬむ分(1,)100、12月に支給する場合におい

ては100分の120を乗じて得た毒薬｝に、議長、主襲臼以前日箇月以内の銀関におり

るその若宮の夜総裁僚の次（！）各4去に殺げる区分、に応じ、当該各号に定めるまl]

合殺害警乙て得た菱重とする。

〈ヱ〉～（4) 〔封書］

2 前項｝と支晃2芝する毒義？をのほか、特定管理職員が災各への対処その自畿の隣雲寺

又は緊急の必要害によ号i議体詞毒事以外の日の午前零時から午書官5勝率での箆

であって1E幾の勤務官寺院議主主外の時閲に勤務した場合はミ ~t京総長まいiまa 号寄

五霊再議員特別勤務手当を文幸告す；，；，' 

3 管室霊碑員特別勤務手当の繍はョ老先の各号に掲げる言語会のIEうまに応ムをき

室主若手号lこ定める額とする。

{ 1) 損害1項に規定する場合 路浅の霊襲警告1!!!I につき、 12,000内を趨えな

い飽凶内において人事委塁会主定員IJで護主主ちる毒薬 ii湾攻の勤務に従事する峻

問者事を考慮して人事委員会議演でZをめる勤務にあっては、その額に100分

の150奇策じて得た菱重｝

〔計 約実襲に主義語さナるさ曇合 ！湾攻の銃器奪 1 闘につ~， 6, 000円を超え老い悠

自室内において人察署き墨会毅郊で定後ゑ額

五主 総3真夏にま義主主するもののほか、管理職員特別勤務不¥'1の文章舎に隠し必要

な苓宅奈は、ノ札機意書長議会幾郊で定める。

｛実喜子転手滋）

第38条 びき］

2 期末手当の審問は、潮対若手当基礎綴iこ、 6Jl Iこ交番会ーする場合においては100

分の122.'5、12月に支給Ti.5級会においては100分の137.5を予告じて得た綴（

行政職給料表の適用をときそげる総長室で、その総務の級が 7級以上であるもの放

びに同表以外の各給料畿の淡F話会受ける職員でその職務の複雑、閣議普及び

3費｛壬の度等がこれに綴きき？るもの｛これらの議員のうち、人事苦言及会総長11

で定める総員を霊長く＇ ~露3号条において？特定幹部職員j という。〕にあっ

では、 6Jl Iこ支給する場合においてはJOO分の102.5、12月に支給する場合

においては100分の117.5を粂じて得た徽） Iこ、基準日以前6鐙月以内の多額

穏におけるその者の在職期悶の次の各与すに掲げる区分に応じ、当該毛H去に

絞める事録台芸と乗じて得た額とする。

( 1）～（4) C略］

u司、J



3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「辺2盆£'lliQ_,__l3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「辺E金金当主E

」とあるのは「辺E会企監斗」」と、 「辺立会2並立Jとあるのは「足立会!!2.

鐙」」と、 「迎Q2l!!2.旦QJとあるのは「辺E金豆笠」Jと、 「盟E会£lliQ主主

j とあるのは「辺E盆~」主」とする。

4～6 ［略］

第38条の 3 ［略］

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分（以下「一時差

止処分」という。）を受けた者は、行政不服審査法（昭和37年法律第160-l手

）第14条又は第45条に規定する期聞が経過した後においては、当該一時差

止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その

」とあるのは「辺2盆!!2.§2」と、 「辺E金!!2.lR互」とあるのは「盟E金!!2.!iQJ

と、 「辺E盆豆盟主互J とあるのは「よ盟盆企~」と、 「辺E全企11.L.§_J とあ

るのは「辺2会!!27.QJとする。

4～6 ［略］

第38条の3 ［略］

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分（以下「一時差

止処分」という。）を受けた者は、行政不服審査法（平成26年法律第68号

）第18条第1項本文に規定する期聞が経過した後においては、当該一時差

止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その

取消しを申し立てることができる。 ｜ 取消しを申し立てることができる。

3～6 ［略J I 3～6 ［略］

（勤勉手当） . I （勤勉手当）
第39条［略］｜第39条［賂］

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、 f王命権者が人事委員会規則で定め 12 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規則で定め

る基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任

命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職

員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない

。

( 1 ) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎

額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、若しくは失職し、又

は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日

現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこ

れに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に盟E金皇室（特定幹部

職員にあっては、旦立会2旦§） を乗じて得た額の総額

( 2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に

辺2公金鍾（特定幹部職員にあっては、旦2会!!2.§Q）を乗じて得た額の総

る基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任

命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職

員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない

。

( 1 ) 前項の職員のうち再伝用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎

額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、若しくは失職し、又

は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日

現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこ

れに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に旦E金笠立」（特定幹

部職員にあっては、旦E盆£2.§l.1_§_）を乗じて得た額の総額

( 2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に

辺E全企笠」（特定幹部職員にあっては、盟E全企笠」）を乗じて得た額

Ul 。。



額 の総額

3～5 ［略］ 3～5 ［略］

（寒冷地手当） （寒冷地手当）

第40条 寒冷地手当は、職員であって、毎年11月から翌年3月までの各月の｜第40条寒冷地手当は、職員であって、毎年11月から翌年3月までの各月の

初日（以下この条において『基準日」という。）において、旦昼笠阜の左

欄に掲げる支給地域（以下「支給地域」という。）に現に居住するもの（

初日（以下この条において「基準日」という。）において、盟堕築工の左

欄に掲げる支給地域（以下「支給地域」という。）に現に居住するもの（

支給地域に現に居住しない職員で第29条の 2の規定により単身赴任手当を｜ 支給地域に現に居住しない職員で第29条の Zの規定により単身赴任手当を

支給されるもの（これに準ずる職員として知事が別に定める職員を含む。｜ 支給されるもの（これに準ずる職員として知事が別に定める職員を含む。

）のうち、知事が必要と認める職員を含む。）に対して支給する。 ｜ ）のうち、知事が必要と認める職員を含む。）に対して支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における担室筆工に掲げる支給地域の区分及 12 寒冷地手当の額は、基準日における型窒筆立に掲げる支給地域の区分及

び職員の世帯等の区分に応じ、同表に定める額の範囲内で知事が規則で定｜ び職員の世帯等の区分に応じ、同表に定める額の範囲内で知事が規則で定

める額とする。

3 ［略］

（災害派遣手当）

第41条の4 ［略］

2 災害派遣手当の額は、滞在期間及び施設の利用区分に応じ、型屋笈立に

掲げる額とする。

（技能職員等の給与の種類及び基準）

める額とする。

3 ［略］

（災害派遣手当）

第41条の4 ［略］

2 災害派遣手当の額は、滞在期間及び施設の利用区分に応じ、担室築主に

掲げる額とする。

（技能職員等の給与の種類及び基準）

第43条の 2 技能職員等（地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第 51第43条の2 技能職員等（地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第 5

項の規定により同法（第17条を除く。） ll!J1_地方公営企業法箆託象主主第｜ 項の規定により同法（第17条を除く。）並笠主地方公営企業法筆送金孟笠

39条主主の規定が準用される職員をいう。）の給与の種類は、給料、扶養

手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特

地勤務手当、超過勤務手当、休日給、宿日直手当、夜勤手当、期末手当、

勤勉手当、ー寒冷地手当及び退職手当とし、その給与の基準は、職務の性質

及び責任を考慮しセ知事が定める。

附則

l～35 ［略］

第39条の規定が準用される職員をいう。）の給与の種類は、給料、扶養手

当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地

勤務手当、超過勤務手当、休日給、宿日直手当、夜勤手当、期末手当、勤

勉手当、寒冷地手当及び退職手当とし、その給与の基準は、職務の性質及

び責任を考慮して知事が定める。

附則

1～35 ［略］

..,, 、D



備考改正部分は、下線の部分である。

別表第1から別表第5までを次のように改める。

別表第l 行政職給料表（第5条関係）

職員 職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級
の区

分 号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円
1 141,400 191, 900 228,400 262,200 

再任
2 142,500 193, 700 230,100 264, 300 

用職
3 143, 700 195, 500 231,600 266, 100 

員以
4 144,800 197,400 233,200 268,200 

外の
5 145,900 199,000 234, 700 270, 100 

職員
6 147, 000 200,800 236,400 272,000 

7 148, 100 202,600 237,900 274,000 

8 149,200 204,400 239,500 276,200 

36 特定管理職墨で次の各号のいずれかに該当する皇のの平成28年4月から

平成29年 3月までの聞に支給されるべき給殺の特別調整額の月額は、第26

条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定められる額から当該

額に当該各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額

（その額に 1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）を減じ

た額とする。

( 1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級区上である

主の並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、

困難及び責任の度等がこれに相当するものとして知事が定める職員’ 100

金2よ2
(2) 行政職給料表の適用を雲ける職墨でその職務の級が6級又は7級で

あるもの｛知事が定める職員を除く.）並びに同~Eb外の各給粧表の適

用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当す

るものとして知事が定める職員 100会の5

5 級 6 級 7 級 8 級 9 級 10 級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料ト月額 給料月額

円 円 円 円 円 円
288,800 319, 900 364, 600 410,600 461,300 525,200 

291, 000 322, 100 367,200 413,000 464,400 528,100 

293,300 324,400 369, 700 415,500 467,500 531,200 
295,500 326,600 372, 300 417,900 470,500 534,400 

297,600 328,900 374,400 419,800 473,500 537, 500 

299,900 331,000 377,000 422,200 476,600 539,800 

302,200 333, 200 379,300 424,300 479, 600 542,300 

304,500 335,400 381,800 426,500 482, 700 544,800 

。、
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9 150,300 206, 100 241, 100 278, 300 306,600 337,500 384,300 428, 500 485,400 547, 200 
10 !5!,800 208,000 242,600 280,300 309,000 339, 700 387, 100 430, 600 488,600 549,000 

11 153, 100 209,800 2壬4,200 282,400 311, 200 341,800 389, 700 432,800 491, 600 550,800 
12 154,400 211, 600 245, 700 284,500 313,500 344, 100 392,400 434,900 494, 700 552, 700 

13 155, 700 213,000 247,200 286, 600 315, 700 346, 100 394,800 436,600 497,400 554,400 
14 157,200 214,800 248, 700 288, 700 317, 800 348, 100 397, 100 438,400 499,800 555,900 
15 158, 700 216,500 250, 100 290, 700 320, 100 350, 200 399,400 440,400 502, 100 557,200 
16 160,300 218,300 251,500 292,800 322,200 352,200 401,800 442,400 504,400 558,300 

17 161, 600 220, 100 253, 100 294,800 324,300 354,200 403,600 444,400 506,500 559, 600 
18 163,200 221,800 254,900 296,800 326,300 356,200 405,600 446,200 507,900 560,600 
19 164, 700 223,400 256, 600 299,000 328,400 358,000 407,500 448,000 509,400 561, 500 
20 166,200 225,000 258,400 301,000 330,400 359,900 409,400 449, 700 510,900 562,400 

21 167,600 226,500 260, 100 303, 100 332,500 361, 900 411, 300 451,500 512, 100 563,300 
22 170, 300 228,200 261,900 305,200 334,600 363,800 413, 100 453,000 513,500 
23 172,900 229,900 263,800 307,.200 336,600 365,900 414,900 454,500 515, 000 
24 175,600 231,500 265,500 309,400 338, 700 367,800 416,800 456, 00（〕 516, 500 

25 178,300 232,900 267,500 311, 200 340,300 369,800 418,600 457,400 517,600 

26 180,000 234,400 269,400 313,300 342,300 371, 700 420, 100 458, 700 518, 700 

27 181, 700 235,900 271, 200 315,400 344,200 373, 700 421, 700 460,000 519,900 

28 183,400 237,200 273,!0d 317,400 346, 100 375;800 423,300 461, 200 521, 100 

29 184,900 238,500 274,900 319,400 347,800 377, 300 424,900 462, 200 522,200 

30 186,800 239, 700 276,800 321, 500 349, 700 379, 100 426,200 462,900 523, 100 

31 188,600 240,800 278, 700 323,600 351,600 380, 900 427,500 463, 700 524,000 

32 190,300 242, 100 280,500 325, 700 353, 500 382, 500 428, 700 464,400 524,900 

33 191,900 243,400 282,200 327, 200 355,400 384,300 429,900 465, 100 525, 700 

34 193,400 244, 700 284,100 329,200 357,200 385, 700 431,200 466,000 526,600 

35 194,900 245,900 286,000 331,200 359,000 387,300 432,600 466, 700 527,300 

36 196,500 247,200 287,900 333, 300 360, 700 388,900 433,800 467,300 527,800 

。、
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号寺、ふ、

37 197; 800 248, 2告。 289,600 335,200 3告2,100 390,300 、435,000 467,800 528,50号

38 199, 100 249,600 2告1,300 337, 100 363,400 391,500 435,800 468,400 529, 100 

39 200, 400 251, 100 293, 100 339, 100 364，哲00 392,700 436，・600 46告， 000 529,900 

40 201, 700 252, 700 2宮4，吉00 341,000 366,300 3告3,800 437,400 品毒事， 600 530, 500 

41 203, 000 254, 100 296, 600 343，告00 367, 600 394，幸容寺 438,000 470, 100 531，自告。

42 204,300 255,500 298,400 344，事00 368,500 396, 100 438, 700 470,600 

43 205,600 256，号00 300,100 346, 700 369, 600 397,300 43告，400 471,000 

44 206，告00 258,30告 301, 700 348,600 370, 700 398, 500 440, 100 471,300 

45 208,200 259,500 303, 4告を 350,100 371, 500 3幸吉， 200 440，宮00 471, 600 

46 209, 500 260,800 305, 100 351,500 372,400 39雪，き00 441, 700 

47 210杢 800 262,200 306, 700 353,000 373,300 400,600 442, 100 

48 212, 100 2詰3,700 308,500 354,600 374,200 401,300 442. 900 

4告 213,200 265，む00 309, 700 356,200 375, 100 401, 900 443,40号

50 214, 300 266,100 311, 200 357,000 376,000 402,500 443,800 

51 215,300 267,400 312, 700 358, 200 376,800 403,000 444,200 

52 216,400 268, 700 314, 30日 35告＇200 377,600 403,400 444, 600 

53 217,500 26吉，800 315,900 3告0,1寺号 378,300 403,800 445,000 

54 218,500 270，宮00 317,500 361, 200 379，合00 404. 100 445, 400 

55 219, 500 272,200 319, 100 362, 100 37吉， 700 404,400 445,800 

56 220,500 273, 500 320, 700 363, 200 380,400 404, 700 446, JOO 

57 221,200 274,600 322,200 364, 100 380,900 405,0合住 446,400 

5器 222, 100 275穿 700 323,400 364, 900 381, 500 405,300 446, 800 

59 223,000 276,800 324, 600 365,600 382, 100 405,600 447, 100 

色S 223,900 277，吉00 325, 800 36自， 300 382,800 405,900 447,400 

61 224,600 279, 100 326,500 366, 700 383,200 406, 2.00 447, 700 

62 225,600 280, 100 327,400 367, 300 383,90詰 406,500 

63 22苗＇500 281,000 328,200 368, 000 384,500 406,800 

色生 227,400 282,000 329,000 368, 700 385, 100 407, 10号

65 228, 100 2問32,800 329,900 369,000 385,500 407,400 



66 229,000 283, 700 

67 230,000 284,400 

68 231, 100 285,300 

69 231, 900 286,400 

70 232,600 287, 200 

71 233, 300 288,000 

72 234, 100 288, 800 

73 234,900 289,600 

74 235,600 290, 100 

75 236,300 290,500 

76 237,000 291,000 

77 237, 700 291, 100 

78 238,500 291, 500 

79 239,300 291, 700 

80 240,100 292, 100 

81 240,800 292,300 

82 241,600 292,500 

83 242,300 292,900 

84 243,000 293,200 

85 243, 700 293,500 

86 244,400 293,800 

87 245, 100 294, 100 

88 245,800 294,500 

89 246,500 294,800 

90 247,000 295,200 

91 247,500 295,500 

92 248,000 295,900 

~ 

93 248,300 296,000 

94 296,200 

330, 300 369, 700 

331, 100 370, 400 

331,900 371, 100 

332, 700 371, 400 

333,'400 372, 00（〕

334, 100 372, 700 

334,800 373,300 

335, 300 373,600 

335,900 374,200 

336,400 374, 900 
337,000 375,500 

337,300 376,000 

337,800 376,500 

338, 200 377, 100 

338, 700 377, 600 

339, 100 378, 100 

339,600 378, 700 

340, 100 379,200 

340,600 379,500 

340,900 379,900 

341, 300 380,400 

341, 800 380,800 

342,300 381,200 

342,600 381,600 
343,000 382, 100 
343,500 382,500 

343,900 382,900 

344, 100 383,200 

344,500 383, 700 

386, 100 

386, 700 

387,400 

387, 800 

388,300 

388,800 

389,400 

389, 700 

390, 100 

390,500 

390,900 

391,200 

391, 500 

391,800 

392, 100 

392,300 

392,600 

392, 900 

393, 100 

393, 300 

393, 600 

393,900 

394, 100 

394,300 

394,600 

394,900 

395,100 

395,300 

395, 600 

407, 700 

408, 000 

408, 300 

408,500 

408,800 

409, 100 

409, 500 

409, 700 

410, 000 

410, 300 

410,500 

410, 700 

。、
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。品、

95 296,600 345,000 384, 100 3言5，号00

96 297,000 345,400 384,500 396, 100 

97 297,300 345,500 384,800 3日6,300

98 297,600 346, 000 385,300 

99 298, 000 346,400 385, 70吾

1告む 2吉8,400 346, 700 386, 100 

101 298,600 347,000 386,400 

102 298,900 347,400 

103 299,300 347,800 

104 299,600 348,200 

105 2吉事，800 348, 700 

10詰 300, 100 349, 100 

107 300,500 349,500 

108 300,800 349,900 

109 301,000 350,400 

llO 301,400 350, 800 

111 301,800 351, 100 

112 302,100 351,400 

113 302,200 351，き00

114 302, 500 

115 302,800 

116 303, 200 

117 303,400 

118 303;600 

119 303,900 

120 304, 200 

121 304,600 

122 304,800 

123 305,100 



124 305,400 

125 305, 700 

再任

用職 188,200 215,900 256,300 275, 900 291, 100 316, 700 358,800 392, 200 
員

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員1；：適用する。ただし、第42条に規定する職員を除く。

別表第2 公安職給料表（第5条関係）

職員 職務の級 1 級 2 級 3 級
の区

4 級 5 級 6 級 7 級

分
守E王 かJ唱dコ込 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円
1 164, 700 18（〕， 400 207,200 247,500 292, 000 319, 100 348,200 
2 166,400 182,200 209,300 249, 300 294,200 321, 400 350,400 
3 168,200 184,000 211, 300 251, 100 296, 300 323, 700 352, 700 

.4 169,900 185,900 213,300 253,000 298, 700 325,900 355,000 

5 171,400 187,800 215,300 254, 700 300,600 328,200 357, 100 
6 173,300 190, 100 217,300 256, 500 302,800 330,400 359,200 
7 175,200 192,400 219,400 258, 100 305,000 332,800 361,400 

再任
8 177, 100 194, 700 221,300 259,800 307,200 335, 100 363,600 

用職
日 178,800 197,000 223,400 261,200 309,300 337,000 365,600 

員以

外の
10 180,500 199,600 225,200 262,800 311, 500 339,300 367,800 

職員
11 182,200 202, 100 227,000 264,200 313, 800 341,500 369,900 
12 183, 900 204,600 228,800 265,600 316, QOO 343, 900 372,100 

13 185,900 207,000 230,800 267,200 318, 100 346,000 374,300 

14 188, 000 208,900 232, 700 268,600 320, 500 348, 100 376,500 

15 190, 100 210, 700 234,600 269, 700 322, 700 350,300 378, 700 

16 192,200 212, 500 236,500 271, 000 325,000 352,400 380,800 

17 194,400 214,400 238, 100 272, 100 326,900 354, 700 382,600 

18 196,900 216,300 239,900 273,500 329,200 356, 700 384,600 

19 199,300 218,200 241,800 275,000 331,400 358,800 386,500 

443, 800 

8 級

給料月額

円

383, 600 . 

385,800 

388,000 

390, 100 

392,000 

394,000 

395,800 

397,600 

399,500 

401,500 

403,500 

405,600 

407,300 

409,500 
411, 500 

413,600 

415, 300 

417,000 

418, 700 

524,900 

日 級

給料月額

円

425,400 

427,200 

429, 100 

431, 000 

432,500 

434,200 

435,800 

437,300 

438,900 

440,600 

442, 200 

443, 900 

445,000 

446,600 

448,400 

450,200 

451,800 

453,600 

455, 500 

。、
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。。、、

20 201, 700 220, 100 243, 600 276, 500 333, 700 360，幸吉合 388, 600 420,300 457,200 

21 204,200 221,800 245,200 277, 800 335,800 363, 000 3望号＇400 422, 100 458,800 

22 206,000 223,60む 246,600 279,200 337,800 365, 100 3号2,5註§ 423, 700 460,500 

23 207，き00 225,400 247, 80合 280, 700 339，古色合 367, 100 394,600 425,100 462, 100 

24 209, 700 227,200 24骨， 100 2話2,200 342,000 369, 200 396,600 426穿 600 463，事00

25 211, 600 22喜，吉守合 250,400 2話3,400 344,000 371, 10号 398,400 427,900 465,500 

26 213, 400 230, 7寺号 251,700 285, 400 34日， 100 373芽 100 400,400 42告， 300 466，告。。

27 215, 200 232,400 253, 100 287, 500 348,100 375, 100 402,500 430,800 468,4告。

28 216, 900 234, 100 254,30号 289,500 350,100 377,200 404,600 432,500 46号， 700

29 218,900 235,500 255, 500 291, 500 352,300 379, 100 406, 10号 433,800 470,900 

30 220, 700 237,300 256,60邑 2宮3,500 354, .500 381,200 407,900 435,500 471, 600 

31 222,500 239, 100 257,900吾 2告5,400 356, 500 383,300 40宮， 700 437, 200 472,300 

32 224,300 240，吉00 259,000 Z宮7,400 358,600 385,300 411，手00 438,800 473,000 

33 226,000 242, 400 259，吉00 299,200 360,300 387,300 413, 100 440,200 

34 227, 700 243,900 261, 1告合 301,000 362,300 389,400 414,600 441, 900 474, 300 

35 22哲，400 245,200 262,200 302,900 364,200 391, 500 416,200 443, 700 475,000 

36 231,200 24吾，600 263, 400 i 3告4;800 366,400 3号3,400 417, 700 445,300 475,600 

37 232,600 247，幸容告 264,500 306,6合容 368,300 3告5,100 419,000 446,500 475望号。。

38 234,400 24告，200 265, 700 308,600 37色，400 396,600 420笹 600 447, 400 476,600 

39 236, 200 250,400 266,800 310,500 372,400 397, 900 422, 100 448, 100 477, 100 

40 238,0号告 251, 600 267,800 312,300 374,400 39君， 400 423，詰号母 448, 800 477,600 

41 239,4告。 252,900 269,000 314, 200 376,5告。 400, 60む 425, 100 44吉，200 478, 100 

長2 240,800 254, 100 270, 500 316, 00む 378,600 401, 70む 426,400 449, 80号 478,500 

43 242,200 255,2寺号 271,800 317，号00 3告0,700 402, 700 427, 700 450, 500 478,900 

44 243,400 256,300 273,000 319,900 382, 700 403, 700 428，吉00 451, 100 47君， 300

45 244, 700 257,400 274,200 321, 700 384,400 4合4,900 429，吉00 451,900 47告，600

46 245,800 258, 500 275,80告 323,600 386, 100 406, 100 430,6告。 452, 600 

47 246,800 359,600 277,400 325,500 387,800 407, 200 431, 400 453, 100 

48 247,700 260,800 279,000 327,300 389,500 408,400 432,300 453,60号



49 248,600 261,800 280,800 

50 249, 700 263,000 282;500 

51 250,900 264,200 284, 200 

52 252,000 265,300 285,800 

53 253, 100 266,500 287,400 

54 254,300 267,600 289,200 

55 255,300 269,000 290,900 

56 256,500 270,200 292, 700 

57 257,600 271, 300 294,300 

58 258,600 272,900 296,000 

59 259,400 274,400 297,900 

60 260,400 276, 100 299, 700 

61 261,500 277, 700 301,200 

62 262,600 279,300 303, 000 

63 263,800 280,900 304,800 

64 264,800 282,500 306,500 

65 265,900 284,000 308,000 

66 267, 100 285,400 309,800 

67 268,400 287,000 311, 400 

68 269, 700 288,500 313, 100 

69 270,900 290, 100 314, 700 

70 272,300 291, 600 316, 100 

71 273, 700 293,200 317,600 

72 275,200 294, 8（〕O 319, 100 

73 276,500 296, 100 320,200 

74 277,900 297,600 321, 800 

75 279,300 299, 100 323, 300 

76 280,600 300,600 325,000 

328,900 390,900 

330, 500 391,900 

332,200 392,900 

333,900 393,900 

335,600 395, 200 

337,300 396, 300 

339, 100 397, 400 

340,900 398, 700 

342,200 400,000 

343,900 400,800 

345,500 401,600 

347,100 402,300 

348, 700 402,800 

350,400 403,500 

352, 100 404, 200 

353,900 404,900 

355,500 405,200 

357, 100 405, 900 

358, 700 406,600 

360,300 407,200 

361,500 407,600 

362,900 408, 100 

364,200 408, 700 

365,700 409,300 

366,900 409,800 

368, 100 410, 200 

369,400 410, 700 

370, 700 411, 200 

409,800 

410,600 

411, 400 

412, 100 

412,600 

413, 300 

414, 000 

414, 600 

415,300 

415, 700 

416,300 

416,900 

417, 300 

417, 900 

418,400 

418,900 

419,400 

420,000 

420,500 

421,000 

421, 400 

421, 700 

422,000 

422,300 

422,600 

422,900 

423,200 

423, 500 

432,800 

433,200 

433,600 

433,900 

434,200 

434,600 

434, 900 

435, 200 

435,500 

435,800 

436, 100 

436,400 

436, 700 

437,000 

437,300 

437, 600 

437,900 

438,200 

438,500 

438,800 

439,000 

439,300 

439,600 

439,900 

440, 100 

440,400 

440,700 

441,000 

454,200 

454,500 

454,800 

455,200 

455,600 

455,800 

456, 100 

456,300 

456, 700 

456, 900 

457, 100 

457,300 

457, 700 
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。。。、

77 281,800 301, 700 372,000 423, 100 I 441き 200

78 283, 000 3む3,ZOO 328,500 373,200 412,200 424,000 

79 284,200 304, 60日 330, 100 374,400 412,800 424,300 

目。 285,300 306, 100 331,800 375, 700 413,300 424,600 

81 286, 700 307,600 333,500 37巷， 900 413, 700 424,800 

喜2 2日7,900 309, 1むむ 335,200 37仏 100 414, 300 425, 100 

83 289,200 310, 400 336, 800 37告書 200 414,800 425,400 

84 290,500 311, 800 338, 500 380,400 415,000 425,600 

85 ' 291, 700 313,000 33吉，900 381,500 415,300 425，日00

86 2告2，呈00 314,500 341, 40号 382, 100 415,800 426, 100 

87 2告4,100 315, 800 ' 343,000 382,600 416, 100 426,400 

88 295, 30司 317,300 344、500 383,200 416, 400 426, 600 

告話 296,400 318,800 345,800 383, 800 416, 700 426,800 

90 2言7,700 320,400 347,000 384, 400 417, 100 427, 100 

91 2昔話，800 321,800 348茅 300 385,000 417,500 427,400 

92 3合仏 000 323,300 349,600 385,600 417，幸容5 427,600 

93 300,800 324,600 351,000 385,900 41日， 200 427，宰号告

94 302; 100 325，幸00 352, 500 386,400 418,600 42詰， l号号

宮5 303,200 327, 300 354, 100 387, 100 419,000 428,400 

96 304,5自9 328, 600 355，品。。 387, 600. 419,400 428,600 

97 305，吾00 329,800 35詰警告号告 388,000 419, 700 428,800 

昔話 306,800 331, 200 358, 100 38告， 400 420, 100 

告告 308,000 332,500 359,2臼9 38ゑ000 420, 500 

1合金 309,300 333,800 360,400 38吉， 500 420,900 

101 310, 500 335,20合 361,500 389, 900 421,200 

102 311. 500 336, 100 362,600 390,400 421，吾容告

103 312,600 337,200 363, 70号 391,000 422,000 

104 313,600 338,400 365,000 391,500 422, 400 

1p5 314,400 339, 500 366, 200 I 391，宰ooI 422,600 



106 315, 000 340,600 

107 315,600 341,600 

108 316,300 342,800 

109 316,800 344,000 

110 317,300 345,000 

111 317,800 346,000 

112 318,400 346,900 

113 319,200 347,800 

114 320,000 348, 700 

115 320, 700 349, 700 

116 321,400 350, 700 

117 322,000 351, 700 
118 322,800 352,200 

119 323,500 352,800 

120 324, 300 353, 500 

121 324,900 353,800 

122 325,200 354,200 

123 325,700 354, 700 

124 326,200 355, 100 

125 326,500 355,500 

126 355,900 

127 356,400 

128 356,800 

129 357,200 

130 357,600 

131 358,000 

132 358,400 

133 358,600 

134 359, 100 

366, 700 

367,300 

367,900 

368,500 

369, 000 

369,500 

370,000 

370,400 

370,800 

371,400 

371,900 

372,300 
372,800 

373, 400 

373,900 

374,000 

374,600 
375, 100 

375, 500 

376, 100 

376,600 

377, 100 
377,600 

377,900 

378,400 

378,900 

379,400 

379, 700 

380,200 

392,200 

392, 700 

393,000 

393,300 

393,800 

394,300 

394,800 

395, 100 

395,600 

396, 100 

396,600 

396,900 
397,400 

397,900 

398,500 

398, 900 
399,400 

399,800 

400,300 

400,700 

。、、D



135 359, 500 380,600 

136 359,800 381, 0喜容

137 360, 100 381,300 

138 360,500 381,800 

13吉 361,000 382,300 

140 361,500 382,800 

141 361, 800 383, 100 

142 362, 300 

143 362,800 

144 363,300 

145 363,600 

事H壬
F言毅 242,500 254,300 258,400 290,000 

員

傍考 このき護法、撃手護襲撃ぎで人書評委員会規則で定めるものに奇襲燃する。

別表第3 数等級給料袋〈祭器条湖際｝

ア 喜重？聖戦線1持者受付｝
職員 総意義の産量 工
の[2!:

望量

分 与告 書量 紛糾A警護

F号
1 155, 000 

2 156, 500 

裏手伝
3 158,000 

3話機
4 15昔， 500

主義以
5 161,200 

タトの

月幾員
6 163,200 

7 165, 000 

8 166,800 

9 168,600 

2 級

給料月額

円

199, 700 

201,400 

203, 000 

204, 700 

206,500 

208,3註告

210, 00告

211, 600 

213,400 

306,600 320,900 344, 700 

竜寺2書長 3 級

給料R綴 給料見事警

丹 F'l 
260,500 330, 100 

263,000 332,400 

265, 400 334, 70母

267,800 33告，詰合号

270,400 33告＇200
272,800 341, 400 

275, 100 343,800 

277,300 346, 100 

279, 70奇 348,100 

380, 100 412, 000 

4 室長

給料月額

円

419,400 

421,300 

423, 100 

424,800 

426,300 

427,800 

42吾参 700

431, 700 

433,500 

‘吋
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IO 170, 700 

II 172, 700 

12 174,800 

13 176,800 

14 179,000 

15 181, 200 

16 183,400 

17 185,800 

18 188,400 

19 190,900 

20 193,400 

21 195, 900 

22 197, 700 

23 199,400 

24 201, 100 

25 202,600 

26 204,300 

27 206,000 

28 207, 700 

29 209, 200 

30 210, 900 

31 212,600 

32 214,300 

33 215,900 

34 217, 700 

35 219,600 

36 221,400 

37 
38 224,800 

215, 300 282,000 

217,200 284,400 
219,200 286,800 

220,900 289,200 

222,900 291,300 

224,900 293,300 

226,900 295,300 

228,800 297,600 

231,600 300,200 

234,300 302, 700 

237,000 305,400 

239, 600 307,900 

242, 500 310,600 

245, 100 313,000 

247,800 315, 700 

250, 300 318,300 

252,900 320, 700 

255, 400 323, 100 

257,800 325,400 

260,500 327, 700 

262,900 329, 700 

265,200 3:i2,000 

267,400 334, 200 

269, 600 336,300 

271,800 338, 500 

274, 000 340, 700 

276,200 342,900 

278,500 345, 100 
280,500 347,200 

350,200 

352,400 

354,600 

356,800 

358,800 

360, 800 

362,800 

364,800 

366, 700 

368, 700 

370, 700 

372,500 

374,400 

376,400 

378, 300 

379,800 

381,600 

383, 400・ 

385, 300 

387, 300 
389, 200 

391, 100 

393, 100 

394,800 

396,500 

398,200 

400,000 

401,200 
402, 700 

435, 300 

437,200 

439,000 

440, 700 

442,600 

444,500 

446,.400 

448, 100 

449,900 

451, 700 
453,500 

455,200 

456, 900 

458,800 

460, 500 

462,200 

463,800 

465,500 

467,000 

468,500 

469,800 

471, 100 

472, 400 

473, 600 

474,300 

475,000 

475, 700 

476,300 

、、J
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3号 226,600 282,500 349,400 404, 100 

4号 228,400 284,500 351, 500 405,500 

41 230, 200 286,500 353, 700 407,200 

42 231,900 289,000 355,800 408,600 

43 233,500 291, 300 357,800 410,000 

44 235, 100 293,800 359,900 411, 500 

45 236, 7告9 296, 000 361，宮申告 413, 100 

46 238, 100 2容器，己00 363,900 414,400 

47 239, 400 301, 000 3品6,000' 415，哲吉宮

48 240, 700 303, 700 3各8,000 417,500 

49 242,300 306, 100 369,800 419,200 

50 243，苦00 308,600 371, 600 420, 700 

51 245,000 311, 100 373, 500. 422, 300; 

52 246,500 313, 500 375,500 423,800 

53 247,80合 315，自00 377, 500 425,500 

54 249,000 318, 100 379, 300 427,000 

55 250,400 320,300 381矛 100 428,600 

56 251,600 322,500 382,80告 430,200 

57 253,000 324,800 384,300 431，号告む

58 254, 100 326,900 385. 900 433, 300 

59 255,300 329, 100 387, 700 434,500 

60 256,500 331,200 389,400 435, 700 

告l 257,800 333参400 390,600 436, 900 

62 259,200 335,500 392,000 43詰＇200

63 260, 600 337, 700 393,400 439,500 

64 261, S号G 339,900 394, 700 440, 700 

65 263,200 341，島00 396, 100 441, 90告

告詰 264,800 344, 100 397,300 443,200 

67 266,400 346,200 3告書，800 444,400 



68 268, 100 

69 269,600 

70 271,000 

71 272,400 

72 273,900 

73 275, 100 

74 276,500 

75 277,900 

76 279,200 

77 280,600 

78 281,800 

79 283,000 

80 284,200 

81 285,400 

82 286, 700 

83 287,900 

84 289, 100 

85 290, 300 

86 291,400 

87 292, 600 

88 293,800 

89 295,000 

90 296, 100 

91 297,400 

92 298,600 

93 299,400 

94 300,400 

95 301,500 

96 302, 700 

348,400 400,200 

350,400 401,500 

352, 300 402,800 

354,500 404,200 

356,500 405,500 

358, 300 406, 800 

360,200 408,200 

362,000 409, 700 

363;900 411, 000 

365, 900 412,200 

367,600 413,400 

369,300 414, 700 

370,900 416, 100 

372,400 417, 400 

373, 900 418,600 

375,400 419,600 

376,900 420,900 

378,000 422, 100 

379,400 423,300 

380,800 424,500 

382, 100 425,500 

383,400 426,600 

384, 700 427,600 

385,900 428,600 

387,300 429,600 

388,600 430,500 

389, 700 431,300 

391,000 432,200 

392,200 433,000 

445,600 

446,800 

448,000 

449,200 

450,400 

451, 500 

452, 100 

452, 600 

453, 100 

453,600 

、J
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97 303, 700 

事畠 304,800 

99 305,800 

100 306,900 

101 307,800 

102 30事，000

103 310, 100 

104 311, 10母

105 311, 700 

106 312,600 

107 313,400 

108 314,20合

10昔 315, 100 

110 315,500 

111 315,900 

112 316, 400 

113 317,00む

114 317,400 

115 317, 900 

116 318,400 

ll7 319, 000 

118 319,60自

ll宮 320，寺舎号

120 320, 50合

121 321,000 

122 321,400 

123 321, 900 

i24 322,400 

393,600 

394,600 

395多 700
396, 700 

3事7,600

398き700

399,800 

400,900 

401,600 

402, 500 

403,4合S

40ι300 

405, 100 

406,000 

406,800 

407,600 

408,200 

408，ヨ00

409, 700 

410,400 

11i';ooo I 
411，草寺§

411, 900 

412,300 

412, 700 

413,000 

413,300 

413,500 

433,800 

434,200 

434,600 
435,00自

435,400 

435, 700 

436,000 

436,300 

436,600 

436,900 

437, 20号

437, 400 

437,600 

437,900 

438,200 
438,400 

438,600 

438,900 

439,200 

43仏400

43告， 600

、必
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125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

323, 000 

323,300 

323, 600 

323,900 

324, 100 

324,400 

324, 700 

325, 000 

325, 200 

325,400 

325, 600 

325, 900 

326, 200 

326,400 

326, 700 

327, 000 

327,200 

327, 400 

327, 700 

327,900 

328,200 

328,400 

328, 700 

329,000 

329,200 

329,400 

329, 700 

330,000 

330,200 

413, 700 

414,000 

414,300 

414,500 

414, 700 

415,000 

415, 300 

415, 500 

415, 700 

416,000 

416,300 

416,500 

416, 700 

417,000 

417, 300 

417, 500 

417, 700 

418,000 

418,300 

418,500 

418, 700 

、J
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再任

用1議
員

234,900 275, 600 304, 500 332,900 417, 700 

備考1 との表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長、副校長、教頭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教

論、助教諭、実習助手その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に7,700円をそ

れそおれ加算した額とする。

イ 教育職給料表（ 2)

職員 職務の級 1 級 2 級 特2級 3 級 4 級
の区

分 号 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 155,000 171,000 260,500 289, 900 409,100 

2 156,500 173, 100 263,000 292,500 410, 700 

3 158,000 175,300 265,400 295,400 412,200 

4 159,500 177,500 267,800 298, 100 413,700 

5 161. 200 179,500 270,400 300,600 415, 100 

6 163,200 181,700 272,800 303,000 416,500 

7 165, 000 183,900 275, 100 305,400 418,000 

再任 8 166, 800 186,200 277,300 307,800 419,600 

用職

員以 9 168, 600 188,500 279, 700 310,400 421, 100 

外の 10 170, 700 191, 300 282,000』 313, 100 422,500 

職員 11 172, 700 194,000 284,400 .315, 800 423,900 

12 174,800 196,800 286,800 318, 700 425, 200 

13 176,800 199, 700 289,200 321,400 426,500 

14 179,000 201,400 291,300 323,400 427,900 

15 181,200 203,000 293,300 325,500 429,300 

16 183,400 204, 700 295,300 327,800 430,700 

17 185, 800 206,500 297,600 330, 100 431,900 

18 188,400 208,300 300,200 332,400 433, 300 

、、』。、



19 434,500 
20 193,400 211昼600 305,400 336, 900 435,800 

21 195,900 213,400 307, 900 i 339,200 436，章容号
22 197, 700 215, 300 310,600 341,400 438, 100 
23 199, 400 217,200 313,000 343,800 439,400 
24 201, 100 21君， 200 315, 700 34告＇100 440, 700 

25 202,600 220，守00 318,300 348, 100 442,000 
26 204,200 222,900 320・, 700 349，章吾容 443,300 
27 205,800 224，守口8 323, 100 351, 8吾容 444, 300 
28 207,300 226,900 325, 400 353,800 445,400 

29 20詰， 100 228,800 327, 700 355, 700 446,600 
30 210, 800 231, 600 32宮， 700 357,500 447,40む
31 212,500 234,300 332，号00 359, 200 448,200 
32 214,200 237,000 334,200 361, 100 449, 100 

33 215, 700 239,600 336,300 362,800 450,000 
34 217,400 242,500 338,400 364，自00 450,500 
35 219, 200 245, 100 340,500 366,300 451,0語。
36 220,900 247,800 342,GOO 368, 100 451,500 

、
37 222,400 250,300 344, 700 370,000 452,000 
38 224, 100 252,900 346, 600 371, 500 

39 225,800 255,400 348,600 373, 100 

40 227,500 257, 800 350,500 374, 700 

41・ 22宕， 100 260, 500 352, 400 376, 100 
42 230,SOO 262,900 354,300 377, 500 

43 232,500 265, 200 356, 100 378,900 

44 234, 100 267, 400 357,800 380,400 

45 235,800 26吉，S号号 35吉， 600 381，君。。

46 237,300 271, 800 361,300 383,500 

47 238, 700 274,000 362,900 385, 100 

司
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長S 240, 100 276,200 364, 600 386,600 

49 2長1,600 278,500 366,0号告 388, 100 

50 243,00ゆ 280傘 500 367, 500 389,600 

51 244,500 282,500 369,100 391多 100

52 245, 700 284,5金容 370, 700 392,500 

53 246，宕00 2活6,500 372,200 3吉3,700 

54 248,300 289, 000 373, 700 3告5,000

55 249,6むg 291,300 375,'200 3由6,1合号

56 250,800 293,80寺 376, 800 397,200 

57 252, l合註 296,00日 378,300 3き8,700 

58 253,4寺号 298,600 379, 700 3ヲ告，号00

5註 254，百00 301，奇00 381手100 401,1むG

品。 255, 700 303, 7告♀ 382,400 402,400 

61 .257, 100 306, 100 383, 300 4守3,600

62 258,4合9 308,600 384,500 404,600 

63 259,600 311, 1君。 385, 700 406,000 

64 260,600 313,500 386，寺号令 407,300 

65 261,600 315,900 387, 80告 408,500 

66 263,000 318, 100 389,000 409, 700 

67 264,600 320,300 390,000 410，吉00

68 266, 100 322,500 391, 100 412,000 

69 267, 70吾 324, 800 392,300 413,000 

7告 269,200 326，事00 393,300 414,2荘。

71 270, 700 329, 100 3望4,400 415,400 

72 272,200 331,200 395若草00 416, 600 

73 273,400 333,400 396, 600 417,200 

74 274, 600 335,5草寺 397, 700 418，古00

75 276, 000 337, 700 3事S，告告。 418, 700 

76 277,300 339,900 400，母§告 41宮， 200



77 278, 700 

78 279,800 

79 281,000 

80 282,200 

81 283,500 

日2 284,400 

83 285,600 

84 286,900 

85 287,900 

86 288,800 

87 289,800 

88 290,800 

89 291,900 

90 292,800 

91 293, 700 

92 294, 600 

93 295, 100 

94 295,800 

95 296,500 

96 297,400 

97 298,200 

98 299,000 

99 299,800 

100 300,500 

101 301, 400 

102 301, 900 

103 302,400 

104 302,900 

341, 700 400,900 

343, 700 401,800 

345, 600 402, 800 

347,400 403, 800 

349,200 404,600 

351, 000 405,400 

352, 700 406, 100 

354, 600 406,900 

356, 000 407, 600 

357, 600 408, 400 

359, 100 409, 100 

360, 600 409, 900 

362,000 410, 500 

363, 300 411, 200 

364,800 411, 700 

366, 200 412,400 

367, 700 412,800 

369,000 413, 200 

370, 300 413,500 

371, 500 413,800 

372,500 414, 100 

373, 500 414,400 

374, 500 414, 700 

375,500 414, 900 ,_ 

376,500 415, 100 

377, 500 415,400 

378, 500 415, 700 

379, 500 415,900 

419, 500 

419, 900 

420,300 

420,800 

421, 100 

421,500 

421,900 

422,200 

422, 500 

422,900 

423,300 

423,600 

423, 900 

424, 200 

424,500 

424, 700 

424, 900 

＼』、。



C担
《2

1告5 380, 300 416, 100 

106 303,50邑 381, 200 416,400 

107 303,800 382, 100 416, 700 

108 304,000 383, 100 岳3吉， 900

109 30岳， 200 3き3，幸00 417, 100 

110 3告4,40_0 3喜久喜告。 417,400 

111 3合弘 700 385, 900 417, 700 

112 305,000 387, 000 417, 900 

113 305,200 387,600 418, 100 

114 305,400 388,500 壬18,400 

115 305,600 389,400 418,700 

11詰 3告5,900 390,300 418,900 

117 306, 200 391, 100 419, 100 

118 306, 500 391,800 

119 ー306,800 392,600 

120 307, 100 3告3,400

121 307,200 3宮4,000

122 307,400 394, 800 

123 307, 70合 395,500 

124 308,000 396, 200 

125 308, 200 396,800 

126 3号7,500

127 3雪8,1詰号

128 398, 700 

129 399,400 

130 400,000 

131 400,500 

132 401,000 

133 401,300 



134 401, 600 

135 401,900 

136 402, 200 

137 402, 500 

138 402,800 

139 403, 100 

140 403,400 

141 403, 700 

142 404,000 

143 404,300 

144 404,600 

145 404,800 

146 405, 100 

147 405,400 

148 405,600 

149 405, spo 
150 406, 100 

151 406,400 

152 406,600 

153 406,800 

154 407,100 

155 407,400 

156 407,600 

157 407,800 

再任

用職 226,000 272, 300 299,600 326, 100 407,600 

員

備考1 この表は、中学校及びこれに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長、富r］校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭

、助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
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2 ：：の衰の主義F刊を受ける総員のうち、その職務の級建~3級である1議員で人議案委員会主組員ljで定量ちるものの給料月毒薬は、このま棄の護軍に7, 500内をそ

れぞれ加事事した護軍とする。

Jl!J重量第4 研究機級料表（然 5~長関係）

幕議員 磯選年の級 工 室長 。“ 事呈 3 級 4 者昆 も 級
の[3:・

号ミ 告を絵 殺事｝月額 審会科刃説話 議会料i月額 給料j守護霊 給料Jl綴

汚 Fl 同 問 子号

工 141,500 エき1,500 278,900 331,500 390,600 

2 142,600 194, 100 281,300 333, 700 393,500 

3 143,80号 196,600 283, 700 335, 900 3号6,300

4 144,900 1吉9,000 286,300 338,000 399, 200 

5 146,000 201,5桂昌 288, 60む 339,900 401,500 

6 147,300 203,800 290,800 342, 100 4む4,200 

7 148茅 600 2告6,100 292，詰00 344,20母 406，号00

告 149, 900 208，吾容号 2哲久900 346,300 409, 700 

9 151,000 210,500 297, 200 348,200 412,300 

務長長 10 152,800 212,800 299,900 350, 200 414,900 

F話機 11 154,400 215, 200 302,500 352,300 417,600 

災以 12 156,000 217,500 305,300 354,400 420,500 

外の

車車気 13 157,500 21号，800 307, 7草寺 356,500 423, 100 

14 159, 400 222,200 310, 400 358,400 425,BOO 

15 161,300 224,600 313,000 360,300 428,600 

16 163,400 227,000 315.800 362,200 431, 300 

17 165,200 229,300 318,400 364, 100 433，容00

18 167,400 232,200 320, 700 366, 100 436, 50合

1告 169,600 235, 100 322,900 368,000 439,000 

20 171, 700 238,000 325, 100 370,000 441,600 

21 174,000 240, 500 327,400 371,600 444,200 

22 176，長吾容 243,300 329,400 373, 600 446,800 

23 178, 700 245,800 331,500 375,500 44註，400

()) 
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2岳 181, 00合 248, 500 

25 183, 100 251,200 

26 18ふ400 253, 700 

27 187,500 256, 000 

28 18札600 258多 300

29 1昔1,600 261,000 
30 193,400 263,200 

31 1言語，200 265,200 

32 197,000 267,300 

33 198,800 269,200 

34 200, 700 271, 200 
35 202,600 273,300 

36 204,500 275, 400 

37 206,200 277,300 
38 208,200 278,800 

39 210, 100 280,200 
40 212,000 281, 700 

41 213,900 283,100 

42 215, 800 284,200 

43 217, 700 285,200 

44 21告， 700 286,300 

45 221,400 2日7,100 

46 223,300 288, 300 

47 225, 100 28百，600
長喜 226，吉号む 2告0,800

49 228,600 2号2,200

50 230, 500 2吉3,500

51 232,200 294, 600 

52 233，宮00 295,800 

333, 600 377, 500 

335, 700 379, 100 

337，吾容G 380,800 
339,400 3器2,700 

341, 300 3事4,600

343, 400 386,400 
345, 100 388,400 

346, 700 390,300 
348,400 392, 200 

34告，800 3告3,800
351,200 3号5重 600
352, 700 397, 200 
354,300 399, 100 

355,600 400,30告
357,000 401,8喜容
358,400 403,200 

359,800 404,600 

360, 700 406,000 

361,800 407, 300 

363,0守合 408,800 

364, 100 410, 500 

36_5, 400 411, 900 

366,600 413, 100 
367, 900 414, 700 
369,000 416,300 

37号， 100 417,600 
371, 400 41呈， 000
372, 700 420,600 
374, 000 422,000 

451, 900 

454,200 
456,500 

459, 000 

461, 500 

464,000 

466,600 

469, 100 

471, 600 

473，号00

476,300 

478,800 

481,300 

483, 700 

486,200 

488, 7金容

4事1,2告。

493,500 

495, 700 

497，宮00

500,200 

501,900 

503,400 

505, 000 

506,500 

508,200 
50古書600

511, 100 

512, 600 i 

():) 
w 



~ 

53 23.5,400 297, 000 374, 700 423,400 513, 700 
54 237,200 298,300 375, 800 424, 800 514，号00

55 238,900 299,600 376, 700 426,200 516, 1合告

56 240,500 300, 800 377, 700 427,600 517,300 

57 242, 100 301, 900 378, 500 428,700 518,200 

5君 243,300 303, 10在 379,300 430,000 519,200 

5告 244,400 304,300 380,000 431,400 520,200 

60 245, 500 305,500 380, 700 長32,800 521,200 

61 246, 700 306,500 381,300 433,600 522, 400 

邑2 247，詰00! 307,600 382警告00 434,5告§ 523,300 

63 248,800 308,80号 382，吉合合 435,500 524,000 

64 249, 900 30吉，吉00 383,800 436,400 524, 700 

65 251, 100 310,900 384,400 437,300 525,500 

66 252,300 312,000 385,200 438, 100 526, 3号告

67 253,400 313,100 386,000 438, 7寺号 527, 100 

68 254, 400 314善10註 386, 900 43吉， 500 527,90担

69 255,40号 315,200 387,500 439,900 528,600 

70 256,800 316, 200 388,200 440, 500 529,400 

71 258,300 317, 300 388,900 441,000 530, 200 

72 259, 700 318, 400 389,600 441，草寺9 531,000 

73 261会 100 319,200 390,300 442, 000 531, 700 

74 2告2,500 320,30号 :i90，宮00

75 264,000 321, 400 391,500 

76 265,300 322,500 392, 200 

77 266, 400 323,600 392,900 

78 267,600 324,600 393,5号号

79 26喜多900 325,500 394, 100 

S号 270, 100 326,400 394, 700 



81 271, 500 

82 272,800 

83 274, 100 

84 275,400 

85 276,600 

86 277,700 

87 279, 000 

88 280,200 

8宮 281, 200 

90 2器2,400

91 283,600 

92 2喜4,80合

93 285,800 

宮4 286,900 

事5 287,900 
話器 288,900 

告？ 289,500 

98 290,400 

99 291, 100 

100 2ヨ2,000

101 2号2，号00

102 2号3,600

103 2幸弘3号号

104 2告5,000

105 2告5,700 

106 29自，200

107 296, 700 

108 297,300 

109 297,500 

327,500 

328,300 

329,000 

329,800 

33合，3寺住

330警告寺舎
33!, 400 

331,9住吉

332,200 

332, 700 

333, 200 

333, 700 

334,000 

334,400 

334,900 

335,400 

335,900 

336，差金9

336,900 

337,400 

337,900 

338,400 

338,900 

339,400 

340,000 

340,300 

340,800 

341, 200 

341, 7寺号

3告5,3告告

395，きG告

3告6,500

397, 1告。

397,600 

398,200 

398, 700 

399,400 

399,800 

400, 300 

400,800 

401,500 

401，呈00

402,400 

402,900 

403,600 

404,000 

404,500 

405,000 
405, 700 

406, 100 

00 
u、



110 297,900 342,200 

111 298,200 342, 700 

112 298,500 343, 100 

113 298,800 343,600 

114 299, 100 344,000 

115 299,400 344,500 

116 299, 700 344,900 

117 300,000 345,400 

118 300,400 345,800 

119 300, 700 346,200 

120 301, 100 346, 600 

121 301, 400 347,000 

再任

用職 218,200 259,800 284,800 327,600 386,600 

員

備考 この表は、試験研究機関等で人事委員会の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適

用する。

別表第5 医療職給料表（第5条関係）

ア医療職給料表（ 1) 

＼職務の級 1 級

号給 給料月額

1 

2 

3 

4 

5 
日

7 
8・

2 級

給料月額

円

243, 300 

245,800 

248,300 

250,800 

253, 100 

256,900 

260, 700 

264,500 

3 級 4 級

給料月額 給料月額

円 円 円

328,600 394,300 470, 100 

331,600 397,200 472,400 

334,500 400, 100 474,600 

337,600 403,000 476,900 

340,300 405, 700 479,200 

343,600 408,400 481, 400 

346,800 411, 20（〕 483,600 

349, 900 414,000 485,800 

co 
0、



9 268, 100 352,900 

10 272, 100 355,900 

11 276, 100 359,000 

12 280, 100 362, 200 

13 283, 900 365, 300 

14 287,900 368,900 

15 291, 800 372, 300 

16 295, 700 376, 000 

17 299,500 379,600 

18 303, 100 382,300 

19 306,600 385, 100 

20 310,200 387,900 

21 313,800 390,800 

22 317,500 393,400 

23 321,000 396,000 

24 324, 700 398,600 

25 328,200 400,900 

26 331,000 403,200 

27 333, 700 405, 500 

28 336,300 407, 800 

29 339, 100 410, 200 

30 341,400 412, 300 

31 343,600 414, 300 

32 346,000 416,400 

33 348,400 418,500 

34 350,800 420,500 

35 353, 100 422,500 

36 355, 600 424, 500 

416, 600 

419, 300. 

422, 000 

424, 700 

427,200 

429, 700 

432, 100 

434,600 

436,800 

439, 200 

441,600 

444,000 

446,000 

448,400 

450,800 

453, 100 

455, 300 

457,600 
459,800 

462, 100 

464,300 

466,600 

468,900 

471, 100 

473, 100 

475,200 
477, 300 

479,400 

487, 800 

489,900 

492,000 

494, 100 

496,200 

498,300 

500,400 

502,500 

504,600 

506,600 

508,600 

510,600 

512,400 

514, 200 

516, 100 

518,000 

519, 700 

521, 500 

523, 300 

525, 100 

527,000 
528, 800 

530, 600 

532,400 

534,000 

535,800 
537,500 

539,300 

。。
、」



器

37 358, 000 426,600 481,500 540,900 

38 360,4告5 428，吾容告 483,300 542,500 

39 362,800 430,600 485,1告告 543,900 

40 365,200 432,600 485, 900 545,50♀ 

41 367,500 434,600 488,60自 547,000 

42 368，百00 436,400 490,400 548,400 

43 370,400 438, 100 益事2,200 549,800 

44 371，詰00 439，吉00 4幸弘000 551, 100 

45 373,400 441, 800 495,600 552,30号

46 374,800 443,600 497,300 553,30む

47 376,300 445,400 499, 100 554,300 

48 377,800 447, 100 500,900 555, 300 

49 379, 100 448, 900 502, 500 556,300 

50 380, 100 ~50, 600 503,800 557,200 

51 381, 100 452,400 505, 100 558, 1合§

52 382, 100 454,200 506, 400 559,00告

53 383, 100 456, 100 507, 700 559,800 

54 38ゑ000 457,300 509,000 560, 700 

55 384,900 458,500 510, 300 5志1委 600

56 385,800 45号， 700 511, 600 562, 500 

吾7 386,800 460,900 512,600 563,400 

58 387, 700 461,900 513,400 564,300 

5嘗 388,500 462,900 514,200 565,200 

60 389,300 463,900 51!i,OOO 565, 900 

61 390, l告。 464, 700 515,900 566,800 

62 390,600 465, 400 516, 700 567, 700 

63 391,000 466, 100 517,600 568,600 

ら生 391,500 466,800 518, 400 569,500 

65 3量l,800 467,500 519,300 570,400 



66 468, 200 I 
苦7 468,900 

68 469, 600 

69 470, 100 

70 長70,800
71 471,500 

72 472, 200 

73 472,600 
74 473,200 
75 473,900 

76 474,600 

77 475,000 

78 475,600 
7事 476き200
80 476, 700 

81 47.7, 300 

82 477, 800 

83 478,300 

84 478,800 

85 479,200 

86 479,800 

87 480,2の0
88 480, 700 

8自 481, 200 

90 481,800 

告l 基話2,400 

告2 482,800 

き3 483,300 

事4 483, 900 

520,200 

520,900 

521,800 

522, 700 

523, 500 

524,400 

525,300 

526, 100 

527,00註

527，事00

528,600 

529,400 

530,300 
531,200 

532,100 

532, 900 

533,800 

534, 700 

535, 600 

536,400 

537,300 

53語， 200

539,100 

53詰， 900

。。、。



曾5 I I 484, soo I 
96 I I 485, 1 oo I 

97 I I 485, 6吾容！

備考 このき援は、保総所毒事tこ勤務する医師"!Jl-ぴ告最終際締で人慈善事長会規則で1住めるものに2襲用する。

イ 接記事警Jfli!給料表作｝

1議長義 ＼職務の絞 1 級 2 級 3 級 4 哲弘 も 級
の5ま

分 号車会 総＊＇トj守護霊 給料月額 給料j寺綴 主食料jj額 給料月額

F司 Fな pj pj 関

1 146, 300 184,500 220,200 246,600 279,600 

2 147, 70臼 186,200 221,80む 248,000 281,600 

3 149, 100 I 187,800 223,400 249, 200 ! 283,800 

4 150,500 189, 400 225,000 250,600 286, 100 

も 151, 800 190, 900 226,400 251,800 288,300 

6 153,600 192,500 228,000 253, 100 290,400 

7 155,300 1事4,100 229,500 254, 300' 292,500 

8 157,00母 i号5,600 231, 200 255,600 2告4,700 

間後
9 158, 700 197, 30告 232, 500 256,900 296, 700 

湾総
員以

10 160,4()0 199,000 234,000 257,900 299, 000 ! 

外の
11 162,100 200,600 235, 400 25号， 000 3告1,100 

12 164，寺号合 202,300 236, 700 260, 000' 303,300 
務長

13 155,500 203, 900 l 238,400 261,300 305,500 

14 i昏7,400 205,500 239,800 262,900 307,500 

15 1吾容， 400 207,100 241, 100 264, 600 30告書 700

16 171,300 208,80寺 242,500 266, 100 311, 700 

17 173,200 :no, 300 243, 700、 267, 700 313, 900 

18 175,200 211, 900 244,900 26事＇500 315,900 

19 177, 000 213,600 246, 100 271,300 :318, 000 

20 178, 900 215,300 247.400 273,200 320,2告告

色 級

給料j守主義

円
327，吉00

329,800 

332, 100 

334,300 

336,300 

338,500 

340,600 

342,900 

3;44,900 

347,000 

349., 200 

351,300 

353,00む

355, 100 

357,000 

359,000 

360,900 

362,900 

365, 000 

367,000 

7 級

給料月額

Fl 
373,200 

376，自00
378, 600 

381, 300 

383, 700 

386,400 

389, 100 

3幸1,800

393,900 

396,200 

398, 500 

400, 700 

402,800 

404,800 

406,800 

408，告00

410,800 

412,800 

414, 700 

416, 800 

‘品
0 



21 180,800 216,600 248,800 

22 182,300 218, 100 249,800 

23 183,800 219,600 250, 900 

24 185,400 221, 100 252,000 

25 187,000 222, 500 253,300 

26 188,500 223, 900 254,800 
27 190,000 225,200 256,200 
28 191,400 226,500 257, 700 

29 192,900 227,900 259,200 

30 194, 200 229, 300 260,900 
31 195, 500 230, 900 262,600 
32 196, 900 232, 300 264,400 

33 198,300 233, 700 265,900 

34 199, 700 235,000 267, 700 

35 201, 100 236, 100 269,400 
36 202, 500 237,400 271,200 

37 203,600 238,800 272, 700 

38 204,900 240, 100 274,400 

39 206, 200 241,400 276,200 

40 207, 600 242, 700 277,900 

41 208,800 244,000 279,,600 

42 210,000 245, 300 281,200 

43 211, 200 246,500 282,900 

44 212,400 247, 600 284,600 

45 213,600 248,800 286,300 

46 214, 700 250,200 288,000 

47 215, 700 251, 700 289, 700 

48 216,800 253, 300 291,300 

49 217,800 254,900 292, 700 

275, 100 322, 100 

276,900 324, 100 

278, 700 326,000 

280,500 328,000 

282,300 330,000 

284,200 332,000 
286,200 334,000 
288,000 336,000 

290,000 337,600 

291,900 339,400 
293, 700 341, 100 
295, 600 343,000 

297, 500 344, 700 

299,200 346, 500 

301,000 348,400 
302,800 350, 200 

304, 300 352,000 
306, 000 353,800 

307, 700 355,400 

309,400 357, 100 

311, 200 358, 300 

312,900・ 359,400 
314, 500 360,600 

316, 200 361,800 

317,400 363,000 

318,800 363,800 

320, 400 365, 100 

322,000 366,200 

323,400 367,200 

368,800 

370,800 

372,900 

375,000 

376,500 

378,300 

380, 100 

381,800 

383, 600 

385, 100 

386, 700 

388,500 

389, 800 

391, 100 

392,400 

393,600 

394, 700 

395,900 

397,000 

398,200 

399,000 

399,800 

400,600 

401,400 

401,800 

402,400 

402,900 
403, 300 

403, 700 

418,600 

420,200 

421,900 

423,400 

424,900 

426,200 

427,500 

428,800 

430, 100 

431, 300 

432, 600 

433, 700 

434,900 

436, 100 

437, 300 

438, 500 

439,800 

440,600 

441,000 

441, 700 

442,200 

442,600 

443, 100 

443, 500 

443,900 

444, 300 

444, 700 

445, 000 

445, 300 

、。
ー



h、cJ 

50 218,900 256,300 294,300 324, 700 368,200 404, 000 445, 700 

51 219,800 257, 700 295,800 325,900 36吉， 200 404,300 446,000 

52 220,800 25号， 100 297,500 327,200 370,200 404,600 446,300 

53 221,500 298, 900 328, 300 371, 000 404, 900 I 446,600 

54 222, 400 261，自00 300,400 ・32告，3住吉 371, 800 405,200 

55 223,200 263, 000 301,8告9 330,40司 372, 700 405, 50告

56 224,200 264,500 303,300 331, 500 373,600 405,800 

57 224,900 265,500 304,600 332,000 374, 100 406, 100 

58 225,800 266, 800> 305,800 332,900 374，百00 406,400 

59 226,600 268,100 307,000 333, 700 375,800 406, 700 

60 227,40告 269,400 308, 500 334,600 376,600 407, 100 

61 228,300 270, 400 30呈，話00 335,400 377, 000 407,300 

62 229,200 271, 600 311, 000 335, 700 377, 700 407,600 

63 230,200 272，事00 312,300 336,300 378,4却。 407,900 

64 231, 300 274,200 313, 500 337,000 379, 100 408,200 

65 232,000 275,300 314,900 337,600 379,500 408,400 

66 232,800 276,400 315, 700 338,300 380, 100 

67 233,600 277,500 316,500 339,000 380,800 

68 234,500 278,600 317,300 339, 700 381,400 

69 235,200 279, 1＜詰告 317, 900 340,400 381,800 

70 235,900 280, 700 318,600 340，事00 382,300 

71 236,600 281, 800 31'哲， 300 341, 500 382,800 

72 237,300 282,900 320,000 342,200 383,300 

73 238,000 283,800 320, 70む 342, 500 383，望号0,_ 

74 238,800 284, 500 320,900 343, 100 384,400 

75 239,500 285, 000 321, 500 343,600 385,000 

76 240,400 285,800 322, 100 344,200 385,600 

77 241, 10告 286, 700 322, 700 344, 70む 386, 100 

78 241, 700 287,300 323, 200 345, 200 386,600 



79 242,300 287,900 

80 242,900 288,500 

81 243,300 289,200 

82 243, 700 289, 700 

83 244, 100 290, 100 

84 244,500 290, 500 

85 244,900 290, 700 

86 290,900 

87 291, 100 

88 291,300 

89 291, 700 

90 291,900 

91 292, 100 

92 292,300 

93 292, 700 

94 292,900 

95 293, 100 

96 293,400 

97 293,800 

98 294, 100 

99 294, 300 

100 294,600 

101 294,900 

102 295,100 

103 295,300 

104 295,600 

105 295,900 

106 

107 

323, 700 345, 700 

324,200 346, 100 

324,800 346,400 
325,300 346, 700 

325, 700 347, 100 

326,200 347,400 

326, 700 347, 900 

327, 100 348, 200 

327, 300 348,500 

327, 700 348,800 

328, 100 349,200 

328, 500 349,500 

328,900 349,900 
329,300 350,200 

329, 600 350, 600 

329,800 350,900 

330, 200 351,200 

330, 500 351,500 

330,800 351, 800 

331, 100 352,200 

331, 400 352,600 

331, 700 353, 000 

331, 900 353,600 

332,200 354,000 

332,600 354,400 

332,800 354,800 

332,900 355,300 

333,200 

333, 600 

387,200 

387, 700 

388,000 

388,500 

388,900 

389,300 

389, 700 

390,200 

390,600 

391,000 

391, 400 

391,900 

392, 300 

392, 700 

393, 100 

393, 600 

394,000 

394,400 

394,800 

、D
w 



108 333,800 

109 334, 000 

110 334,400 

111 334,800 

112 335,200 

113 335,400 

再任

用職 189,200 216,000 244,500 258,000 283,400 

員

備考 この表は、保健所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表（3)

職員 職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級
の区

分 号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

1 159,800 187, 600 236;400 259,600 

2 161,200 189, 700 238,200 260, 600 

3 162,800 191,800 240, 000 261, 500 

4 164, 200 193,800 241,900 262, 600 

5 165, 700 195,900 243,300 263,600 

再任 6 167,200 198,300 244,600 264,600 

用職 7 168, 700 200,600 245,800 265,400 

員以 8 170, 200 202,900 247,100 266, 500 

外の

職員 9 171,500 205,300 248,200 267,600 

10 173,200 206, 700 249, 300 268,400 

11 174, 900 208, 200 I 250,200 269,600 

12 176, 500 209,600 251, 200 270,800 

13 178, 000 211, 000 252, 600 272, 100 

14 180,000 212,500 253, 700 273,500 

15 182,000 214,000 254,500 274, 800 

324, 500 ' 

5 級

給料月額

円

285,500 

287,400 

289,300 

291,300 

293, 100 

294,900 

296,800 

298,800 

300, 700 

.302, 600 

304,400 

306, 300 

308,000 

309,800 

311, 600 

367, 100 

6 級

給料月額

円

331,200 

333,300 

335, 400 

337,600 

339,800 

342,000 

344,200 

346,300 

348,000 

350,000 

351, 900 

354,000 

356,000 

358, 100 

360,200 

、D
""' 



16 184, ooo I 21s, 200 I 

17 186,300 216,600 

18 188,400 218, 100 

1号 190,500 219, 700 

20 192,600 221,200 

21 194, 700 222,600 
22 197,000 224, 300 

23 1告患，200 226,000 

24 201,40告 227, 700 

25 203,400 22乳100

26 204, 700 230，宮00

27 206,000 232,600 
28 207,300 234, 300 

2事 208,600 235，事告。

3告 209,800 237,300 

31 主ll,100 238, 6（｝司

32 212,300 239,800 

33 213,600 241, 200 

34 214,900 242, 300 

35 216, 2寺号 243, zoo 

36 217,500 244ゅ300

37 219, 000 245,400 

38 220, 400 246,500 
39 221, 800 247,10号

40 223,200 248,500 

41 224,200 249,300 

42 225,600 25仏200

43 227,000 251, 100 

44 228,400 252, 100 

255, 500 I 21s, 300 I 

256, 400 277, 700 

257き300 279, 100 
258,300 280,400 

25事，3寺号 281，由。。

26告， 200 283,500 

261,200 285, 100 

262,200 286,700 
263,200 288, 2告G

264,500 289,500 

265,900 2事1,300
267, 100 293, 100 
268,500 294,800 

269,800 296,400 
271, 300 298,200 
272，号吾容 2事告， 800

274,400 301, 500 

276, 100 303,000 
277,600 304,500 

278, 900 306, 100 
280, 300 307, 70合

281,900 30乳300
283,300 310, 700 
2程4,800 312,300 

286,300 313, 900 

287，き00 315,500 

28号， 500 316,900 

2号1,000 318, 300 

292,600 31弘容00

313,4告C

315,3合号

318,600 

320,400 

321,900 

323,400 

325,000 

326,500 

328,200 

329,600 

331,200 

332,800 

334費 200

335, 700 

337, 100 

338,600 

340, 200 

341, 700 

343,400 

344，習00

346,600 
348,2寺号

349, 700 

351, 300 

352, 500 

354,100 

355,600 

357,000 

362, 200 I 

364,200 

366,300 

368,40告

370,500 

372,200 

374, 300 

376, 500 

378, 500 

380,500 

382, 100 

384,000 

385，官。。

387,800 

389, 500 

391,400 

393,200 

394,900 

396,600 

398,500 

400,200 

401, 800 

403,500 
405,300 

407, 100 

408，品00
410, 2告号

411, 70合

413,000 

唱
VJ 



、。。、

45 229,600 253, 100 294,000 321,000 358,600 414, 100 

46 231, 100 254, 100 295,400 322,400 359,600 415,200 

47 232,400 255, 100 296,900 323,800 361, 100 416,300 

48 233, 700 256, 100 298,500 325, 300 362, 400 417,500 

49 234,800 257, 100 299,800 326,400 363,800 418,800 

50 235,900 258,300 301, 100 327,800 365,300 419,900 

51 236,900 。259,500 302,500 329, 100 366,600 421,200 

52 238, 000 260,800 303,900 330,400 368,000 422,300 

53 239, 100 262,000 305,400 331, 900 369,500 423,500 

54 240,200 263,600 306, 700 333,300 370, 700 424,500 

55 241, 300 265,000 308, 100 334, 700 371,800 425,600 

56 242,300 266,500 309,600 336,000 373,000 426,700 

57 243, 300 268, 100 310, 700 336,900 374, 100 

58 244,300 269, 700 311, 900 338, 200 375,000 428, 300 

59 245, 100 271,200 313, 100 339,400 376, 100 428,900 

60 246, 100 272,800 314, 500 340, 700 377, 100 429,300 

.61 247, 100 274,200 315, 600 341,800 377, 700 429,900 

62 248, 100 275,800 316,900 342, 800 378,500 430,400 

63 249,000 277,300 318,200 344,000 379,300 430,800 

64 250,000 278, 700 319,400 345,300 380, 100 431,300 

65 250,900 280,300 320,800 346, 400 380,800 432, 000 

66 251,900 281, 800 322, 100 347,600 381,500 432,400 

67 253, 100 283,300 323,400 348,800 382,300 432,700 

68 254, 100 284,800 324, 700 349,900 383,000 433, 000 

69 255, 000 286, 100 325, 400 350,900 383,600 433,400 

70 256, 100 287,600 326, 500 351,900 384,200 

71 257,300 289, 100 327,600 353, 000 384,900 

72 258,500 290,500 328,500 354,200 385,500 



73 259，普00 2告I,700 

74 261,200 2事3,1告告

75 262,500 2号4,500

76 263,900 2宮5,800

77 264,900 297,400 

78 266,000 298, 700 

7吉 267,300 299,900 
80 2詰8,600 301,200 

81 26号，7吾容 302,000 

82 27色.7むむ 303,200 

83 271,800 304,300 
84 272，昔00 305,500 

85 273,800 306, 6寺舎

86 274,800 3む7,800

87 275, 900 30号， 100

88 277, 000 310,200 

89 278,000 311, 500 
90 278，告00 312, 700 

91 279，苦告。 313,900 
92 280,900 315, 100 

93 281,900 315,900 

94 282,900 316, 600 

95 283,800 317,300 

96 2昌弘800 317, 900 

97 285, 700 318,600 

98 286,600 318，告00

99 287,200 319,600 

100 288, 100 320,300 

101 288, 900 I 320, 700 

329,800 355, 000 

330,500 356, 100 
331, 700 357,200 

332参事告。 358, 300 

334き告00 359, 000 
335,2寺号 35百， 800

33詰， 300 360, 600 

337,500 361, 3告。

338,600 361，寺00
339, 700 362,400 
340, 700 363,000 

341,800 363,500 

342,800 364, 100 
343,800 364, 700 

344, 700 365,300 

345, 700 365, 800 

346, 700 366, 200 
347,500 366,600 

348,300 367,200 

349, 100 367, 700 

349, 700 368,000 

350,300 368, 500 

351,000 368, 900 

351,600 369, 200 

352,000 369,800 

352,4むむ 370, 300 

352，事00 370,800 

353,4むG 371, 300 

353,900 371, 900 

3喜6,200

386, 7吾容

387,4喜容

387，号00

388,300 

388, 900 

3日日，400

389, 700 

390,000 

3昔0,500

390,900 

3吉1,200

391, 500 

392,000 

392,500 

392，宮00

393,200 

393,600 

394, 100 

394,500 

394，昔日。

3望5,300

395,800 

3容器＇200

3事6,600

397,000 

397,500 

397,900 

398,400 

、阜、4
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102 289, 700 321,300 354, 300 372,400 398,800 

103 290,500 321, 900 354,800 372, 900 399,300 

104 291, 300 322,500 355,200 373, 300 399, 700 

105 292,000 322,900 355,500 373,900 400, 100 

106 292,500 323,400 356, 000 374, 400 

107 293,000 323,900 356,400 374,900 

10日 293,500 324,400 356, 700 375,400 

109 293, 700 324,800 357, 200 376, 100 

110 294,000 325,200 357, 700 376, 500 

111 294, 200 325,500 358,200 377' 000 

112 294,600 325,800 358, 700 377,500 

113 294,900 326,200 359,200 378,100 

114 295, 100 326,600 359, 700 

115 295,500 327,000 360, 200 

116 295,800 327,300 360,600 

117 296, 100 327,500 361,000 

11日 296,400 327,800 361,400 

119 296, 7DO 328,200 361,900 

120 297,200 328,400 362,400 

121 297,500 328,600 362,800 

122 297,900 328,900 363,300 

123 298,200 329,200 363,800 

124 298, 600 329, 500 364,300 

125 298,800 329, 700 364, 700 

126 299, 000 330,000 

127 299,300 330,400 

128 299, 700 330,600 

129 299,900 330,800 

130 300,200 331, 100 



131 

132 

133 

134 

135 

13告

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

14吉

150 

151 

152 

153 
154 

155 

156 

157 

158 

159 

3む0,600
301, 000 

301,200 

301,500 

301象900

302, 200 

302,400 

302, 700 

303, 100 

303,400 

303,600 

304,000 

304,400 

304, 700 

304,800 

305, 100 

305,400 

305,800 

306,000 

306, 200 

306,500 

306,800 

30才， 2001 
307,400 

307,600 
307,900 

308,200 

308,600 
308,900 

331,500 

331, 700 

332,000 

332,400 

332,800 

333,200 

333,500 

333,900 

334,300 

334, 700 

335,000 
335,4喜号

335, 7寺号

336, 100 

336,400 

336,800 

337, 200 

337,600 

338,300 

338, 700 

33ゑ100

33号，400

、。、。



1もむ 309,200 

161 309,600 

162‘ 309,900 

163 310,200 

164 310, 500 

165 310,900 

166 311, 200 

167 311, 500 

168 311，皐00

169 312,200 

手専任
F問機 236,000 256,500 263,800 274,000 290,500 
B議

傍若き とこの君更は、長長室主反等に滋1毒する保健西宮、助隊師、看護師、准看護綴その｛成立〉総長室で入者評議室j議会規郊で定めるものに適用するの

君！J.策室事8安芸守護芝綴§とし、］）lj表第7を別表第8とし、］］IJ淡多高6を］］！J表第7とし、 ]jlj差是祭器の次にまたのLl告を加える。

])IJ~賢言語§ 室長.>J!J築総務H葬祭（第5条関係、）

ア 干す致事量産会科淡級制緩空襲職務君主

職務（［）級 基準となるべき職務

1議長 殺害裂的な業務を行う職務

2級 R罰E悲の知機盗塁量を必要とする主義務を行う総務

3級 ( 1) 本！？又は委負会等の害事務烏の主主堅JZIま;Et.£:の職務

（お よi:;J威主疑終局又は出先機関の主家又は主主任の職務

( 3) 欲望智機器護の主さ3まJZI主主任の職務

(4) 撃事祭主主悲喜又は苦手祭塁与の係長の職務

4重量 ( 1) ヌド!TJZは3番気会毒事の事務局の主任主査又はE器禁誌な多義務を行う主主主の職務
(2) 広域綬関rn事JZI士出先機関の主任主主ま又は澱緩えま費量著書殺行う主主をの職務

(3) 教干空機関の言主任3::：絞3とは殴葉重な業務をき？う主ままの総務

( 4) 警察本部又』士事車線喜警の~襲撃な業務を行う係長の総務

400 

327, 900 



5憲法 ( 1) 本庁又は婆長会理事の毒事務長毒の穏当線長、特命課長又はl'l'J幾な多義務~行う主任主査の殺務

( 2) 広域振興局3えは泌氏謀議協の課長、特命議長又は図鍛な雲義務~ff う主任主主主の職務

(3) 規模の小谷いl:!H話機関の長の激務

(4) 教管機器患の芸評議事長又は図葉遣な業務を行う主後議室まの総務

(5) 警告襲来都の器製f号機伎の職務

も主主 ( 1) 本！？又は者意員会委事の事務局の総括課長又は線長訟の総務

(2〕 よ五老議後淡路又は規模の大きい出先機関の総長、議室長長又iまセンタ←夜長の機務

(3) l:!H記者暴露毒の授の磯違憲

(4) 議室予言機関のm襲撃な業務を行う理事務ま売の総務

( 5) 議事審議主幹部の課長の磯署華

( 6) ;:E斡又は技領主幹の総務

7級 ( 1) 本庁又は委員会等の事務潟のお皮の書道語義経験を必要とする総括謀長又は綴f誌の綴著書

(2) 広域振興局又は規模の大きいよ込先機僚の言語凌の知識経験を必至警とす切る膏1店長、望室長又はセンタ｝所長の男議選審

(3) E重要な業務を所殺する出先機関の授の総務

(4) 教育機関の高度の知織綴験校必要喜とするliEI難な業務を行う家主事授の職務、

(5) 警察本部の高度の知3銭高差目提唱と必要喜とする課長の毅主義

8議員 ( 1) 本JTのll¥11続長、議室長JIJ立総当技監の職務

(2) 委員会毒事の毒事務長選のf設の職務

( 3) 広域襲五祭主警の護lj澱主要又i士号寺にZ重要な業務を所察する昔日のま発の総務

(4) 規模の大きいと己主記者翼線の長の毅務

9級 ( 1) 会計管E援者JZI立象庁のき事長の議務

( 2) 特lこ3霊祭な諸悪著書令筋書室する委員会号事の事務局の授の総務

(3) 広域主総奥！Ii司の長の総務

10事量 会話題王思考詐の職務

務考1 fヌドJTJとi士、緩み燃費B馬場事官賞震条例（平成12年岩手！然条例祭72努｝築工粂iこ土量定する部均等並びにこれに宣空ける室及び課並びにこれらに綴

当する綴織を旨いうG

2 f委員会奪事の務務長著Jとは、議会、教育委員会、通過重詰管支援護H竜会‘人事委員会、監まま愛員、労働警告j議会、 i技用委員会及び海E互換幾百幾空襲き意義童会
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の事務局（出先機関を除く。）をいう。、

3 「出先機関」とは、地方自治法第156条第l項の行政機関その他の人事委員会規則で定める機関をいう。

イ 公安職給料表級別基準職務表

職務の級 基準となるべき職務

1級 巡査の職務

2級 巡査長である巡査の職務

3級 ( 1 ) 巡査部長の職務

( 2) 困難な業務を行う巡査長である巡査の職務

4級 ( 1) 警部又は警部補の職務

(2) 困難な業務を行う巡査部長の職務

(3) 特に困難な業務を行う巡査長である巡査の職務

5級 困難な業務を行う警部又は警部補の職務

6級 ( 1) 警視の職務

(2) 警察本部又は警察署の特に困難な業務を行う警部の職務

7級 (1) 警察本部の課長である警視の職務

(2) 警察署の署長又は副署長である警視の職務

8級 ( I) 警察本部の参事官である警視の職務

( 2) 規模の大きい警察署の署長である警視の職務

9級 ( 1 ) 警察本部の部長である警視の職務

( 2) 警察本部の困難な業務を行う参事官である警視の職務

( 3) 警察学校の校長である警視の職務

( 4) 特に規模の大きい響察署の署長である普視の職務

ウ 教育職給料表（ 1）級別基準職務表

職務の級 基準となるべき職務

1級 ( 1) 講師、助教論、養護助教諭、実習教諭又は実習助手の職務

(2) 特別支援学校の寄宿舎指導員の職務

2級 ( 1) 教諭、養護教諭又は高度の知識経験を必要とする実習教諭の職務



( 2) 特別支援学校の栄達建議室総3えはi獲笈の知識経験を必要とする務f統合指導民の職務

( 3) 教育機関｛隊等学校及び特別支援学校を徐く。以下向じφ ）の研修指導主事の職務

(4) 指導室害事、経営絡線議事、社会教育主事又i主役会教努三住宅募者告の総務

守幸2意義 指導教総又i立捻毒事審警官護憲主総の職務

3級 ( 1) 劉校長又は連投獄の職務

く2) 尊重苦苦暴露喜善の総長又は主ミ伝研修指導主事：の職務

(3) 警妻家宅詳絞め鋭校長の織務

( 4) 会後手話連事業率、主任経営指導主主事3えは滋儀社会教育主毒事の綴務

4級 〔1) 主主主義｛［）総務

(2) 教事F韓基塁塁の長又は窓菱重な業務殺行う普震災｛［）総務

( 3) 主主路指導主事、首席経営手量挙事会三苦手3えは主主締役会教育主事の職務

エ 教育絞殺料事受（2）級別立憲主韓職務褒

車義務め議長 義主要となるべき総務

1主主 ま毒婦、助教諭又は養護助教諭の職務

2毒設 くり 教諭又は養護教諭の職務

(2) 指導主事、経営指導事必要降、社会教育主要書又i土社会教育会務総｛［）ij議事奪

キ寺2議員 主幹教諭、言語遂事主総又は字詰毒事著書後教諭の職務

3謀長 { 1) 部校長又E立教言語。主総務

{2) 出先議議総｛［）霊祭祭の磯著書

( 3) 主任務議事主毒事、さ主役懇苦言指導主事又は主任社会教事f::E毒事の総務

4級 ( 1 ) 校長の級車普

(2) 出先機関の図～尊重な業務を行う課長の総務

(3) 首j柄欄号事:E芸評、首席経営指導主事又は1!iJI若校長誉教資家事の職務

を筆活き f主主先機喜~J とは、ア行政機給料袋級別基準職務表の翁考31とま主義ちる証；i主主義築基自をいう。

;;t 研究磯給料袋級車守護毒事総務署賢

I 磯務の級 I 基準左なるべき総務
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2級 主任専門研究員又は専門研究員の職務

3級 ( 1) 試験研究機関の部長又は室長の職務

( 2) 上席専門研究員、主査専門研究員又は高度の知識経験に基づき困難な研究を行う主任専門研究員の職務

4級 ( 1) 試験研究機関の長の職務

( 2) 規模の大きい試験研究機関の副所長の職務

( 3) 特に規模の大きい試験研究機関の部長の職務

(4) 首席専門研究員の職務

5級 ( 1 ) 規模の大きい試験研究機関の長の職務

( 2) 高度の知識経験を必要とする試験研究織関の長の職務

(3) 特に規模の大きい試験研究機関の高lj所長の職務

カ 医療職給料表（ 1）級別基準職務表

職務の級 基準となるべき職務

l級 医療業務を行う職務

2級 (1) 広域振興局又は保健所の課長の職務

( 2) 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

( 3) 医務主幹の職務

3級 ( 1) 本庁の総括課長又は課長の職務

( 2) 広域振興局の保健福祉環境技監の職務

( 3) 広域振興局又は保健所の高度の知識経験を必要とする課長の職務

(4) 高度の知識経験を必要とする医務主幹の職務

4級 ( 1 ) 本庁の医務担当技監又は高度の知識経験を必要とする総括課長若しくは課長の職務

( 2) 広域振興局の高度の知識経験を必要とする保健福祉環境技監の職務

備考 「本庁j とは、ア行政職給料表級jjlj基準職務表の備考1に定める本庁をいう。

キ 医療職給料表（2）級別基準職務表

職務の級 ｜ 基準となるべき職務

l級 ｜栄養士の職務

2級 ｜薬剤師、獣医師又は困難な業務を行う栄養士の職務



3級 ( 1 ) 主任薬剤師、主任獣医師又は主任栄養士の職務

(2) 困難な業務を行う薬剤師又は獣医師の職務

( 3) 特に困難な業務を行う栄養士の職務

4級 ( 1) 主査薬剤師、主査獣医師又は主査栄養士の職務

( 2) 困難な業務を行う主任薬剤師、主任獣医師又は主任栄養士の職務

5級 ( 1 ) 家畜保健衛生所の次長の職務

( 2) 広域振興局、食肉衛生検査所、保健所又は家畜保健衛生所の課長の職務

( 3) 上席薬剤師、上席獣医師又は上席栄養士の職務

6級 ( 1 ) 食肉衛生検査所又は家畜保健衛生所の長の職務

' 
(2) 保健所又は規模の大きい家畜保健衛生所の次長の職務

( 3) 広域振興局の室長の職務

(4) 技術主幹の職務

7級 ( 1) 規模の大きい家畜保健衛生所の長の職務

(2) 高度の知識経験を必要とする食肉衛生検査所又は家畜保健衛生所の長の職務

(3) 保健所又は規模の大きい家畜保健衛生所の高度の知識経験を必要とする次長の職務

(4) 広域振興局の高度の知識経験を必要とする室長の職務

ク 医療職給料表（ 3）級別基準職務表

職務の級 基準となるべき職務

1級 准看護師の職務

2級 ( 1 ) 保健師、看護師又は困難な業務を行う准看護師の職務

( 2) 高等看護学院の看護教員の職務

3級 ( 1) 主査保健師、主査看護師、主任保健師又は主任看護師（以下「主査保健師等Jという。）の職務

(2) 困難な業務を行う保健師又は看護師の職務

( 3) 高等看護学院の主任看護教員又は高度の知識経験を必要とする看護教員の職務

4級 ( 1 ) 困難な業務を行う主査保健師等の職務

(2) 高等看護学院の主査看護教員又は高度の知識経験を必要とする主任看護教員の職務

5級 (1) 広域振興局又は保健所の課長の職務
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( 2) 上席呆健師又は上席看護師の職務

(3) 高等看護学院の面lj学院長、上席看護教員又は高度の知識経験を必要とする主査看護教員の職務

6級 I c i l 広域振興局の室長の職務

( 2) 保健所の次長の職務

附則

（施行期日等）

1 との条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から第11項まで及び第13項から第15項までの規定は、平成28年4月1日から施行す

る。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例（以下この項及び附則第4項において「改正後の条例Jという。）第26条の2第1項及び別

表第1から別表第5までの規定は平成27年4月1日から、改正後の条例第38条第2項及び第3項並びに第39条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

（平成27年4月1目前の異動者の号給の調整）

3 平成27年4月1目前に職務の級を具にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が岡田において

職務の級を異にする具動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことがで

きる。

（給与の内払）

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正

後の条例の規定による給与の内払とみなす。

（切替目前の異動者の号給の調整）

5 平成28年4月1日（以下「切替日Jという。）前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給につ

いては、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をした込のとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところに

より、必要な調整を行うことができる。

（給料の切替えに伴う経過措置）

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの（

人事委員会規則キ定める職員を除く。）には、平成31年3月31日までーの閥、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（前項に規定する職員を除く。）について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要

があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要



があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する一般職の職員の給与に関する条例（以下この項及び附則第11項において「給与条例」という。）第24条

第2項、第38条第5項（給与条例第39条第4項において準用する場合を含む。以下この項においで同じ。）、第41条第2項、第41条の 2第2項及び第41条の

3第 2項の規定の適用については、給与条例第24条第2項中「調整前の給料月額」とあるのは「調整前の給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例（平成28年岩手県条例第 号。以下『平成28年改正給与条例Jという。）附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、

給与条例第38条第5項、第41条第2項、第41条の 2第2項及び第41条の3第Z項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成28年改正給与条例附則第6項か

ら第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

10 附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、とれらの規定中「給料月額Jとあるのは

「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成28年岩手県条例第 号）附則第6項から第8項までの規定による給料の額との

合計額」とする。

( 1) 一般職の職員の特殊勤務手当に闘する条例（昭和31年岩手県条例第52号）第3条第2項、第4条の2第2項、第8条の2第2項、第8条の4第2項、

第9条の9第2項及び第9条の10第2項

( 2) 一般職の職員の給料の調整額に関する条例（昭和32年岩手県条例第四号）第2条第2項ただし書

( 3) 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（昭和46年岩手県条例第47号）第3条第1項

（期末手当等の支給を一時差し止める処分の取消しの申立てに係る経過措置）

11 第2条の規定の施行前にされた給与条例第38条の 3第1項（給与条例第39条第5項及び第43条第9項において準用する場合を含む。）の規定による期末手

当又は勤勉手当の支給を一時差し止める処分に係る取消しの申立てについては、第2条の規定による改正後の給与条例第38条の3第2項（給与条例第39条第

5項及び第43条第9項において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（人事委員会規則への委任）

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

（一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正）

13 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成26年岩手県条例第106号）の一部を次のように改Eする。

改正前 ｜ 改正後

附則 ｜ 附則

1～3 ［略J 11～3 ［略］

（寒冷地手当に関する経過措置） ｜ （寒冷地手当に関する経過措置）

4 この項から附則第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、 14 この項から附則第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、

－OU可



当該各号に定めるところによる。

( 1）～（ 3) ［略］

(4) みなし寒冷地手当額次項又は附則第6項に規定する者につき、給

与条例担蓋箆立に規定する4級地をその支給地域の区分（給与条例第40

条第2項の支給地域の区分をいう。）と、基準日（同条第1項に規定す

る基準日をいうロ以下同じ。）におけるその基準世帯等区分（当該者の

一部施行日の前日以降における世帯等の区分（同条第2項の世帯等の区

分をいれ以下この号に如、て同じ。）のうち、給与条例毘昆盤工の4

級地の項に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。）

をその世帯等の区分とそれぞれみなして、同条第2項の規定を適用した

としたならば算出される寒冷地手当の額をいう。

5～12 ［略］

備考改正部分は、下線の部分である。

（医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）

14 医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和35年岩手県条例第29号）の一部を次のように改正する。

4
0

∞
 当該各号に定めるところによる。

( 1）～（ 3) ［路］

(4) みなし寒冷地手当額次項又は附則第6項に規定する者につき、給

与条例担玄箆工に規定する4級地をその支給地域の区分（給与条例第40

条第2項の支給地域の区分をいう。）と、基準日（同条第l項に規定す

る基準日をいう。以下同じ。）におけるその基準世帯等区分（当該者の

一部施行日の前日以降における世帯等の区分（同条第2項の世帯等の区

分をいう。以下この号において同じ。）のうち、給与条例fill室室主の4

級地の項に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をし、う。）

をその世帯等の区分とそれぞれみなして、同条第2項の規定を適用した

としたならば算出される寒冷地手当の額をいう。

5～12 ［賂］

改正前 改正後

（管理職員特別勤務手当） （管理職員特別勤務手当）

第10条の2 ［略］ 第10条の2 ［略］

2 前項に規定する場合のほか泊第3条の 3に規定する職にある唾員が災害

への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日早は休日等弘外の日の

午前零時から午前5時までの聞であって主規の勤務時間以外の時聞に勤務

した場合はョ当該職員には、管理職昌特別勤務手当を支給する。

備考改正部分は、下線の部分である。

（企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）

15 企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和35年え 手県条例第32号）の一部を次のように改正する。

改正前 改正後

＂立 Z団官宣k§)Id;:.日＂茜.J.:S:.Z~ M丘、 f主主Z園田l; 目出ー Oil醤－~~＝＜ニ山、



第10~誕の 2 ［書芸〕 多喜：9粂の2 ［絡］

2 続税iと規定する場合のほかミ第 3 粂の 2 に規定す2~議？こまち2H後長室が災害

への対処そのi也の世話時又は緊急の必要書によ与週休日又は~総事事主主タト(7) f:lの

q:書官零時から守之総$華寺までの閉であって2主主莞の勤務時閣以外の時聞に筆書豪華

した場合は、ぎ寝室豪華暴員：こは、管王聖職主連絡}llj勤務手惑を3支給するa

備考 改正審草分t土、下線の部分である6

平成28年 2Jl 18 f:l主量減

岩手県知事達増拓筏

護霊E語

岩野手主主人事委員長誌の王手成27年10月l官隊イすけの給与改定に関サQ勧告等；と鑑み一絞殺の職員の給料刃護葉、手足袋給鶏号室司王lil.＆び単身赴任手さきの支給限度額、地域

手当の級地の区分及び支給苦手I合並びに刻家手さ言及び勤勉学l±iの支給割合会改定し、宣之びに管理職員特別勤務理Foきのう主殺事在図書ど拡大するとともに、綴方公務員名訟

の一部改定lこ伴い意義主君主主主雲奇襲務きをた絞め、諸般の情勢に緩み管王室又は監事寄の黄色伎にある総長iこ3制脅されるパき鈴殺の絡罪苦言語獲額を減額する号事芸尊重要(7)改正をしよ

うとするものである。これが、この条例案を提出する寝室鼠でらる。

ズ
〕
也



議案第37iき

職員の退職手当に撰する条例の一部を改:iE't・｛＞条例

4

4

0

 

務織の返事量手当iこ践する条例（昭和28年岩苧県条例第4岳部 (J)－総会どたのようにき女王するa

改正言力 改:iE~長

1 I （襲遺棄是期間の計算）

多喜7条 ［路］

2～4 〔略］

5 3詰1項に規定する職員としての引き淡いた復号幾多筋務iこは、職員以外の地

方公務長亀（常持勤務iこ綴することを善悪しない宥会総く。以下岡山）又は

隠後公務員（慰霊草公務員返事翼手当君主｛綴手口28等法律第182号）第2条に規

定する務会いう。以下向じ。｝ ｛以下「I絞災以外の地方公務員等j と総務1

ずる。｝主主引き緩いて職員となったときにおけるその容の総員以外の泡方

〔勤続期間の計算）

京高7条 ［略］

2～4 ［路］

5 多喜工務に裁定する滋主主としての引き憲章いた複線期間には、職員以外の地

方公道警災｛？言語吾妻義務に恕することを妥しない翁告と除く。以下関じ。）又は

C!ll'l草公務長室〈潟室長公務員退繊手当法（附和28＇￥お長率季第 182号）第2条に妓

定する若手告という。以下問じ。） （以下「総長以外の給方公務員毒事j と総君主

する。）が引き緩いて1議員となったときにおけるその殺の総長以外の治方

公務員懇としての引き続いた在職期間安含むものとする。この場合においi公務員毒事としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合におい

て、その寺普の総長竜以外の地方公務員等としての引き緩いた浅草薬害努僚につい

ては、章者各療の士見Jl:t:l揮淘して計算するほか、またに争議げる建議？震？をその者の

職員以外の地方公務鼠燃としての引き続いた夜i稼業主務として計算するもの

とする。ただし、滋機により、この条例の波主主による退職2手当に字詰き告する

給与の支給令受けているときは、さ望書案幸会与の雪十要事の禁後止なった復職期開

（当該給与の計算の芸道機となるべき筏添え綴湾がその者が在験した地方公共

団体等の退職手さきに話遣する主義主主主主は終定地方滋立行政法人（他方独ぷ行政

法人法｛平長支持基手法像祭118iぬま事2条第2壊に規定する特定地方激ぷ行

政記長人をいう。以下i誇ら）の滋I総司王き誌の支給の基準（罰法第4自粂童書2真夏

3えは第51条第2項iこ支量定する主義然苦という。京高2-jき及び第18条第2項におい

てI'llc。｝？とおいて明確に:<Eめられていない場合においては、当言葉裏金与の

毒薬殺滋織の日におけるその者の給料月綴で除して終た養生に12を乗じて得た

て、その者ーの戦災以外の地方公務員等としての引き緩いた君主車線刻罪悪につい

ては、官官各項の規定t:f襲濁して計算するtまか、どたにき議げるま境問会その者の

職員以外の地方公務長ミ毒事としての引き緩いた在裁期間として脅十3卒するもの

とする。ただし、滋織によ号、この条例の規定による送機手当に中間l1lする

給与の支給を受けているとき~ 1・立、き善意表給与の計算の義礎となった校総期間

（当該給与の計算の遜幾となるべき君主総綴関がその者が夜1離した縦方公共

図体毒事の返事達手当iこ草書する緩'.li!J之は特定地方独立行政法人（地方選主主主行政

法人主主｛平成15長手法律第118-l号）第 2~長第 2嘆に規定する特定地方独立干す
選立添人香という。以下向じ。）の退職守主主告の災給の3基準（同法第48条第2宅義

父；立第51条第2壌に混定する基準をいう。ま露2号及び第18条第2療におい

て際じ。〉において明確に定められていない意義会においては、当該給与の

護軍令汲織の日におけるその者の給料j奇襲震で除して挙事た雪設に12を乗じて得た



数（ 1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。）に相当する

月数）は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものと

する。

( 1 ) ［略］

(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人（以下『地方公共団体

等」という。）で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準に

おいて、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立

行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人（地方独立行政法人法盆~

盆に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下閉じ。）、地方公社若

しくは公庫等（国家公務員退職手当法第7条の2第 l項に規定する公庫

等をいう。以下同じ。） （以下「一般地方独立行政法人等j という。）

に使用される者（役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。

以下「一般地方独立行政法人等職員」という。）が、任命権者若しくは

その委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手

当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった

場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立

行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を

当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めて

いるものの公務員（以下「特定地方公務員」という。）が、任命権者又

はその委任を受けた者の要誇に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人

又は地方公社で、退職手当（これに相当する給与を含む。以下この項に

おいて同じ。）に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独

立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地

方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続い

て当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場合

に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間

を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続

数（ 1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。）に相当する

月数）は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものと

する。

( 1) ［略］

( 2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人（以下「地方公共団体

等」という。）で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準に

おいて、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立

行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人（地方独立行政法人法皇豆

急筆立互に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。）、地方

公社若しくは公庫等（国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定す

る公庫等をいう。以下同じ。） （以下「一般地方独立行政法人等」とい

う。）に使用される者（役員及び常時勤務に服することを要しない者を

除く。以下「一般地方独立行政法人等職員Jという。）が、任命権者若

しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、

退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員と

なった場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地

方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続

期聞を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと

定めているものの公務員（以下「特定地方公務員Jという。）が、任命

権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて 般地方独立行

政法人又は地方公社で、退職手当（これに相当する給与を含む。以下こ

の項において同じ。）に関する規程において、地方公務員又は他の一般

地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は

一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引

き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となっ

た場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤

続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者として

ーーー



主割問に通算することと定めているものにも在潟される者｛役主主及び常持級

事警に服することを要しない殺を徐く号以下それぞれ f終定一般地方独立

行政法人職員j又は f終主主地方公社総長ミj という。）となるため滋織し

、かっ、引き続き特:<E一絞主主方独立行政法人総長義又は特定機"jj会主主議員

として在職した後引き続いて湾：ti!特定地方公務員となるため退職し、か

っ、引き続i聖職員以外壁〉地方公務員として級戦した後廷に引き続いて戦

吋
叫
一

M

の数意義綴簡にi民主事十ることと援さめているものに舎をJflされる母子｛役員及び

常時勤務に級ずることを要しない者を除く。以下それぞれ『特定一放総

jj独立行政法人誇議員j又は「特定地方公社職員j という争｝となるため

逸機し、かっ、引き絞念寺守主主一般地jj~虫立行主主主長人職員又は終主主主出方公

社職員として在職した後引き緩いて持び特定泌方公務員kなるため退職

し、かっ、引き毒患をき隊員以外の主主方公務員として在殺した後更に引き襲撃

災となった主勢分においては、先の職宣教以外の地方公務負としての引き続｜ いて総長となった議会においては、先の絞災以外の地方公務員としての

いた夜機織問の始期から後の職員以外の地方公務長設としての引誉議室いたj 引き続いた：｛£~儀期間の鈴英語から後の職民以外の主主方公務員としての引き

夜職安線開の終努までの綴悶 ｛ 続いた司祭議議実募総の終期E誌での努溺

(3）～（ 7) ［略J I cal～（ 7) ［賂］

自～9 ［絡］ I 6～9 ［絡］

21 ｛慾旨） I （趣意¥¥11)

童書1条 この条例は、総災｛陸軍療局及て）（ぎを終局の会淡職員並びに鋭意臨時並員等｜第工粂 この条例；立、綴負（日医療j議及び王監淡潟の企業総長支きをびに技能1議長支毒事

（地方公営企業等の労働療採に関する法律｛喜善悪口27年法律事事289努〉附則｜ ｛主主方公務{E業等の労鎗関係に関する法律｛昭和27益事法律第2総勢）附則

第 5~障の幾定により関法（第17~装を除く。）ゑ店主慾方公鴬{E芸能法｛昭和27

年主主事季第2921ま）怒忽金主.:-2童話39条主主の規定が準用される磯員をいう。

第20条において阿じ。｝を霊長〈。）のi墨絵手当に関し必察えと事項会主主める

ものとする。

（退陣後手当の言悪霊童書翼｝

第5壌の会築震により問主義｛第17粂'ii:！除く。）送法主主地方公常会芸能法｛昭和

27主手法律第292券｝滋fill.ゑゑ工主務総粂の規定が室経潟される磯良告という。塁審

20粂において1潟じ。｝を徐〈。）の返事達手き請に関し必幸喜な家宅喪を定めるも

の左する。

｛退職手滋の議題霊童額）

第6~奈の 4 退職した重？に対するi島戦手当の言問幾重貢は、その著fl))基礎在職調書i害事5条の4 i呈奇襲した殺に対するi量級学ミ告の誠耳患者躍は、その毛ぎの法機在1幾多読

間（望書 5粂の 2~詩 2療に緩まをする基礎投機織問をいう。以下向じ。）の初｜ 関｛童書5灸の2童書2攻iζ去量定する事告奇襲在機会境問をいう。以すご潟じ。）の初

問の属するj苦からその者の議後在ijl期間の米自の塁塁ずみj寺までの若手Jl'（地

方公務長総第27条及び綴錦糸の規定による休職（公務上の苦苦痛による休談

、i量殺による傷病による休滅、 I磁気合地方金老後給公社法｛緩和40主手法律

日の燃する尽からその者の基礎盗聴期間の京総の廃するj守までの各fl（地

方公務員波多喜27粂及び第28謀長の幾定による休戦｛公務上の傷病による争幹事室

、送量誌による儀病による休職、職員をどt車交7住宅供給公十主主主（昭和40年法律

望号124をおに去量定する。他方住宅後手合公社、主主15°遂霊長公社総（日違和45主手法律1第124釈に士量定する総方生宅供給公社、地方滋路公祉法｛惨事M5年法律

搬持）｝こ規定する地方制公惜しくは公有地の拡大の維に併特！ 第82桝 iこ規定する地方道路公必殺しくは締齢拡大の糊iこ廃する法

律｛緩和47長手法務第66.Jす） Iこ規定する公認1開発公社〈以下 f地方公社Jとi徐（昭和47年記悲惨第66号JIこ綴i:E:する土地開予告公社｛以下「地方公宇土j と



いれ）又は国家公務員退職手当法施行令（昭和28年政令第215号）第6

条に規定する法人（退職手当（これに相当する給与を含む。）に関する規

程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職さ

れ、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけ

るその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用され

る者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る

。以下「休職指定法人」という。）の業務に従事させるための休職及び職

員（規則で定める職員に限る。以下この項において同じ。）を県以外の者

が県と共同して行う研究又は県の委託を受けて行う研究（以下この項にお

いて「共同研究等」という。）に従事させるための休職（当該職員の当該

共同研究等への従事が当該共同研究等の効率的実施に特に資するものとし

て規則で定める要件に該当する場合の休職に限り、当該職員が県以外の者

からこの条例の規定による退職手当に相当する給与として規則で定めるも

のの支払を受けた場合の休職を除く。）を除く。）、地方公務員法第29条

の規定による停職、教育公務員特例法（昭和24年法律第1号）第26条の規

定による大学院修学休業その他これらに準ずる事由により現実に職務に従

事することを要しない期間のある月（現実に職務に従事することを要する

日のあった月を除く。以下「休職月等Jという。）のうち規則で定めるも

のを除く。）ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員

の区分に応じて当該各号に定める額（以下「調整月額」という。）のうち

その額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第601順

位までの調整月額（当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月

いれ）又は国家公務員退職手当法施行令（昭和28年政令第215号）第6

条に規定する法人（退職手当（これに相当する給与を含む。）に関する規

程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職さ

れ、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけ

るその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用され

る者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る

。以下「休職指定法人」という。）の業務に従事させるための休職及び職

員（規則で定める職員に限る。以下この項において同じ。）を県以外の者

が県と共同して行う研究又は県の委託を受けて行う研究（以下この項にお

いて「共同研究等」という。）に従事させるための休職（当該職員の当該

共同研究等への従事が当該共同研究等の効率的実施に特に資するものとし

て規則で定める要件に該当する場合の休職に限り、当該職員が県以外の者

からこの条例の規定による退職手当に相当する給与として規則で定めるも

のの支払を受けた場合の休職を除く。）を除く。）、地方公務員法第29条

の規定による停職、教育公務員特例法（昭和24年法律第1号）第26条の規

定による大学院修学休業その他これらに準ずる事由により現実に職務に従

事することを要しない期間のある月（現実に職務に従事することを要する

日のあった月を除く。以下「休職月等Jという。）のうち規則で定めるも

のを除く。）ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員

の区分に応じて当該各号に定める額（以下『調整月額Jという。）のうち

その額が最も多いものから順次その順位を付し、その第l順位から第601順

位までの調整月額（当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月

の調整月額）を合計した額とする。 の調整月額）を合計した額とする。

( 1) 第1号区分 54, 150円 ( 1) 第1号区分 70,400円

(2) 第2号区分 50,000円 ( 2) 第2号区分 65, 000円

( 3) 第3号区分 45,850円 ( 3) 第3号区分 59, 550円

(4) 第4号区分 41,700円 (4) 第4号区分 54,150円

－－一凶



(5) 多喜5号E草分笠J笠巴

(6) 第告を多区分経」笠£9.

叫

叫

品

( 5) j寝5号 区分笠J段丘

(6) 害事6号IE:王子 忽J盟主i

(7) 第7号区分裂ぷ段E ・ I < 1 ＞第71寺区分忽斗盟問問

(8）第8号室E分話ぷ銀毘 も 、 ！｛詰〉第8%区分担ぷ後箆

（§｝［略J I <s> ［絡〕

2 樽 3 ［絡J • I 2・3 ［路］

4 2えの4§.母に主義iずる者lと対するi島］滋手滋の喜男後襲震は、童書1嘆の史認定にかか14 次の各努iこ掲げる容に対する退職手当の後整綴l立、第工事案の続支をにかか

わらず、道芸家各号iと去をめる綴とするe ｜ わらず、当該各珍に定める祭とする。

( 1) 退職した務のうちE善治都合滋磯考｛号車3条委霧2項に滋主主する傷病又

は死亡によらずにその答ーの税金により退職した者をいうの以下この壌に 2

おいて同じ.）以外のちのでその綴絞場開が5年以上24年以下のもの

官事 l 宅譲宮警 1 号から第7·妙法で3とは第 9~きに掲げる1議員の区分に~＂＇.：＞ては

当該45:号iζ慾める主題、 i雨寝苦悲8号に総げる戦災の区分にあっては零とし

て、！言項の規定安滋主目して普士事事した額

£皐ii塁織した殺のうちお己都合滋殺者以外のものでその数絞殺聞がZ年

以上4年以下のもの 館長の綴定によち計算した緩め2分の liこ棺き討す

る緩

ill 白書2
i生之 自己都合送車車場Tその総統期間がぬ年以上24年以下のもの匂袋よ金

の規定により計算した綴の2分の1に相当する綴

iゑl ［賂］

5 ［賂］

iょよ送波した者のうち邑c:.事事合退職者昔」君臨3条第2J廷に規定玄三銭鐙x
は死亡によらずにその者の都舎によりi丘町議した殺をいうの以下：：の漢に

おいてi判じ白 3以外のものでその勤毒素匁鴻が1年以上4年以下のもの

集よ廷の規定によち渋算した護軍の2分のuこ総当する額

iえよ ［賂］

ill 議活者6-@r）島線審でその勤続綴閉が10年以よ24年以下のもの裳よ忍

の支晃主主によ号計算した善要の2分のl；こ相当する緩

ill 〔襲警］

5 [ill!-] 

(i義務手当の文言ムの塗止め｝ I ｛退耳後手当pココヒ払の主義止とめ）
主義12条 〔i務］ ｜第12~設 ［質的

2 ・3 ［賂］ ー . 12 ・3 i富島］

4 前3壌の土産定による一般の送機ヂヨ等の護震の支払を差し止める処分（以14 議 3~買の綴定による一絞の汲勝手当毒事の額の主主払を空襲し止める処分｛以



下「虫記主主主義止処分j という。）を受けた者泳、行後三宮殿審査法（H際日37等

法像祭16悲喜号｝第14条第 1攻又は第45条に緩定ずる期間が経過した後にお

いては、苦言語案文弘祭止処分後立）~宮j替の変化を漂白 lと、治言葉支払差止処分念

行った退職手当骨密意義機療にますし、その取消しを取し立てることができる0

5～10 ［路］

備考 改正部分i土、下車患の部分である。

F付長5
1 との長是非＇di士、平成28年4）ヨエおから施行する。ただし、表工の壌の語文3王線分は、公布の阪から施行する。

2 との条例の施行前にされた総長をの送機手当に関する~i?U努12条書官 1寝から策3項までの土建設による一般ゆ退職手浅毒事の額(J)交主主を怒し止める処分に係?i 主主

干高しの申立てについては、この灸jrg（祭2の項の改定警告分｝こ凝る0 ）によるil!{IE後の尊重員の淡級学滋に隠する条例言普段粂第4衰の規定にかかわらず、なお事監

下 f支払重量Jl:処分j という。） ~受けた者i士、行数~H塁審査をま｛半減26修

法律第68~昔）繁18~主事喜 1 里夏本3どに規定する期間が経滋した後においては、

当該支払経止ま品分後の事僚の変化合潔白に、さき該支払量産l.I:処分を行った退

職苧主主管遼綴喜震に対し、その取消しな取し立てることがで意る。

5～10 〔絡］

前の例による。

平成28年 2Jl1普段ま華街

岩手県知事達増桁抱

葱滋

留の例lとE陣じて送綴手当の音調ぎ義者盟会改定するとともに、併せて所要の議長繍をしようとするものである。これが、この条例案を縫似する濠歯でらる。

吋

A
凶



－之同

議架第38号

職員等の退職管理に窮する条例

（趣旨〉

第1条 この粂fll；土、地方公務員泌（昭和25主手法律第26H号。以下 f法j という。）第38粂の 2~持 S項及び第38粂の 5第 2項（これらの主義主主を地方独立行政総

人法（平成15竜王法律努118喜多｝第50条の2において緩み養えて準用する主義合を含む。）の支既定iと主主づき、秘主義主えてF媒が設立した財Ji公損害2条第2壌に幾？をナる

特定地方独立行政法人の役事堂｛第3条において f役員j という。）のiゑ験管理に演し必華客之主導壌を定めるもの在する。

｛湾総事義者による依頼者撃の究室綴〉

宮高2重量 さき童書38条の2望書1攻（泌方数玉工行事立法人法第50条の立において読み務えて機胤する場合を会令。以下この条において災じ。｝に規定する符店主時弊者のう

ち、潟家行革主総選量淡〔E百平日23年法律然12号与を〉苦言21条第1演に綴主主する妻室長JO立高墜す受の職に相当する綴として人事委員会規則で緩めるものに関襲職した日の5

年前の日よ号般に淡いていた者は、ミ5宮東毒殺に就いていた華寺iζ在職していた執行機器善の組織等（必然·3s~長の 2第ヱ夜に緩ま宣する地方公共間体の敏行者華麗の組織

さ事をいう＇ ）の！努壌に支量定する役磯良又はこれに妻賢ずる持費として人事委員会土産郊で定きちるものに対し、問項に綴議~T ＇.＇＞契約等事務であって隣織した震の 5

言告の良より書官の職務（当該毒装に護老いていたときの職務に緩る。〉に長話するものに関し、高襲戦後2学問、職務Jニの行為令するように、又はしないように喜要求し

、又；立会主審翼しではならない。

（｛使命後容への履出〉

第3粂 後建又は室主警の総イ立にある職員又はf金魚の激主して人議長宣言及会主買員ljで定めるものに就いている機桑3えは役員であった殺（お控室喜38条の 2 翼~3 双に規定す

る主託職手当通算予主主総選え3えは地方独ft行産主主長人法第5D条の2において読み替えて者露双ずるお］項に規定す：る逸機手当遂算予定帯主主義であった者？あって引き続い

てき長室喜38条の 2~露 2 ；質（諸島方独立行革主法人法第50条の 2において読み替えてE襲用する滋合を含む。）に規定する退磯王手さき語霊童憲法人の地位lこ就いているもの及

び公益的法人毒事への一般織の治方公務”ぬの派透等に関する法律｛主手渡辺年級事幹第50iま）第10条第2後？と規定する退職派送変革まを霊長く。〕は、開花粉後2年間、営

利企業｛浴室事38~長害事 1 項に規定する？誉総会業をいう。以下この条において鈎じ移｝以外の法人その｛爆の箆体の地イすに続いた場合｛幸義務命線る場合に限る。）
又は営利食費量の浴後iこ就いた場合i立、日々雇い入れられる者となった場合その総人事委員会規則で定める場合最徐幸、人事委員会史集長誌で後おちるところにより

、i華やかに、高話線した雪渓又はこれに相当する1畿の任命後者iと再主主総3もの名称、手専意主季語$tiζ草活ける地位その他人者葬祭長会史実員ljで定める察E震を屈け出なければな

らない。

総長lj

とこの条約i立、平成28年4Jl1 aから緩行する。

平成28年2Jl18湾総出



岩手県知事連増結毛色

理店

主産方公務員訟の双完ぎに主主づき、戦災警察のi創設管理に闘し必要な務攻会議さめようとするものである匁これが、との条例長誌を提出する理由である。
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議案第39号

人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改認する条例

人暮王行政（｝）芸撃す雪絡の状況の公家iこ商議する条例〔平成17伴先岩手県条例祭22努｝の…部を次のように数寂する。

改正前 己主1E後

（任命機殺の報告事茨〉 I ｛後昔話機殺の報告事項｝

11,3粂 前条の規定によ堅手主命綴者が報告しなければならない家宅震は、職員｜第3;l義 務長をの規定によりイモ命縁者が認をきしなければならない客演は、綴祭

｛磁善寺約iこ任用されたlliii災及び非常勤磯良（地方公務員法第28惑をの 5第 1I （隊隊長ちに伝屈された職気及び非常勤務災〈全盛方公務員法告書28芸誌の5祭主

攻に緩定する短待問効務の臓を占ぬる機災ti:'除く。）をi徐く。） Iこ係る次i攻に総定する媛湾総数違憲司3職を占める総長室ti:'I徐く。〉を除く。）に孫る次

に掲げる事攻とする。 に掲げる事項とする。

( 1) ［絡］ ｛エ） 〔絡］

(21 人喜善言平長惑の状況

(2) 〔間接］ i三よ ［震各｝

話よ ［型事］ llよ 〔H喜］

iゑよ 〔葬各〕 i豆よ ［自書7

品よ ［賂］ (6) 〔略J

i怠よ 【略］ ロ：L 〔韓基］

(81 送機管老支の状況

iヱよ研修及び勤務成車警の誇定の状況 i旦よ研修（｝）談話毛

i主よ ［襲喜｝ 斗Q2.. ［略］

i旦よ 〔話番〕 込ょL ［路］

〔人事援策会の報告事攻） 〈入実葬祭長会の報告事項｝

第5粂 紛粂の規定によち人妻葬祭主主会が報告しなければならない泰司質は、次｜第5粂 総長長の鋭定により人宅葬祭災会主E幸霊祭しなければならない家宅震は、次

にき島げる毒事項とする。 I iこ掲げる著葬祭とする。

(1）～（3) 〔調書7 I < 1 l～（3) ［聖書；

(4) 磯員｝と対する不利益な処分についての歪盤皇迄.:r.の状況 I < 4 l 磯員に対ずQ；；阿草委主な処分についての愛室重丞の状況



( 5) ［路］

備考 改玄部分i土、下盗事の審草分である。

F首長日
1 この条例法、平成28年4）ヲ2おから能行する。

2 この条伊jの主基行総iこされた議員長主に対する不利益な処分についての本綴惨なでの状事去に係る人事委員会の知事iこ対する級官寺については、この条例による放浪

後の人事行款の運営者事の状況の公道誌に関する条例第5条の規定にかかわらず、なお従毒性のwuによる。

(5) ぴ各〕

平成28年 2Jl18日提出

場手糸知事逮増拓也

走塁陶

地方公務員訟の一郎改正に伴い、経会事義者会主総務iこ対し報告すべき人事行殺の延安~の状況に総長の人等言李総の状況を加える空宇所聖書の改定をしようとするもの

である。これが、この条例案を提出する王棄損である。

4
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議案第 66号

叫
一
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市町村立学校職誌の給与等に欝する条例の一部を改正する条例

3事1条 市町村立学校議員の給与等に喜毒する条例（日自殺2R年岩手際条例第49号）の一部を次めように改：寂するo

.-- i:;!<笈古書 ' 改定主義

（期米号己主主｝

言語29~長 ［路］

（ま努然察当）

第29!J長 〔聖書］

2 長幕末手当の綴；立、類送王家主話器礎看護に、草月に支給-tるさ警合においては100I 2 3額五転手当の審議；立、期末三F-~当基礎額に、 自月に支給する場合においては100

分の120、12Jlle.支給する会議会においては並立ゑ匁ぷ立を乗じて後1と義震に、議｜ 分の120、12月に支給する場合においては組立盆位以立を乗じて得た護買に、主義

準日以議官6箆万以内の期院におりるその者の従事翼手努潤の？；），：の毛Hきに掲げる l準日以議Ii6 ~草月以内の望書穏におけるその者の畿機期間の~の冬空去に掲げる

区分iと応じ、当警察45-号に定める若手］会を乗じて得た額とする。 I 区分によ主じ、さき草案各惨に定める綴会を乗じて後？と重要とする。

(1）～（4) ［間接3 I < 1 ＞～（4) ｛選初

3 事手｛£）＇号機長えに対する前考誌の規定の適用については、！司王買中 r100分の120J

とあるのは r100分の62.5J と、 「波立ゑ史旦§＿Jとあるのは f政立公2立ふj

とする。

4～6 同信

（勤勉手当〕

然30条 f師事］

3 さ等径汚職疑lこ対山ナる重苦宅変の総定のi恵子話については、問項r:pr100分の120J

とあるのは r100分の62恨むと、 f波立公忽込山とあるのは f波受ゑ2盤」J

とするの

4～6 ［賂］

｛霊語数手当〉

緩め糸 ［路；

2 勤勉学lllの額l土、効後手当基礎案提f：：、集教育事主主主会が浪人選革委員会主見剣12 勤勉手当の畿は、動産品察当基礎毒薬iこ、県教育委主童会会玉県人事後i員会主完対

で、定める装警に従って定めるさ話会設乗じて得た綴とする。この言語会におい

て、県教育委員会が支給する毅i後手当の綴’の、泉教育委険会に所諾する次

官〉各号に掲げるZ議員のE草分ごとの総綴泳、それぞれ弱含棄を正号；こ掲げる績を

で主主主ちる主義者主に従って定める割合必然じて得た縦とする。ごこの場合におい

て、よ戦教育委良会が支給する数量生手当の綴の、然教育委険会f;>:)'j号属する~

の,g..・母iこ掲げる総長主の区分ごとの総額l立、それぞれ当絞各号に絡げる客室を

績えてはならない。 ｜ 総えてはならないa

( 1) 高官療のi議員のうも再任F号機災以外の職員 滋君主機員の勤勉手当基礎！ （工｝ 鈴療の職員のうち李主任用1議長量以外の職員 £13音声職員の数数手当基礎

奪棄に巡絞殺員会主それぞれその護主総沼環夜（巡織し、還ましくは失1践し、又

はままEごしたI隊長主にあっては、 i丘町践し、殺しくは失職し、又は死亡した臼

額iとき詩震翼線E警がそれぞれその議ま韓日現在（汲機し、若しくは失織し、コえ

は死亡した務長室にあっては、 i創設し、表しくは失識し、コミは死亡した努



現在。次号買において銘じ。）において受付るべき扶養手当の月額災ぴこ

れに主すすみ総主義手当の月数聞の合意十義震を郊算した審議iこlQQ全企1Qを多発じて終

た警震の徐被

｛討 議壌の1被災のうち再任湾総裁 き話務再任用職員の勤勉手当基礎額に

辺良ゑ~を乗じて得た室棄の総額

3～日’ ［m語］

｛椅考 i).i<1主総分i立、下線の普日分である。

約者受言語ヱからBIJ表第3までをと次のように改めi.50 

5号表第1 行政職給料表｛第若手長総係｝

混在。~演において同じ。｝において受けるべ意扶遺産手きさのだ童話及びこ｜

れに対する総経素手さきの湾建築の合計綴を加算した護軍に波芝公ゑ盟主を乗じ叶等 4

た額の総額

( 2) 前嘆の月後去をのうち再任用職員

殺虫ゑ包主主を粂じて待た績の総額

3～5 〔怒］

き議号室湾：径沼1議長の勤勉学道選礎護震に

車義員 ＼総務の級 1 言語 2 級 3 蓄量 4 級 5 簸 6 蓄量 7 級 話 奪量 9 級 10 室長
の区
分 号 線 給料月額 給料月額 給料Jl綴 給料月綴 総務j守護実 i給料月客員 l 給料月綴 紛糾月額 給料J守護質 給料月額

円 子号 flj 子号 flj ド司 ι 同 円 内 円
1 139, 400 l事告茅40合 226, 100 264,9寺舎 292,000 323.000 368, 200 414, 600 466,000 529,900 
2 140, 500 1告1,zoo 228,00告 267,000 294,300 325,300 370,800 417, 100 469, 100 532,900 

3 141, 700 193,000 229，吉00 269,000 296, 600 327,600 373, 400 41吉， 600 472,200 536, 100 
4 142,800 194,800 231,700 271, 100 298,900 329,900 376,000 422, 100 475,300 53告＇300

。戸 143,900 196,400 233,400 273, 000 301,000 332,200 378, l寺号 424,000 478, 100 542,400 

告 145, 000 198, 200 235,300 275, 100 303,300 334, 300 380,600 426,300 481,2告企 544,800 

再任 7 146, 100 200,000 237,200 277,20合 305, 600 336, 500 383, 100 428,500 長喜久300 547, 300 

湾機 思 147, 200 201, 800 239,ooo' 279, 300 307,900 338, 700 385,600 430, 700 487,'400 549,800 

主主以
：）＞~晋〉 9 148,300 203, 400 240, 70告 281,400 310, 100 340, 800 388,200 432, 800 490,200 552;200 

職員 10 149, 700 205,200 242,600 283, 500 312,400 343,000 390, 900 434,900 493,300 554,100 

11 151,000 207,000 2生4,400 285,600 314, 7告。 345,200 3事3,6寺号 437,000 496,300 555,900 

12 152,300 208,800 246,300 287, 700 317,000 347,400 3吾容， 300 439,200 499,400 557,800 

13 153,600 210, 400 247, 900 28意，800 319, 200 349,400 398, 700 440,900 502,000 559,600 

14 155, 100 212,300 249,800 291, 900 321,400 351,500 401,000 442,800 504,400 561, 100 

15 156,600 214,200 251,600 2号4,000 323,600 353,600 403,300 444,800 506,600 562,6号註
1も 158,200 216, 100 253, 400. 296, 100 325,800 355, 700 405, 700 446,800 509,000 563,900 
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17 159,500 217,800 255,000 298,000 327,800 357,500 407,600 448, 700 511, 300 5吾5,300

18 161, 000 21告＇700 257,000 3告告＇100 329,900 35事， 500 409,600 450,5寺号 512,800 566,500 

i告 162,500 221, 600 25号， 000 302, 2召5 332，告00 361, 500 411, 500 452,300 514,300 567, 700 

20 164,000 223,50容 261,000 304, 300 334,000 363,400 413, 400 454, 100 515, 700 568,900 

21 165,400 225,200 262, 900 306,200 336, 100 365,50む 415妻 000 455,900 516，号00 570, 100 

22 168, 100 227.100 264,800 308,300 338, 200 367,400 416,8包容 457,400 518, 400 

23 170, 700 229,000 266, 700 310,400 340,300 369,400 418, 700 458,900 51号，号。。

24 173, 300 230,900 268,500 312,500 342,400 371,400 420, 700 460, 400 521,400 

25 17札000 232, 500 270, 500 314,400 343, 900 373,300 422,500 461,700 522,600 

26 177, 700 234, 300 272,400 316, 500 345,900 375,300 424,000 462, 900 523, 700 

27 17丸400 236,000 274,300 318, 600 347,900 377,300 425,600 464, 100 524,900 

~8 181, 100 237,800 276,2告9 32仏70号 34告， 900 379,300 427,200 465,200 526,100 

29 182, 600 239, 100 277, 900 322, 700 351, 600 38弘吉00 428,800 466,200 527,200 

30 184,400 240, 600 27事， 800 324,800 353,500 382, 7号号 430, 100 466,900 528; 100 

31 186,200 242, 100 281, 700 326，事告告 355,400 384, 500 431,400 467, 700 529,000 

32 187, 800 243,600ι 283,600 329,000 357,300 386,200 432, 700 4.68, 400 52き，900

33 189,4号。 244，号00 285,30号 330,600 35札200 388，申告8 433,900 469, 100 530, 700 

34 190，吉00 246,400 287,200 332, 600 361, 000 389,400 435,200 469，君。。 531,600 

35 192, 400 247,900 289,100 334, 700 3吾2,800 391,000 436, 500 470，詰00 532,500 

36 1号3,900 249,500 291,000 336,800 364,500 392,600 437, 700 471, 400 533,200 

37 195,200 250,800 292, 700 338, 700 366, 000 j 394,000 438,900 472, 200 534,100 

38 196,500 252事400 294,500 340, 700 367,300 3註p,200 439, 700 472，事告寺 535，告00

39 197,800 254,000 29邑＇300 .342, 700 368, 7む§ 396, 400 440,400 473, 700 535, 900 

40 199, 100 255,600 298, 100 344, 700 370, 100 397,600 441, 100 474,500 536, 800 

41 200, 300 257，告00 ・29告，800 346, 600 371,600 398, 700 441, 700 475,3色合 537, 700 

42 201, 600 258,400 301,500 348, 500 372, 500' 399,900 442,400 476,000 

43 202,900 259,800 303,200 350,400 373, 600 401, 100 443, 100 476,800 

44; 204, 200 261, 200 304, 900 352暑 300 374, 700 402,300 443, 800 477,400 

45 205,4告G 262, 300 306,300 353，自00 375,400 403,000 444,600 478,200 



46 263,700 308,000 355, 300 376,300 403, 700 ! 445,400 
47 208, 000 265, 100 309, 700 356,800 377,200 404,400 446, 100 

48 209,300 266,500 311, 400 358,300 378, 100 405, 1告告 446,900 

49 210, 300 267,800 312,6告告 360,000 379, 100 405,700 447,500 
50 211, 400 269,000 314, 200 360, 700 37詰，告00 406,300 448,200 
51 212,500 '270, 300 315,800 361,900 38仏7合告 407,000 449, 000 I 
52 213,600 271, 600 317,400 362,900 381, 500 407, 700 449季語00

53 214,800 272, 700 319, 100 363,800 382,200 408,300 450,400 
54 215,800 273,800 320, 700 3喜久吉00 382,900 409,000 451,200 
55 216，器00 275, 100 322, 300 365,900 383,600 40告＇700 452,000 
56 217,800 276, 400 323，吉00 367,000 384,300 410,200 452,600 

57 218, 600 277,400 325, 400 367，百00 384, 700 410,800 453,200 
58 219, 600 278,500 326, 600 368, 600 385, 300 411, 300 454, 000 
59 220,500 27告， 600 327,800 36吉ー300 386, 000 411, 80告 454,800 
60 221,500 280, 700 329, 000 370，合00 386, 700 412,40告 455,600 

61 222≫ 20守 281, 900 329,800 370, 500 337,0告告 412，自00 456,200 
62 223,200 282,900 330, 700 371,. 100 387;700 413,600 

63 224,200 283，百合G 331, 500 371, 80合 388,200 414,200 

64 225,200 284，吉号告 332,300 372,500 388, 700 414,800 

65 225,80告 285, 700 333,200 372, 700 389,200 415, 100 
66 226,80合 28品， 600 333,600 373,400 389, 700 415, 700 

67 227,800 287, 500 334,40号 374, 100 390,200 416,400 

68 228,900 288, 400' 335,200 374,800 3吉0,700 416，ヨ00

告吉 229, 700 28吉， 4号吾 336,000j 375,100 3宮l,100 417,400 
？告 230,500 29合，Z守§ 336, 700 375，告00 3自l,600 418, 100 

71 231,300 291,000 ~37,400 376, 300 392,300 418,800 

72 232, 100 291,800 338,100 376,800 392,800 41号， 500

73 232,900 292,600 338,600 377, 100 393, 100 420,000 

74 233,600 293, 100 33吉， 200 377,600 393,80♀ 420, 700 
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75 234,300 293, 600 33き，800 378,300 394, 500 421,400 

76 235,000 294, 100 340, 400 378,800 395,000 422, 10♀ 

77 235,600 294,200 340, 700 37吉＇200 395書長寺号 422,6む§

？器 236,400 294, 600 341,200 37告， 600 3日6,100 

7吉 237,200 2吉弘800 341,600 380,200 396,800 

80 238,000 2号5,200 342, 100 380,600 3告7,500

81 238, 700 295,400 342,500 381, 100 398，告合金

82 239,4合G 295,500 343,000 381, 7合む 39日， 700

83 240,100 2号5多900 343,500 382,300 3吉宮， 400

84 240,800 2苦5号2容。 344，む00 382, 700 400, 100 

85 241, 4邑9 296,500 344,300 383,300 400,600 

86 242, 100 2宮6,800 344,600 383,90告 401,300 

87 242,800 2号7,100 345, l告註 384,500 402,000 

88 243,500 2事7,500 345,400 385, 10.0 402, 700 

害事 244, 100 297,800 345, 600 385,8告9 403,200 

90 244,600 298,200 345, 900 386,40邑

91 245, 100 2号8,600 346,400 387,000 

92 245,600 29告，告00 346, 700 387, 600 

93 245，古00 299, 100 346, 900 38詰， 300

94 299,300 347矛200

95 2吉9,700 347, 700 

96 300,.10告 348,000 

97 300,300 348,100 

98 300,600 348,600 

宮古 301,000 349, 100 

100 301, 400 349, 400 

101 301,600 349, 7号G

102 301，吾容g 350, 100 



103 302,300 350,500 

104 302,600 350,900 

105 302，自00 351,400 

106 303, 100 351，自（〕O

107 303,500 352,200 

108 303,800 352, 600 

109 304,.000 353, 100 

110 304,400 353,500 

111 304,800 353,900 

112 305, 100 354,200 

113 305,200 354, 700 

114 305,500 

115 305,800 

116 306,200 

117 306,400 

118 306,600 

119 306, 700 

120 306,800 
～、

121 306,900 

122 307,000 

123 307,300 

124 307,600 

125 308,000 

再任

用職 185,800 213,400 257, 600 277,800 293,200 319, 100 361, 600 395,400 447,500 529,500 

員

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2 教育職給料表（第6条関係）
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職員 職務の綴 1 蓄量 2 級 ヰ寺2議設 3 喜最 4 署長
(/)IE 
分 号給 給料月額 給料月額 数料月額 給料jヲ意義 義者約月額

F守 ド3 内 f'l 内
1 153,100 169, 000 258, 100 28告， 800 413,200 

2 154,600 171, 100 260, 900 292，宮00 414, 700 

3 156, 100 173, 200 263, 700 296,000 416, 200 

4 157,600 175,400 266, 500 299,100 417, 700 

5 159,300 177,4＜奇吾 269, 100 301,80告 419,000 

6 161,200 179, 600 271, 800 304,500 420,500 

7 163皐 000 181, 800 274,400 307,600 422, 100 

8 164,800 184, 000 277,000 ,310, 700 423, 700 

9 166, 600 186,300 279会600 313, 700 425, 100 

10 168, 700 189, 100 282, 300 316,600 426, 500 

11 17合， 700 191,800 285,000 319,500 427, 900 

再｛王 12 172, 700 1き4,500 287, 700 322,400 429,300 

用職

長以 13 174, 700 197,400 290,200 325,000 430,6昔日

タトの 14 176,900 199, 100 2宮2,700 327,300 432, 000 

Z総Eえ 15 17官， l告自 200,600 295，＇担00 32事，400 433, 400 

1も 131,300 202,3むG 298, 100 331, 7告9 434,800 

17 183,600 204, 100 3告0,800 334,000 435,900 

18 186,200 205, 800 303, 500 336,300 437,10告

19 188, 70号 207,500 306,200 338,600 438,200 

20 191,200 209,000 308,900 340,900 439,400 

21 1事3,700 210,800 311, 600 343,200 44金， 590

22 1百5,400 212, 700 314,30告 345,500 441,800 

23 1自7,100 214,600 316,8むG 347,800 443, 100 

24 198, 800 216, 500 319, 500 350, 100 444,400 

25 20合，300 218,200 322,2告G 352,300 445, 7吉右

26 201，望号a 220.200 324，詰00 354,200 447,000 



27 222,200 

28 204，百00 224,200 

29 206,600 22名誉 100

30 208,300 228多800

31 210,000 231,500 

32 211, 700 234,200 

33 213,200 237,000 

34 214，宮00 23丸吉00

35 216,600 2長2,800

36 218,300 245,500 

37 21告， 7合G 248,100 

38 221,400 250,900 

39 223,100 253, 700 

40 224,800 256,500 

41 226,600 259,300 

42 228,400 261,900 

43 230,200 264,500 

44 231,800 267, 1告企

45 233, 700 26詰，500

46 235,400 272, 100 

47 237,100 274,600 

48 238,8寺号 277, 100 

49 240,500 279,600 

50 242,200 282, 000 

51 243,900 284, 600 

52 245,400 287,200 

53 246, 700 28弘700

54 248,400 2宮2,300

55 250,000 294,800 

327,000 356, 100 

329,400 358,000 

331, 800 35日， 900
333, 700 361,800 
335,900 363,400 
338, 100 365,300 

340,300 367, 100 
342,400 36器＇70号
344, 500 ; 37寺， 500

346,600 372,300 

348, 700 374,200 
350, 700 375,800 
352,700 377, 400 
354, 7哲5 379, 000 

356,500 380, 200. 
358,300 381, 700 

360, 100 383,200 

361, 900 384, 7むむ

363, 700 386,30寺

365,400 387,900 

367, 100 389,500 

368, 7むむ 3宮1,100 

370,000 3自2,400

371, 600 3自3,900

373,300 395,400 
375,000 396,900 

376,500 398, 100 
378,000 39丸400
379,500 40む＇500

448, 200 

’149, 500 

450,800 

451，告00

453, 100 

45益金 300

455象 500

456,400 

457, 300 

458, 000 

458,900 

ーIV 
'-I 
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56 251, 700 297, 300 3s1, ooo I 401, 700 

57 253，母母G 299,600 382,50号 403, 000 

58 254,500 302, 100 383,900 404,200 

59 256, 000 304,600 385, 300 405, 500 

60 257, 500 307,300 386, 700 406,800 

61 258，雲寺号 309,600 387,600 408, 100 

62 260,400 312, 100 388,800 409, 1君。

63 261,900 314,600 390,000 410,500 

64 263,300 317, 100 3き1,200 411, 900 

65 264,600 319,500 392,300 413, 100 

66 266,200 321, 700 393,500 414, 200 

67 267,800 323，告在容 394,500 415,400 

68 26詰， 300 326, 100 395,600 416,600 

69 271,000 328,400 396,800 417,600 

7号 272,500 330毎 600 397, 700 418，号00

71 274,000 332,800 398,800 420,000 

72 275,500 334, 900 400,000 421, 200 

73 276,600 337,100 401, 100 422,0住む

74 277,900 33脅，300 402,200 422,800 

75 279, 200 341, 500 保03,300 423,600 

76 280, 500 343, 700 404,400 424,400 

77 281,900 345,600 404,900 424，君。c

78 283, 100 347, 500 405,900 425, 700 

7告 284,300 349,400 406，語。。 426,300 

80 285,500 351, 300 407，寺号号 426, 900 

81 286,800 353, 100 408, 700 427, 700 

82 287,800 354,900 409,300 428,200 

83 28吉，000 356, 700 409,900 428,600 

84 2昔0,200 358, 500 410, 500 429, 300 j 



85 291, 100 359, 900 411, I号令 430,000 

86 292,100 361,600 411, 900 430,300 

87 293, 100 363,300 412,600 430,800 

88 294, 100 364，詰訂§ 413,300 431,500 

S吉 295,200 366,2寺号 413,900 432,200 
90 296, 100 367,5告。 414,600 432, 700 
宮l 297,000 368，吉9母 415, 100 433,400 
92 297,90阜 37仏300 415,800 433象 70号

93 298,400 371, 800 416, 300 434,200 
94 2事9,2喜容 373, 100 416，宰00

95 3寺0,000 374,400 417, 500 

96 300,8告。 375, 700 418, 20告

97 ' 301, 500 376, 700 41話番 700

事告 302,300 377, 700 419,200 
事告 303,100 378, 700 419,800 
1む註 303,900 3守9，守00 420, 100 

101 304, 800 380,800 420,600 

102 305,300 381,800 421,200 

103 305,800 382,800 421, 800 

104 306,300 383,800 422,300 

105 306,5告。 384,500 422, 700 

106 306，号00 385,400 423,30告

107 307,200 386,300 423,900 

108 307,500 387,300 424,400 

109 307習 700 388,200 424，宮自己

110 307,900 38吉， 200

111 308, 200 390,200 

112 308,500 391,20告

－M
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i13 308, 700' 391,,800 

114 308, 900 392, 700 

116 30号， Z号号 393,600 

116 30哲，400 3事4,500

117 309, 700 395,200 

118 30号，900 396,000 

119 310,20号 396, 800 

120 310, 500 397,600 

121 310, 600 398, 100 

122 310, 700 398, 900 

123 311, 000 3幸吉，500

124 311, 300 400, 100 

125 311, 500 400,800 

126 401,500 

127 401,800 

128 402,400 

129 403, 100 

130 403, 600 

131 404,200 

132 404, 700 

133 405,000 

134 405,600 

135 406, 2.00 

136 406,400 

137 406, 800 

138 407,400 

139 408,000 

140 408,600 

141 409,000 



142 409, 600 

143 410,200 -' 

144 410,800 

145 411, 200 

146 411, 800 

147 412,400 

148 413,000 

149 413, 400 

再任

用職 225,200 274,200 301,800 328,600 411, 000 
員

備考1 この表は、中学校、小学校及びこれらに準ずるもので県人事委員会の指定するものに勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭；教諭

、養護教諭、栄養教諭、助教諭その他の，職員で県人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で県人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に7,500円をそ

れぞれ加算した額とする。

別表第3 医療職給料表（第6条関係）

職員 職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 日 級 7 級
の区

分 号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

1 144,300 182,200 217,200 245,300 282, 700 331, 100 377, 000 

2 145, 700 183,800 218,800 246,900 284, 900 333,200 379, 700 

3 147, 100 185,400 220,400 248, 500 287, 100 335,400 382,400 

再任 4 148,500 187, 000 222,000 250, 100 289,300 337,600 385, 100 

用職

員以 5 149, 700 188,500 223,600 251, 500 291,500 339,600 387,500 

外の 6 151,500 190,100 225,300 253, 100 293, 700 341, 800 390,200 

職員 7 153,200 191, 700 227,000 254,600 295,900 344, 000 392,900 

8 154,900 193, 100 228, 700 256,200 298, 100 346,200 395,600 

日 156,600 194, 700 230,200 257,500 300,200 348,200 397,800 

10 158,300 196,400 232,000 258,900 302,400 350,400 400, 100 

司一円一
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11 16告，000 l告7,900 233,600 260,400 304,600 402, 300 

12 161,8守合 199きち00 235,300 261，吉00 306,800 354, 800 404，喜00

i3 163,300 201,200 237, 100 263,200 308,900 356, 40() 406, 700 

14 165,200 202調書00 238, 700 265, 100 311, 000 358,400 4告8,700 

15 167,200 204,400 240,300 267，号00 313, 100 3昌弘400 41仏800

16 169, 100 206,000 241，号00 268,800 315, 2合む 3告2,400 413, 000 

17 171, 000 207,400 243,300 270, 500 317, 400 364,400 414, 700 

18 172,900 20ゑ100 244,900 272,400 31望， 500 366, 500 416, 700 

19 174，吾容oi 210, 800 246,400 274,300 321, 600 368,500 418, 800 

20 176,500 212,500 248,()00 276, 200 323, 700 370，吾容告 420, 900 

21 178, ;!00 214,000 u仏500 278,000 325, 500 372, 300 422, 700 

22 17幸， 900 215, 600 250，事00 279,900 327, 500 374,400 424, 300 

23 181,400 217, 20号 252, 400 281,800 329, 500 376,500 会 425,900

24 182，官~o 218,800 253,900 283, 700 331, 500 378,600 427,500 

25 220,200 255,200 285, 500 333,500 380, 100 429,000 

26 186, 000 221, 800 256，註00 287,400 335,500 381,900 430,300 

27 187, 5企む 223,400 258，吾容。 289,300 337,500 383, 700 431,600 

28 188,800 225,000 260,3むむ 291, 200 339,500 385,500 432.，普00

号事 190,400 22吾参600 262, 000 293,200 341,100 387,300 434,100 

30 191, 700 228,300 263,8寺住 2告5,1合5 342,900 388,800 435,200 

31 193,000 230,000 265妻 60告 2宮7,000 344, 700 390,500 436,300 

32 194, 300 231, 700 267,400 298,900 346,500 392,200 437, 300 

33 l号5,700 233,300 268，吉00 300, 700 348,300 3百3,500 438,500 

34 197, 100 234，告00 270, 700 302,5告註 350,200 394, 800 439, 700 

35 198,500 236,400 272,500 304,300 352, 100 396, 100 441,000 

36 199,900 238,000 274,300 306, 100 354,000 397,400 442, 200 

37 239,400 275,800 307,600 355, 100 3事8,500 443,500 

38 202,200 241，合合容 277,500 309, 300 356，詰合号 39丸？喜容 444,300 

39 203,500 242,600 219, 2001 311, 000 358, 50告 400,8告G 445, QO在



40 204,800 244, 200 280,900 312, 700 360,200 402,000 445, 800 

41 206,000 245,500 282, 600 314,500 361,400 402,800 446,400 
42 207,200 247,000 284, 300 316,200 362,600 403, 600 447, 100 
43 208,400 248,500 286, 000 317,900 363,800 404,400 447, 900 
44 209,600 250,000 287, 700 319,600 365,000 405,200 448, 700 

45 210, 700 251,400 289,400 320, 700 366,200 405,500 449,300 
46 211, 800 253,000 291, 100 322,200 367,000 406,200 450, 100 
47 212,900 254,600 292,800 323, 700 368,200 406,900 450,900 
48 214, 000 256,200 294,500 325, 300 369,300 407,600 451, 500 

49 215, 100 257,800 295, 700 326,800 370,400 408,200 452, 100 
50 216, 100 259,200 297,300 328, 100 371, 400 408,900 452, 900 
51 217,100 260,600 298,900 329,400 372, 400 409,600 453, 700 
52 218, 100 262,000 300,500 330, 700 373, 400 410, 100 454,500 

53 218,900 263, 100 301,900 331, 800 374,200 410, 700 455, 100 
54 219, 900 264,500 303,400 332, 800 375, 100 411, 200 
55 220,800 265,900 304,900 333,900 376,000 411, 700 
56 221,800 267,300 306,.400 335, 000 376, 900 412,300 

57 222,600 268,400 307, 700 335, 500 377,500 412,800 
58 223,500 269, 700 309,000 336,400 378,.300 413,500 

59 224,400 271, 000 310,300 337,200 379, 100 414, 100 

60 225,300 272,300 311, 700 338, 100 379,900 414,800 

61 226,200 273,400 313,000 338,900 380,300 415, 100 
62 227,200 274,500 314,300 339, 100 381, 000 415,600 
63 228,200 275,800 315,600 339,800 381, 700 416,300 

64 229,300 277, 100 316,900 340, 500 382,400 417,000 

65 230,000 278, 100 318,300 341, 100 382,900 417,300 
66 230,900 279,200 319, 100 341,800 383, 500 

67 231,800 280,300 319, 900 342, 500 384,200 

68 232, 700 281,400 320, 700 343,200 384,800 

－
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69 233,400 282,500 321, 3告。 343，吉00 385,300 

70 233，宮00 283,600 322,00合 344, 500 385,!lOO 

71 234,600 284,700 322, 700 344,900 386, 300 

¥2 235多300 285,800 323,300 345,200 386,800 

73 235，幸吉む 286, 7号C 324, 100 345,3寺号 387,40号

74 236, 700 287,400 324,200 345,900 387, 700 

75 237,500 288, 100 324象 800 346, 400 388, 300 

守も 238,300 288，君。。 325,400 347,000 3喜8,900

77 238，告むG 289, 700 326,000 347, 500 3書官， 400

78 23自， 500 290, 300 326,500 348,000 3日9,800

7号 240, 100 290,900 327, 000 348,500 390,400 

80 24♀， 700 291, 500 327,500 349,000 391多∞。

81 241,000 292,200 328, 100 34百， 300 3告1,500

82 241,400 292, 700 32日3,600 349,600 392, 100 

83 241,800 293, 200 329,100 350,000 392, 700 

84 242,200 293,600 32ゑ600 350,300 393,300 

85 242,500 293, 80♀ 330, 100 350,800 394,000 

話時 294, 000 330,500 351, 100 394,600 

話？ 2事4,200 330;600 351,400 3事5,200

告E 2事4,400 331,000 351, 700 395, 800 

89 294,800 331,400 352, 100 396, 500 

90 295,000 331,800 352,300 

号1 2事5,2告。 332,200 352, 700 

告2 295,4寺号 332,600 353,000 

93 295,800 332,900 353,400 

霊長 2吉5,900 333, 100 353,600 

事5 2事6,100 333,500 354,000 

96 296,4告合 333,800 354,300 



97 296,800 334,000 354,600 

告S 297, 100 334, 300 355,000 

99 297,400 334,600 355,400 

100 297, 700 334警告00 355, 800 ! 

101 298. 000 335, 10告 356,300 
102 298, 100 335,200 356, 700 

103 298,40号 335,400 357, 100 

104 298, 700 335,5告。 357,500 

105 299,000 335, 600 358, 000 

106 335, 700 

107 336, 100 

108 336,300 

109 336,500 

110 336,900 ， 
111 337, 300 

112 337, 700 

113 【
337,900 

事専ff l 

汚職 186,800 213,500 245, 700 259, 300 285,500 327,000 370,000 
員

翁考 との事費t士、中学校、小学校及び共同言語還さ暴i乙激務ずる等全校黄金務総長で県人事委員会規則で主主めるむのに議第？る。

第2条 市町村立学校職長の徐々 綱審事に機十る粂f§ijの一部を主主のように百支配する。

改定通告 語文IE後

（趣旨） ｜ （緩怠〉

損害l粂 この条例i土、地方公務長室主主｛級事詩25生手法穣第261号）箆話急集fil夏、 i第1議も この粂僚は、強方公務員総（阪和25生手法律第261号）筆おゑ笈ゑ5室、
約1i教育行政の綴綴及び芝霊堂に事脅するj制名（昭和31年法律第162号）策42~長 i 後方教育行政!l)綴織及び運営iζ停留する法律（昭和31長手法律第162号｝笈42~長

及び務47粂の3主立てJIこ市町村立学校機関給与負銀法（昭和23年法律第135令i及び言語47条の3並びに市町村立学校職鎌総与魚妓法｛昭和23主手法律第135苦手

｝の緩まをによ号、南i法第 l粂及び第2粂に士見,ii::ずる職員｛第36条；こ主主窓すi｝の士見定によ号、同法第 l条及び第2糸に支盟主立するヰ議員｛第36条に規定す

る線総数のき棒締を除く。以下「職員Jという。）の給料その長ちの給与、数iる非常紛のま薄師を除く。以下 r~議長j という。｝の童会科その飽の給与、勤

－
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務務総その他の勤務条｛キ主主ぴiと綴3邑条にま見主主寸る芥常勤の議僚の報酬：＆.びiZ車時閉そのf患の勤務条件後てffこ第36条iこ主義然、する非常喜誌の講師の幸量密II及び

線道事を行うために聖書ナる重苦尽の弁償の綴主主びにその支給；：？1t;~C:!l>きし必華客な｜ 司法著書を行うために要する資足立〉券後の額主立てFにそのまE給方法に闘し必要喜な

議：疫を1をめるものとする。

（給料事器等｝

第 6~長［略］

事項を交をめるものとする。

｛給料淡等）

第 6~長［格］

2 1溌員の職務は、その複雑、長自菜室及び資任の度iこ童基づき給料袋iζ定める総12 職員の機遺書はv その複雑、 E組織及び予言を去の度に滋づき給料淡f；：定める総

務の級に分類するものとい aその分室震の基準となるべき滋塗控室総務の内i淡の級に分類するものとし、その分類!J)基準となるべき磯署蓄の内壌は、足

若手減、県人事護霊祭会規則で定める。

（初任給、昇格、昇華害毒事〕

3寝7条 ［首長3

表第41と1Eめるとお号とする。

（初任給、努事義、昇給毒事｝

！第7条 ｛耳毎］

2 5議員の職務の議長；土、前夜の1議員の職務のま設ごとの定数の憲主題内で、かつ12 職負担〉総務の級は討議壌の職員の写義務の級ごとの定数の総区内で、かっ

可燃人事委員会規約の主主主ちる基準に縫い決定する。 ｜ 、思議笈ゑ及主主；数人事委長会主呈員ljの絞める妻号機に従いまた笈ずる。

3～11 [I勝 ］、 13～11 〔賂］

｛地域乎滋） - I （地域手議｝
第23条の 2 ［賂］ ｜葬！23条の 2 〔絡］

'2 全盛滅手識の見警護は、給料、管制続手当及び扶養手浅の月額の合計額iこ、［ 2 地主義手当の月綴は、給料、管理主総者手当及び主主著書手当の月額の合計額に、

次の各手？に絡げるま議核兵手当の絞i也の区分に応じて、当該各よれと定める嘗~会

を乗じて季撃た綴とする。

( 1) 1級地波立念企よ皇

(2) 2綾地辺2念公よゑ
(3) 3級生悲認2念段g

(4) 4級地政立会笠主主

主たの各号iと絡げる地域浮き話の護基地の区分にi;1:：じて、ぎ苦言案各号にだめる害H子

役乗じて4撃た額2ごする。

(1) 工議長地 政盟企~

(2) 2級土建 設立金忽波

(3) 3級地盟主ゑゑよ主

(4) 4索差去五i辺立念公g

(5) 5絞滋 100分の5 (5) 日級地 100分の10

｛各〉 6級お！！ 100分の3 (6) 吾妻草地 100分の8

(72 7級読ま 100分の 3

3 ［時］

（毒i:!lt起イ壬手滋｝ （単身赴伝手当）



第24条の2 [I則 ｜第24粂の2 ［絡〕

2 単身赴任手当の湾審議欲、訟ヰ鐙皐（県λ事委員会規則jで絞めるととごろに12 単身赴径手当の汚毒薬は、戸ム思皇fl（県人事委員会規剣で詩さめるところに

より算定した月議長遣の金縁と護i¥1係者の住居との簡の交通距隣（以下韓基iこ？交lよち算定した綴皇室の｛祭殿と配偶者の住居との間の交通m喜重｛以下遂に f交

遠距離jという。）主主主義人務委主義会綴則で定める距離以上である機長設にあ

っては、その護軍；こ、鐙d虫記主役定震えない範囲内で交通銭高告の区分に）；（；；cて

i系人察委員会規郊で定める微を加算した類）とする。

3 ・4 f霊長3

｛後お君主手当）

事務総粂 ［絡］

i桑霊主義むという。）がl壌入者客数民会規則で定める隠線以上である1議長電にあ
っては、その額に、担,_QQQfl影北讃えない絞函内で交透皇室蓄量の区分に応じて

幾人事委員会規則で定める綴~1.m~卒した額｝とする。

3・4 ［賂］

（機関[Ji:手当）

筋28~ ［賂］

2 荷台紙の勤務は、前2条主Q次条第ヱ緩め妥語審奪にはfきまれないものとする 12 荷台演の勤務は、前2条韮mζ次長島築工演ゑQ笈ぷ2廷の勤務には含まれな

I いものとするu

i (1若葉遣1被災特別勤務手当〉 ！ ｛後線機主義号線lj綴喜善手当｝

！第28条の2 次条第1壌に規定する滋におる職僚が隊時又は緊急の必要そのi言語28粂の2 5文芸長築工那こ規定する識にあるI餓~1.11~福島幸3えは緊急の必要その
後｛／）公務の議室号室の必要きにより週休日又は祝日￥~誌による休釘空事務しくは年末

若手金舎の休日奪事｛次績において「週休日等1という。）に数務した場合は、

当該専業員には、後五襲職員特別勤務手当を支給する。

2 吉育環に綴2主する主島合のほか、 ix条第1項iこ主量定する翠ぷζ為る草議員滋傘牽

への対処その他の罰臨時3えは務総の必要によちi墨体お毒事以外の悶の午前零時

から午前5時までの簡であってZ主主莞の激務薄弱以外の時紛に綴緩んぶ鐙念

は、当該職員には、管室理機器量専寺霊守護義務手当を支給する。

2 管理職員特別勤務手当の重郎、書官淡のま続による勤務工部こっ骨、 6‘oooI 3 管理職員特別勤務手滋｛／）綴i立、主主（！）各号jと掲げる場合のlli会笠瓜ムぷ

p:jを超えない範官室内においてi系人琴革委言霊会主霊長ljで定める綴とするねただし！ 核各喜多に定める綴とする。

、問項の主莞主主による級事長iこま診察する芸春喜護者事を考粛して県人事委策会主晃員せでliよよ 然 1夜iと主量定するさ曇令 i穂高震の劾要事1聞につ昔、自，OOOfIJを総支ない

定める勤務iとあっては、その重震にJOO分の150安予告じて得た額とするの ｜ 鐙極的において県人事委員会主題担I）マ定める額（I湾攻の勤務に従事する草寺

綴笈会主考殺して渠人事：委員会規則で慾める勤務にあっては、その客室にJOO

他の公著書の護憲畿の~＇妥によ哲遺体5又は祝日法による休日等えましくは年末

位姶の｛本係書撃に慾i務しまこ機会？士、当該職員fc:I士、管寝耳総長主将JllJ勤務手当を

支給する。

分の150~乗じて得た額｝

(2) 室Ii実質lこ主皇室ドする場合 同項の量産毒事 l＠につき、 3.000F号を超えない鐙

4

凶
司
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劉内において主義人事教災会規則で定める養護

.£..説孟ヱ誌にま量定するもののほか、管琢機災特別毅j毒薬手当の支給に穏し必主要I.:L 藍~I己競窓するもののほか、管理職災終恕j勤務学当の文芸舎に関し必華客

な事項i士、 F義人事後五量会士見郎勺定める。 I な事項？立、然人事言書災会主量測で見定めるa

（期主託手当〕 ！ ｛務主託子主主）
第2事粂 ［賂］ ｜第29~長 ［絡］

2 芸主主在宅予告当の綴i土、主務末手当選主主筆額iこ、 6 .B；こ3討議する援活？においては迫立

ゑEm皇、 12月iこ3配給する機会においては並立念公込立を空襲じて得た護震に、基

準段以前 6ft喜A以内の喜韓関におけるその者の夜磯期間の苦交の各告をに掲げる

z噌 J朝末手当の護霊は、潮来手当主主総額に、 6）寺に支給する場合においては法皇

念企詰ふ豆、 12売に支給するき議会においては設立念企ll1.Jl.会費量じて得た額に

、基主務災以前 6t議月以内の期間におけるその護まのを験期間の次の~号｝こ掲
店E分iとPi>じ、当該各をきに定める約五去を言語じて得た護費とする。 I iずる阪分にi;tじ、当該各長去に定める苦手j合を空襲乙て得た警護とする。

( 1）～（4）〔賂J I < 1 ＞～（ 4) ［~］ 

3 手i1正F目職員；芝公ナる前主震の笈定の主題舟については、同演や「設立公企ig空j 13 再係F器産総長に対する前壌の規定のiii.Filについては、同験中「並立公史認b..§

とあるのは「法盟企髭ふJと、 f述詮2雌J とあるのは f援総ゑ笠~1 I j とあるのは flQ盛会長§J左、 「政段丘弘主Jとあるのは｜政雄金星空j

とする。 I とする。
4～8 ［封書］ 14山 6 ［喜善］

委事29粂の 3 ｛務］ ｜幾29粂の3 f路〕
2 総攻の規2症による期米司正当の支給をー待主義し止める処分｛以下 fー持主義12 前毛誌の規定による鶏来事当の支給惑と一時受悲し止める処分（以下 f一時去を

止処分j という。｝若宮受けた殺は、行政不自民箸ヨ霊法（昭和37長手法律昔話1601'!-

｝第14~注文i立第45諸島に媛}Eずる期間が経過した後においては、当該…時差

止処分後の事・I替の変化合理室長詰；こ、務紘一時室長iと処分合した者iと対し、その

取消しを申し立てることができる。

3～8 ［店番］

｛勤勉学滋）

第30粂［路］

ょと処分Jという 0 ）身受けた害者l立、行政木塁塁審査機｛耳ZJ;¥J;25＆：手法律第68妻子

）第18灸綴 1r霊友三主iこ規定する芸書慢が綴過した後においては、当該ー草寺重量

iと処分後の事情。っ変化委君!tillに、き話霊友一雲寺主査よと処分をした容に突すし、その

君主消しを牢し3主てることができる。

3～草〔賂］

（勤勉王手滋｝

第3合条 f賂］

宮 室誇勉手当の草案？立、幸治責主手当2基礎額に、 F晃教育委員長誌が主義人妻算委員会主義郎12 動産左手当の要IH立、数数手当基礎護棄に、県教育委員会が県人宅葬祭主主会規郎

で定める芸事主撃に従って定め；；，制合を乗じて得た毒薬とする。ここの場合におい

て、県教育委員会が支給ずる勤勉李主誌の須の、県教育祭主義会に所長義する次

の各生去に掲げるE議員の震度分ごとの総額は、それぞれ浅草案名号i乙燭げる緩会

-r::i主める事基準iこ従って定珍るおj昔？を乗じて得た額とするe この場合におい

て、集毒主管委員会主主支給する言語勉手当の額の、 9晃教育委員会；こ所属ナる；；）.：：

の各4告に掲げる1総長亀の区分；ごとの重意義棄は、それぞれ主主総各号に主義げる額な



超えてはならない。

( 1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎

額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、若しくは失職し、又

は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日

現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこ

れに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に辺2盆Q!lliを乗じて得

た額の総額

(2) 前項の職員のうち再任用職員

旦E会21Qを乗じて得た額の総額

3～5 【略］

（寒冷地手当）

超えてはならない。

( 1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎

額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、若しくは失職し、又

は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日

現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこ

れに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に辺~を乗じて

得た額の総額

当該再任用職員の勤勉手当基礎額に｜ (2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に

盟E全企笠」を乗じて得た額の総額

3～・5 ［略］

（寒冷地手当）

第31条寒冷地手当は、職員であって、毎年11月から翌年3月までの各月の｜第31条寒冷地手当は、職員であって、毎年11月から翌年3月までの各月の

初日（以下この条において「基準日」という。）において、担室盆iの左

欄に掲げる支給地域（以下「支給地域Jという。）に現に居住するもの（

支給地域に現に居住しない職員で第24条の2の規定により単身赴任手当を

支給されるもの（これに準ずる職員として知事が別に定める職員を含む。

）のうち、知事が必要と認める職員を含む。）に対して支給する。

初日（以下この条において「基準日Jという。）において、製蓋室互の左

欄に掲げる支給地域（以下「支給地域Jという。）に現に居住するもの（

支給地域に現に居住しない職員で第24条の 2の規定により単身赴任手当を

支給されるもの（これに準ずる職員として知事が別に定める職員を含む。

）のうち、知事が必要と認める職員を含む。）に対して支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における型窒笈立に掲げる支給地域の区分及 12 寒冷地手当の額は、基準日における担塁塁立に掲げる支給地域の区分及

び職員の世帯等の区分に応じ、同表に定める額の範囲内で知事が規則で定｜ び職員の世帯等の区分に応じ、同表に定める額の範囲内で知事が規則で定

める額kする。 ｜ める額とする。

3 ［略J I 3 ［略］

（義務教育等教員特別手当） （義務教育等教員特別手当）

第31条の 2 小学校茎主主中学校に勤務する教育職員には、義務教育等教員特｜第31条の 2 小学校斗ー中学校又は義務教育学校に勤務する教育職員には、義

別手当を支給する。 ｜ 務教育等教員特別手当を支給する。

2～4 【略J I 2～4 ［略］

附則

1～37 ［略］

附則

1～37 ［略］

－
一
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t勝考 号!1:1記録分l立、下車事（！）線分である。

illJ幾多宮1 か ~iJlj若委主事 3までをさたのように改める0

iJIJ幾多喜1 行革愛媛給料繁｛宣言B条爵係）

磯良 ＼機淡の級 1 級
のE玄
分 毛最 長会 給料月額

円

1 141, 400 

2 142, 5色G

3 143, 700 

再イ壬
4 144, 800 

用機
5 145，告00

員以
6 147, 000 

外の
隊員

7 148, 100 

8 149,200 

§ 150, 300 

10 151,800 

11 153, 100 

2 主義

給料j司綴

内

1宕l,90告

193, 700 

195,500 

1告7,400

199,000 

200,800 

202,600 
204,400 

206, 100 

208,000 

209,800 

で担。

38 第28粂の 3~露 1 攻にま霊祭する識にある職員で次の各勢のいずれかに該?'l

するj与のの平成28年 4）苦から平成29年 3J:l までの！設に支給~n.:.5ベ変後怒

務手さきのJ'J 菱重i立、関諸島宮高 2電震の規定にかかわらず、 i胃袋（！）絞まさに3憲づ~t食

められる重量からさ境該菱商iこ翁絞併を？に掲げる区分iこ応じてき話言葉各妻子にま定める

警f合を乗じて得た綴｛~その績に 1 悶米織のま諾数主主砕じたときは、これ 'if:'包容

事終てた額）を減じた額とする。

〔1) 教育職務料表の適用を受ける総長義守その章義務の級が4高誌であるもの

のうち第29条第5項にi量定する滋議uふの重量塁審注機慈の鋲空事を考慮して定

め~れ~章［舎が100分のおである激震 100分の10

( 2) 事投資磯給料三菱のi蓋F喜をさ歪げる選議長遣でそのi機務の級が4級である主主の

のうちfill:l蚤iこ綴げる議員弘外の職累 100分の日

3 妻美 4 蓄量 5 級 6 事設

給料jヨ菱重 給率i閉鎖 給料開額 給料J'J綴

月 問 子守 内

228, 400 262,200 288;8号号 319,900 
230, 100 264,3告。 291,000 322,100 

231,600 266, 100 293,300 324, 400 

233, 200 26意，200. 295,500 32自.600 

234, 700 270, 100 297,600 328芽900

236,400 272,000 299,900 331豪む合住

237,90合 274,000 302,200 333,200 

23告＇50号 276,200 304,500 335,400 

241, 100 278, 300 306,600 337,500 

242,60合 280,300 309,000 339, 700 
244,200 282,400 311, 20む 341, 800 



12 154,400 211, 600 245, 700 284, 500 313,500 344, 100 

13 155, 700 213,000 247, 200 286,600 315, 700 346, 100 
14 157, 200 214, 800 248, 700 288, 700 317,800 348, 100 
15 158, 700 216,500 250, 100 290, 700 320, 100 350,200 
16 160,300 218, 300 251,500 292,800 322,200 352,200 

17 161, 600 220, 100 253, 100 294,800 324,300 354, 200 
18 163,200 221,800 254,900 296,800 326,300 356,200 
19 164, 700 223,400 256, 600 299, 000 328,400 358, 000 
20 166,200 225,000 258,400 301,000 330,400 359, 900 

21 167,600 226,500 260, 100 303, 100 332,500 361, 900 
22 170,300 228,200 261, 900 305,200 334,600 363,800 
23 172,900 229,900 263,800 307,200 336,600 365, 900 
24 175,600 231,500 265,500 309,400 338, 700 367, 800 

25 178,300 232,900 267,500 311, 200 340,300 369,800 
26 180,000 234,400 269,400 313,300 342,300 371, 700 
27 181, 700 235, 900 271,200 315,400 344, 200 373, 700 
28 183,400 237,200 273, 100 317,400 346, 100 375, 800 

29 184,900 238, 500 274,900 319,400 347,800 377, 300 
30 186,800 239, 700 276,800 321, 500 349, 700 379, 100 
31 188,600 240,800 278, 700 323,600 351,600 380,900 
32 190,300 242, JOO 280,500 325, 700 353,500 382, 500 

33 191,900 243, 400 282,200 327,200 355, 400 384, 300 

34 193,400 244, 700 284, 100 329,200 357,200 385, 700 

35 194,900 245,900 286,000 331,200 359,000 387,300 

36 196,500 247, 200 287,900 333,300 360, 700 388,900 

37 197,800 248, 200 289,600 335, 200 362, 100 390,300 

38 199, 100 249,600 291, 300 337, 100 363, 400 391,500 
39 200,400 251, 100 293, 100 339, 100 364,900 392, 700 
40 201, 700 252, 700 294,900 341,000 366,300 393,800 

ー品
－ー



~ 
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41 203,000 254, 100 2脅6,600 343, 5告告 3鈴抑机叩5引机附7にm川 ，6 394, 900 

42 204,300 255,500 2昔話，400 344,900 368,500 3告6,100 

43 205,600 256霊 900 300, 100 346, 700 369,600 3ヨ7,300 

44 206,900 258,300 301, 700 348,600 370, 700 398, 500 

45 208,200 259,500 303,400 35号， 100 371,5むQ 399,200 

46 20ヨ， 500 260,800 3告5,100 351,50号 372,400 399, 900' 
47 210, 800 262, 200 306,700 353, 000 373, 300 長む0,600

48 212, 100 263, 700 308,5告告 354, 600 374, 200 401,300 

4骨 213,200 2告5，号00 309, 700 356,200 375, 100 401,900 

50 214, 3合S 2自6,100 311, 200 357,000 376,000 402,500 

51 215, 3奇告 267,400 312, 700' 358,200 376, 800 403,000 

52 216,400 268, 700 314,300 359, 200 377,600 403,400 

53 217,500 26告， 800 315,900 . 360, 100 378, 300 403,800 

54 218,500 270, 900 317,500 361,200 379, 000 404, 100 

55 21呈，500 272,200 319, 100 362, 100 37雪， 700 404,400 

56 220,500 273, 500 320, 700 363,200 380, 400 404, 700 

57 221,200 274,600 322,200 364, 100 380，官。。 4母5,000

58 222, 100 275, 700 323,400 36弘幸容号 381, 500 4告5,300 

59 223,000 276穿 800 324, 600 365,600 382, 100 405,6告9

6・o 223,900 277，詰告。 32.1,800 366,300 382,800 405, 9金百

61 224,600 279, 100. 326,500 366, 700 383,200 406,200 

62 225,60告 280, 100 327,400 367,300 383，吉00 406, 500 

63 226,500 281,000 328,200 368，号00 384,500 4合6,800

64 22τ＇400 282,000 329，合00 368, 700 385, 100 幸吉7,100 

65 228, 100 282,8註註 329，宮Q号 36自， 000 385,500 407,400 

66 229,000 283, 70告 330,300 369, 700 386,100 407, 700 

67 230,000 284,400 331, 100 370,400 386, 700 408,000 

68 231, JOO 285,300 331,900 371. 100 387, 400 408,300 



69 286,400 332, 700 371, 40告 387,800 408, bむG
70 232,600 287,200 333,400 372,000 388,300 408,800 
71 233,300 288, 000 334, 100 372, 700 388, 800 40告， LOO
72 234, 100 288,800 334,8寺会 373,300 389,400 長♀ゑ 50吾

73 234,900 28宮， 600 335,300 373, 600 38告， 700 40吉＇700
74 235,600 290, 100 335,900 374,200 3苦0,100 410,000 
75 236,300 290,500 336,400 374,900 390,500 410, aoo I 
76 237,000 291,000 337,000 375,500 3号0,900 410, 500 

77 237, 700 2号1,10告 337, 300 376,000 391,200 410, 700 
78 238,50む 291, 500 337,800 376,50♀ 3吉1,500 

79 239,300 291, 700 338,200 377, 100 391,800 

80 240,10号 292,100 338, 700 377,600 392,100 

81 240,80告 292,300 339, 10む ・378, 100 392,300 

82 241, 600 292,500 339,600 378,700 392,600 

83 242,300 292,900 340, 100 379, 200 392,900 

84 243, 000 . 293,200 340, 6む告 379,500 3告3,100 

器5 243, 700 2哲3,50告 340，宮00 379,900 3宮3,300

86 244,400 2事3,800 341,300 380, 400 393,600 

自7 245, 100 294, 1荘。 341,800 380,800 393,900 

自告 245,800 294,600 342,300 381,200 39久 100

89 246,500 2吉弘800 342,600 381, 600 3喜久 300

90 247,00告 295,200 343,000 382, 10告 394,600 

91 247,500 295,500 343,500 382,500 394,900 

ヨ2 248,000 295,900 343，宮00 382，望号告 395,100 

93 248, 300 296,000 344, 100 383,ZO告 395,300 

94 296, 200 344, 500 383, 700 395, 600 

き5 296,600 345, 000 384, 100 3告5，宮00

96 297,000 345, 400 384,500 396, 100' 

ザ
品
凶



-主
幸7 297, 3号。 345,500 396,300 

98 297, 600 346,000 385,300 

99 298,000 346,400 385, 700 

100 298,400 346, 700 38岳， 100

101 298,600 347,000 386,400 

102 298,900 347, 400 

103 299,3告9 347,800 

104 299,600 348,200 

105 299,800 348, 700 

106 300, 100 349, 100 

107 300,500 34号＇500

108 300,800 349, 900 

109 301,000 350,400 

110 301, 400 350,800 

111 301,800 351, 100 

112 302, 100 351,400 

113 302,200 351, 900; 

114 302,500 

115 302,800 

116 303, 200 

117 303,400 

118 303, 60珪

119 303,900 

120 304,200 

121 304,6容。

122 304,800 

123 305, 100 

124 305, 400 



125 305, 700 

再任

用職 188, 20自 215, 900 256,3寺号 275,900 291, 100 316, 7寺号

員

綴考 との雲受は、｛也の給料道貨の適用を受けない全ての選議員iこ滋周ずるe

'ilU署長室事2 教事李総絵料｝淡｛務 6~長関係）

総長 激務の級 1 級 2 ，滋 ヰ寺2級 3 議員 4 ま量
ま）11¥:
分 号給 給料月額 給料足毒薬 給料月額 総事十月毒薬 給料月額

子号 内 円 子ミ 内

1 155,000 171, 000 260,500 28ゑ900 409, 100 

2 156, 500 173, 100 263, 000 2吉2,500 410, 700 

3 158, 00母 175, 300 265，ぷ00 2苦5,400 412,200 

4 J5合，500 177, 500 267,800 '298, 100 413, 700 

5 161,200 179,500 270，吾容Q 300, 600 415,10号

品 163,200 181, 700 272,800 303, 000 壬16,500

7 165,000 183，幸吉G 275, 100 305, 400 418,000 

8 166,800 186,200 277,300 307, 800 419,600 

手専f壬
9 168, 600 188,500 279, 700 310, 400 421, 100 

F言葉韓
10 170, 700 191, 300 282,000 313,10号 422,500 

員以
11 172, 700 194,000 284,.400 315,800 423,900 

外の

職員
12 174,800 1自6,800 286, BOO 318, 700 . 425,200 

13 176,800 199, 700 28容，200 321,400 426, 500 

14 17苦，000 201,400 291,300 323,400 427，詰00

15 181, zoo 203,000 293,3吾容 325,500 42吉， 30古

16 183, 400 204, 700 295,300 327,800 43仏700

17 185,800 206,500 297,600 330, 100 431，告会8

18 188, 400 208,300 300,200 332,400 433,300 

19 190,900 210, 000 302, 700 334, 700 434,500 

20 193, 400 211, 600 305,400 
、

336，宮容。 435,800 

で
抽
出



｝＆  

官民

21 195，告00 213,400 3告7,900 339,200 436,900 

22 1事7,700 215, 300 310,600 号を1,400 438,100 

23 l幸吉， 400 217,200 313,000 343,800 439,400 

24 201, 100 219,200 315, 700 346, 100 440, 70告

25 202,600 220,900 318,300 348, 100 442,000 

26 204,200 222,900 320, 700 349,900 443,30号

27 205,800 224,900 323, 100 351,800 444,300 

28 207,300 226,900 325,400 353，話G号 445,400 

2註 2告9,100 228,80母 327, 700 355, 700 446,600 

30 210,800 231, 600 32自， 700 357,500 447,4母母

31 212,500 234, 3♀号 332, 000 359, 200 448,200 

32 214, 200 237,000 334,20号 361, 100 449, 100 

33 215, .700 239,6号§ 336, 300 362,800 450,000 

34 217,400 242, 500 338,400 364，吾容。 45守， 500

35 219,200 245, 100 340,500 366, 300 451,000 

36 220,900 247,800 342,600 368, 100 451, 500 

37 222,400 250,300 344, 700 370, 000 452,000 

38 224, 100 252,900 346,600 371, 500 

39 225,800 255,400 348,600 373, 100 

40 227,500 257,800 35喜多 500 374, 700 

41 229, 100 2告0,500 352, 400 376, l告号

42 230,900 262，幸喜号 354,300 377, 500 

43 232,500 265, 200 356, 100 378,900 

44 234, 10号z 267,400 357,800 380,400 

45 235,800 269, 600 359，器00 381，苦告。

46 237,300 271, 800 361,300 383, 500 

47 238, 700 274,000 362, 900 385, 100 

48 240, 100 276, 200 364, 600 386, 600 

4岳 241,600 278,500 366，告00 388, 100 



50 243,000 280,500 367, 500 389,600 

51 244,500 282,500 369, 100 391,100 

52 245, 700 284,500 370, 700 392,500 

53 246,900 286, 500 372,200 393, 700 

54 248,300 289,000 373, 700 395,000 

55 249,600 、291,300 375,200 396, 100 

56 250,800 293,800 376,800 397,200 

57 252, 100 296,000 378,300 398, 700 

58 253,400 298,600 379, 700 399,900 

59 254, 5.00 301,000 381, 100 401, 100 

60 255, 700 303, 700 382,400 402,400 

61 257' 100 306, 100 383, 300 403,600 

62 258,400 308,600 384,500 404, 600 

63 259,600 311, 100 385, 700 406,000 

64 260,600 313,500 386,900 407,300 

65 261, 600 315,900 387, 800 408,500 

66 263, 000 318, 100 389, 000 409, 700 

67 264,600 320,300 390,000 410,900 

68 266, 100 322, 500 391, 100 412,000 

69 267, 700 324,800 392,300 413,000 

70 269, 200 326,900 393, 300 414,200 

71 270, 700 329, 100 394,400 415, 400 

72 272,200 331,200 395,600 416,600 

73 273,400 333, 400 396,600 417,200 

74 274,600 335,500 397, 700 418,000 

75 276, 000 337, 700 398,900 418, 700 

76 277,300 339, 900 400,000 ‘419, 200 

77 278, 700 341, 700 419, 500 

78 279,800 343, 700 401,800 419,900 

ー
－、bJ 



-
品目3

79 281, 000 420,300 

80 282, 200 347,400 403,800 420，器00

81 283,500 349,200 404,600 421, 100 

82 284,400 351, 000 405,400 421,500 

83 285,600 352, 700 406, 100 421，号00

84 286，喜00 354,600 406,90告 422,200 

85 287, 900 356,000 407,600 422,500 

86 288, 800 357,600 408，吾容告 422，宮00

官1 289,8合9 359, 100 409, 100 423,300 

88 290,800 360,600 409,900 423,600 

89 291,900 362，号告9 410,500 423,900 

90 292,800 363, 300 411, 200 424,200 

91 293, 700 364,800 411, 700 424,500 

告2 Z苦4,600 366,200 412，生00 424, 700 

93 295,100 367, 700 412,800 424, 900 

告4 295,800 369,000 413,200 

告5 296,5号9 370, 300 413,500 

百§ 297,400 371, 500 413,800 

97 2告8,200 372, 5むQ 41色100

号S 299，号号9 373,500 414,400 

99 299,800 374,500 414, 700 

100 300,500 375,500 414,900 

101 301, 400 37日，5QO 415, 100 

102 301,900 377,500 生15,400

103 3告Z,400 378,500 415, 700 

104 302，苦00 37宮， 500 415, 900 

105 303, 100 38仏300 416, 100 

106 303,5号。 381, 20告 416，幸吉号

107 303,800 382, 100 416, 700 



108 304,000 

10号 304,200 

110 304,400 

lll 304, 700 

112 305,000 

113 305,200 

114 305,400 

115 305, 600 

116 305，告00

117 3告6,2寺号

118 306,500 

119 306,800 

120 307会 100

121 307,200 

122 307,400 

123 307, 700 

124 308,000 

125 308,200 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 
136 

383, 100 I 

383,900 

384,900 

385,900 

387，号00

387, 600 

388身.500

389, 400 

390,300 

391, 100 

391, 8日｛］

392,600 

393, 400 

394,000 

394, 800 

395, 500 

3号6,200

3草色800

397,500 

398, 100 

398, 700 

399, 400 

400,000 
400,500 

401,000 

401, 300 

401，吾容号

401,900 

善寺2.200 

416象号00

417, 100 

417,400 

417, 700 

417, 900 

418, 100 

418, 400 

418, 700 

418,900 

419,100 

ー品、D



137 402,500 

138 402,800 

139 403, 100 

140 403, 40♀ 

141 403, 7む9

142 404,000 

143 404,300 

144 404,600 

145 404,800 

146 406,10寺

l岳7 405,400 

148 405,600 

149 405, ao・o 
150 406, 100 

151 406,400 

152 406,600 

153 406, 800 

154 407, 100 

155 407,400 

156 407,600 

167' 407,8寺号

寝袋

用機 226,000 272,300 299,600 326, 100 407,600 

Eミ
備考l この道警は、中学校、小学校、後務教育学校及びこれらに態ずるもので添人事後箆会の指定すみものに喜義務する校長、閉校長、委主演、議終教諭、

指華客数致、敬語語、護老若襲教言魚、栄養者宣言動、助教諭その後の職員で集人事委員会主晃則で定めるものに巡見する。

2 この表の適用~受ける1議員のうち、その総務の級が 3豪華である総長で県人事委jt会規.llJJで定めるものの給料月綴泳、この畿の額に7,50♀符をそ

れぞれ加算した護軍とする。

A一問。



別審受第3 5震後n験給料＇；］受〈慾§条関係）
議議長 職務の級 1 蓄量 2 車産 3 級 4 事k
のrg:

産会学月額 給料j号室翼 給料月額分 号毒者 給料J守護貿

子守 F号 F守 円

1 146,300 1き4,500 220,200 246,600 

2 147, 700 186, 200 221，容。。 248,000 

3 149, 1号号 187,800 223,400 24告，200

4生 150,500 189,40詰 225,000 250,600 

5 151,800 190，自00 226,400 251,800 

日 153,600 1呈・2,500 228,000 253,100 

7 155,300 194, 100 22嘗， 500 254,300 

8 157,000 195，告00 231, 200 255,600 

9 158, 700 197,300 232,500 256，告告号

lむ 160, 400 199,000 234,000 257，宮告。

再任 11 1詰2,100 200, 600 235,400 259,000 

用職 12 164,000 202, 300 236, 700 260,000 

員以
ザ』晋〉 13 165,500 203,900 238,400 261, 30程

総長 14 167,400 205,500 23事， 800 262, 900 

15 169, 400 207, 100 241, 100 264,600 

16 171, 300 208,800 242,500 266, 100 

17 173,200 210, 300 243き 700 267, 700 

18 175, 20号ι 211, 900 244,900 26告， 500
工事 177，告00 213,600 246, 100 271, 300 

20 178,900 215, 3号。 247,400 273,, 200 

21 180,800 216, 600 248,800 275, 1むG

22 182,300 218, 100 249, 800 276，官。。

23 183, 800 21号， 600 250, 900 27,8, 700 

24 185,400 221, 100 252,0号告 280,500 

4
M叫



m 品

~ 

25 187,000 222,500 253,300 282, 300 

26 188,500 223,900 254,800 284, 200 

27 190,000 225,200 256,200 2B6, 200 

28 191, 400 226,50告 257, 700 288,000 

29 192, 900 227,900 259,200 2事0,000

30 194, 200 229,300 260, 900 291，号00

31 1註5,500 230，事00 262,600 293, 700 

32 1号6,900 232, 3告告 264,400 295,600 

33 198,300 233, 700 265,900 297,500 

34 199, 700 235, 000 267, 700 299,2告号

35. 2註l,100 236, 100 I 26告，400 301,000 

36 202,500 237，壬00 271, 200 302,800 

37 203,600 238,800 272, 700 304, 3告。

38 204,900 240, 100 274,400 306，告00

39 206,200 241,400 276,200 307, 700 

40 207，草寺号 242, 700 277, 900 309,400 

41 208,800 2垂4,000 27事，600 311, 200 

42 210,000 245,300 281, 200 312, 90♀ 

43 211, 200 246,5告告 282, 900 314, 500 

44 212,400 247,600 284,600 316,200 

45 213, 600 248, 800 286,300 317, 400 

46 214, 700 250,200 288,000 318, 800 

47 215, 700 251, 700 289, 70む 320,400 

48 216, 800 253,300 291,300 322, 000 

49 217,800 254,900 292, 7号号 323,4告号

50 218,900 256,300 2自4,300 324, 700 

51 21官，800 257, 700 295,800 325,900 

52 220,800 259,100 2告7,500 327,200 

53 221,500 260,200 298,900 328,300 



54 222,400 261,600 300,400 329,300 

55 223, 200 263,000 301,800 330,400 

56 224,200 264, 500 303, 300 331, 500 

57 224,900 265, 500 304, 600 332,000 

58 225,800 266,800 305,800 332,900 

59 226,600 268, 100 307,000 333, 700 

60 227,400 269,400 308,500 334,600 

61 228,300 270,400 309,800 335,400 

62 229,200 271,600 311, 000 335, 700 

63 230,200 272,900 312, 300 336, 300 

64 231,300 274, 200 313, 500 337,000 

65 232,000 275,300 314, 900 337, 600. 

6p 232,800 276,400 315, 700 338,300 

67 233;600 277,500 316, 500 339,000 

68 234,500 278,600 317,300 339, 700 

69 235,200 279, 700 317,900 340,400 

70 235,900 280, 700 318,600 340,900 

71 236,600 281,800 319,300 341, 500 

72 237,300 282,900 320, 000 342, 200 

73 238,000 283, 800 320, 700 342, 500 

74 238,800 284, 500 320,900 343, 100 

75 239, 600 285, 000 321,500 343,600 

76 240,400 285, 800 322, 100 344,200 

77 241, 100 286, 700 322, 700 344;700 

78 241, 700 287,300 323,200 345,200 

79 242,300 287,900 323, 700 34.5. 700 
80 242,900 288,500 324;200 346, 100 

lll 243, 300 289,200 324,800 346,400 

82 243, 700 289, 700 325,300 346, 700 

－
凶
凶



ー't注, 

83 244,100 290, 100 ・325, 700 347, 100 

84 244, 500 2望号， 500 326,200 347,400 

85 244，ヨ00 2宮0,700 326, 700 347,9寺号

86 290，自00 327, 10号 348,200 

器7 291, 100 327,300 348, 500 

88 291, 300 327, 700 348,800 

皐宮 2号1,700 328, 100 349,200 

9む 291,900 328,500 349,500 

91 292, 100 328,900 34ゑ900

92 292, 300 329,300 350,200 

告3 292, 700 329,600 350,600 

告長 2吉2,900 329,800 350,900 

百5 293, 100 330,200 351, 200 

官8 2告3,40む 330,500 351,500 

97 293,800 330,800 351, 800 

98 294, 100 331, 100 352,200 

99 294,300 331,400 352,600 

100 294,600 331, 700 353,000 

101 立音4，吉号む 331，君00 353,600 

102 2留5,100 332,.200 354,000 

103 295, 300 332, 600 354,400 

104 295,600 332,800 354,800 

105 2号5,900 332,900 355,300 

106 333, 200 

107' 333, 600 

108 333,800 

109 334,000 

110 334,400 

111 334,800 



112 335,200 

113 335,400 

再任

!'iH議 189,200 216,000 244,500 258,0むG

主主

奇襲遺言 この表；立、中学校、；J、伊校、議義務教育学校及び共同意奪還さ義父豪語要撃する学校栄達書職員で県人事委員会主党員u-e緩めるものに遠足する。

草寺楽祭5を刻表第告とし、 Jl'H整然4t" 5JIJ表第 5 とし、別表第 3 の淡にそi(a)l~襲a:加える。

5JIJ事詩第4 級別基準職務表（第 6~長関係）

ア 行政職給料表級別基準級王者妻賢

職務の級 2事2障となるべき級務

1級 定主主的な業務主主干すう総務

2級 高度の知事義経験者旨必重要とする茨著書念行う職務

3造設 五三重王又t主主ま去の1義務
4議員 三主f壬三主査又は困難なま韓務省と行う:Eままの車義務

5議長 事務長又は密難な業務省と行う主主イ張主ままの機務

5章受 正記斡の職務

イ 憲主務票速給料袋議員5JIJ表~i辞職務~

職務の級 基準となるべき職務

1級 総師、助教諭又は養護助教裁の総務

2級 教義語、著書幾華文言議又は栄養教務の総務

特2級 主主事半数5索、 手話毒事毒愛護議又は指導養護老主昔話の1議選第
3級 高1］絞ま受又i立寄愛媛<1)総務

4級 校長O)~能務

ウ 医療毒装給料章受意義Jllj基準Z議事著者資

織務の絞 I 怒滋となるべき磯務

1絞 ｜学校栄4聖戦箆の職務

2絞 ｜医難な業務念行う学校栄後機員のZ義務

．
甲
山
山
間



－U
岱

主任学校栄養滋魚:x.1立卒者iこ盗難な芸能務会行う学校栄養磁気の事業務

E器禁還な業務念行うタ係学校栄養総長支の激務

3語表

4級

附員u
｛施行期目線）

1 この条例i立、公布の日から施行する。ただし、然 2~長主主びに前総務 5~豪から第11項まで及び第13宅震の規定は、平成28年 4 月 1 日から銀行する。

2 第16長の綴主主による改正後の市町村立学校事室5還のぬ与等iこ関する条例｛以下この項及び附.!ilB事4項において f数近後の条例Jという。｝刻表第1から別署長

第 3までの綴定は平成27年4Jl1 日から、改1Et：去の条例第Z9粂費~2 耳東主主び第 3項主主ぴiζ芸事30条第 2項の緩まきは深長手12月 1 13からi脳F脅する。

｛平成27年4月113 説明）~急務者の号給の調獲）

3 王手Jf).21年4Jl1日露骨に総務の級を主主iこして異動した職員及び幾人事委員会の定めるこれに準ずる総長の肉日におけるをま露舎については、その殺が問自におい

て総務の級を泉iこする暴動等主としたものとした場合との権衡J二if::，、華警と認められる際皮において、浪人等評議さ員会の定めるところによ号、必妥な籾綴念行うこと

ができる。

（給与の内払｝

4 改正後の条例の綴IEを遜F号する主義合においては、築工芸長の波定による改泌総の市町村立学校総長誌の給与号事に燃する条例の規定に基づν、て支給された童会与は

、主主］£後の条例の規定による絡J手の内払とみなす。

（妨害事録僚の異動者の号紛の震議後〉

5 平成総長手4）司王尽（以下「切事事れという。〉積立に職務の級会主義iとして異動した磯魚：＆ぴ県人事委員会（／）＂芝めるこれに準ずる総長の告書替尽における号給に

ついては、その者会長切線釘において職務の級を主義；こする異動等身したものとした主義会との権衡上必至芸と認められるi硬度において、望書人事委員長警の緩めるとこ

ろにより、必要な議後念行うことができる。

〔給料の切替えにイ半う走塁遜捻震〉

6 ljJJ替毘の数日から引き続きi湾ーの議会科ま貨の適用告と受けるI議員で、その有者の受ける給料月績がi潟終において受けていた給料見書震に翌撃しないこととなるもの｛

県人事委員会主義民uで定める1議長会徐く。〉｝こは、平成31＆手3月31Bまでの潟、給料月額のほか、その差額｝こ籾き話する綴を給料として支給する。

7 切替おの議官銭からきr~絞殺給料署長の適尽を受ける謀総長造（前嘆に規定する毒装震を事長ぐ。）について、 i育毛震の土産慾による給料を文紛される総長との波書簡上必要警

があると総ぬられるときは、滋紋職員にi立、添人妻葬祭員会規則の定めるところによ号、湾淡の規定に準じて、紛糾そ支給する。

8 事司縁日以降に新たに章者毒導者援の適用を受けることとなった草案員について、任用の挙後毒事変考慮して前2演の規定による数料きをまさ給される職員との孝義者等上必要

があると認められるときは、当主主j議員iζj立、 F詩人事委員会主義燃のま主主ちるところにより、自立2演の規定に空襲じて、給料を支給する。

9 書号 3宅衰の想定による給料を支給される戦災1；：：~書する市町村家学校滋員の給与毒事iこ関する条例｛隊員.ui事11渓において「給与等条約j という。）議事21条の 3:l事
2療の規定のi遂よ詩については、問項や f言語受章蕊の絵料月綴Jとあるのは、 f言簿護筆書討の給料月額と市町村立学校機員の給与号事に関する条例の一部省と改正する粂



例（平成28年岩手県条例第号）附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額Jとする。

10 附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは

「給料月額と市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（平成28年岩手県条例第号）附則第6項から第8項までの規定による給料の

額との合計額Jとする。

( 1) 市町村立学校職員の給料の調整額に関する条例（昭和33年岩手県条例第41号）第2条第2項ただし書

( 2) 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（昭和46年岩手県条例第47号）第3条第1項

（期末手当等の支給を一時差し止める処分の取消しの申立てに係る経過措置）

11 第2条の規定の施行前にされた給与等条例第29条の3第l項（給与等条例第30条第5項及び第33条第9項において準用する場合を含む。）の規定による期

末手当又は勤勉手当の支給を一時差し止める処分に係る取消しの申立てについては、第2条の規定による改正後の給与等条例第29条の3第2項（給与等条例

第30条第5項及び第33条第9項において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（県人事委員会規則への委任）

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、県人事委員会規則で定める。

（市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正）

13 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（平成26年岩手県条例第107号）の一部を次のように改正する。

改正前 ｜ 改正後

附則

1～3 ［略］

（寒冷地手当に関する経過措置）

4 この項から附則第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。

( 1）～（ 3) ［略］

(4) みな，し寒冷地手当額 次項又は附則第6項に規定する者につき、給

与等条例塑塁塁王Lに規定する 4級地をその支給地域の区分（給与等条例

第31条第2項の支給地域の区分をいう。）と、基準日（同条第 1項に規

定する基準日をいう。以下同じ。）におけるその基準世帯等区分（当該

者の一部施行日の前日以降における世帯等の区分（同条第2項の世帯等

の区分をいう。以下この号において同じ。）のうち、給与等条例魁室1li

附則

1～3 ［略］

（寒冷地手当に関する経過措置）

4 この項から附則第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。

( 1 ）～（ 3) ［路］

(4) みなし寒冷地手当額次項又は附則第6項に規定する者につき、給

与等条例型屋盆立に規定する 4級地をその支給地域の区分（給与等条例

第31条第2項の支給地域の区分をいう。）と、基準日（同条第l項に規

定する基準日をいう。以下同じ。）におけるその基準世帯等区分（当該

者の一部施行日の前日以降における世・帯等の区分（同条第2項の世帯等

の区分をいう。以下この号において同じ。）のうち、給与等条例担蓋筆

－
山
山
〕
可



－M

∞
 

立の4議義主義の宅震に掲げる寒冷地手当の護軍;bl長をも少ない役務撃事の区分をい

う。〉なぞの数殺害事の区分とそれぞれみなして、関条書露2茨の規定を遼

F話したとしたならば算出される寒冷地手当の綴沿いうお

5～8 ［聖書3

繍若者 改1五普日分は、下車患の議3分である。

平成28年 2AlBS提出

阜の4級地の司院に掲げる寒冷地手当の菱重が最長も少ない没善幸害容の区分をい

う。｝苦どその検特‘等の区分とそれぞれみなして、 i夜長法第2漁民の規定を遜

F話したとしたならば算出される寒冷地学滋の客員投いれ

5～§ ［聖書］

岩手県知事達増拓也

護霊筒

岩手県人事委員会の平成27年10月19自イ寸けの給与改定に綴ずる勧告普毒事に緩み？村町村立学校職員の給料刃額、詩！$3'産主｛壬奪三さきの支給主演度額、地域平沼の級士唱の長五

分及び支給割合主主ぴに期末手当：＆び蕗u勉手当の支給苦手j合を改定し、ままてJtlζ守安定基町議長特別勤務手当の支給範飽ぜそ主主ホ；するとともに、地方公著書主主主去のー約改1EIこイ半

い毒差別基準車義務署霊安定め、務総の情勢に鑑み管理又は監4警のま寵｛むとある総主義に支給されるべき管理職手聖司令減額する毒事所要の改正をしようとするものであるq

これが、この条例議を終的Ti!>翌提出である。



議案第都

市町村立学校職員の給料の調設悲観に関する条ffaの一部を改正する条例

市町村立さ罪絞殺五誌の給料の言憲懇綴iζ自書する条例I（昭和33年岩手県条例聾~41-l善）の…悲喜安次めように改正する。

語文3主総 改正後

Jllj後（第2条関係） 剣道経｛務2条島署係｝

適用区分表 適用区分表

勤務箇所 議員 ｜鈎数数 勤務筒所 毒装員 ｜欄滋数

小学校ゑ立 ［略］ 小学校」中 ［路j

中学校 学校及び義

務教育学校

備考 欲張書草分｝立、下草畿の部分守ある。

附員五

この粂f§"df立、平成総長手4Jl11"!から施行する昭

平成28年2JJ18災義差出

岩手県知事 増拓也

遂事討

議義務護霊安学校において特別支援教育に絞被災議事寸ること安本務とする1議員に給料の督官緩繍唱と支給しようとするものである。これが、ミこの条例主主を提出する理

手話で詰ちるa

コ
山
由



ズ山口

議案第 68号

義務教育諸学校等の教育職畿の給与等に関する特別措震に鑓する条例の一部を改Eする条到

達義務教育諸学校毒事の教脊1議長誌の給与毒事に泌する特別後援に関する条例（路事n46年走託手県条例豊富47号）の一説~~とさえのように改亙する。
改IC室長 立主IE後

（豊富総 ｛護霊安）

2言1諸島 この条例泳、地方公務3違法｛昭和25•手法律第261努｝第24条委事告実費、 第 l~ ミこの条例は、地方公務員総（昭和25症手法律第261~手）第24条第5 宅夜、

ま事3守護主育行政の総長造及び悲喜官舎に模する法律（昭和31~手会長緑黄s162号）第42条 地方教育行政の主義援長及び滋裁に事遣する法事事（昭和31等法律第162号｝第42条

主主び1：：：公立のま主務教脊言審理詳校等の教務総長の給与理事に関する特別措置法（ 主主びに公設の豪義務教育言者母校毒事の教育機長の給与号事？と擬する特別獄後法〈

昭和46年2去後第7H苦）告書3条第 1攻及び第3壌放ぴに第6条第1凌及び告書 書官軍Q46等級事事第77号〉多喜3条第 1~震2主主J'~喜 3 項主食びに第§条第 1墳"lJ<. び童書

3~更の先見詰さによ号、総務教育諮今後毒事の教育職員｛市町村JI.の義務教育塁審 3項のま認定iこより、議義務教育慾学校懇の教育軍基主主〈市町村立の義務教育審者

学校告撃の教育職践のうち市町村sl:.:!f:絞殺員給与負担法（P違和23年法律然135 学校毒事の孝生青写祭主誌のうち市町村女学校織員給与量主主主主主（級車U23年法律多喜135

場〉第Z条及び第2条iこ支完2在する者を会主f。｝の給与その他の勤務長持件に 安委〕害罪1条及び多喜2条に規定ナる草？を会主t,）の給与その他の勤務請も宇舎に

ついて特例令定めるものと十る。 ついて特例1<i:i定めるものとする。

｛定義） （定義｝

第2粂この条例において、 「幸事務喜致事事芸者学校毒事Jとi士、学校教管法（P護軍百 重喜2条 ：：の粂綴において、 「義務教寺審議学校移j とは、学校教管法｛昭和

22~手浅草章第26号） fと土議定する小苦手校、中学校、高等学校；町立守幸男j支援さ学校 22幸手主義帯主主事26号） ｝と土議定する小学校、中学校、義務教務学校、高等学校三毛

安いう。 i立母寺芸fj支援学校沿いう。

2 ［格］ 2 ［賂］

世簡呈雪 量全エE約分l士、下総理3線分である。

障す員IJ

この条例i士、平成28伴4月li:iから施行する。

平成28年2JH告白援出

岩手県知事漆増拓也

雪量歯

給与者撃の特例のi務用対委員となる教予約議員iこ義務教育学校の激務機員を加え、及び地方公務主主法のー務改正に伴い銃撃警の皇室備をしようとするあのマある。とれ

が、この条例案惑と後1±1ずる霊室長誌である。
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